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１．はじめに 

（１）取組の背景 

近年、データやデジタル技術の普及・拡大により、インターネットやソフトウェアといった技術革新

が急速に進んでおり、これまでの現実空間を前提とした業務そのものが効率化し、さらに抜本的

に変革する「デジタル・トランスフォーメーション（DX：Digital Transformation）」が

様々な業界・業種で本格的に進展しています。その背景の１つとして、スマートフォンや IoT

（Internet of Things）デバイス等の機器の普及、それらの機器を通じた大量のデータ

（ビッグデータ）の集積が挙げられます。また、メモリ処理能力の劇的な向上に伴い、様々な業

種で機械学習・人工知能（AI）等の適用範囲が急速に拡大しました。特に生成 AI の発展

は目覚ましく、たとえば令和 4 年 11 月にリリースされた ChatGPT は、月間アクティブユーザー

数が 2 か月で 1 億人を超えたところです。さらには、これらの一連のデジタル技術の社会実装の

基盤となるデータプラットフォームや大容量・低遅延・多数同時接続の通信環境（5G 通信環

境）等の整備も DX の後押しとなっています。 

国土交通省としては、平成 28年度から取り組んできた i-Constructionを中核としつつ、

データとデジタル技術を活用することによりインフラ関連の業務、組織、プロセス、文化・風土や働

き方を変革することを目的として、「インフラ分野の DX 推進本部」（以下、「推進本部」という。）

を令和 2 年 7 月に設置しました。令和 4 年 3 月には、インフラ分野の DX の実現に向けて、

国土交通省の所管する各分野における施策を洗い出し、インフラ分野の DX 推進のための取

組や実現のための具体的な工程（2025 年度まで）、利用者目線で実現できる事項をとりま

とめた「インフラ分野の DX アクションプラン（第 1 版）」を策定しました。 

さらに、インフラ分野の DX の取組をさらに深化させるため、令和 4 年 8 月から、「インフラ分

野の DX アクションプランのネクストステージ」の検討を開始し、今般、インフラ分野の DX の一層

の推進に向け「インフラの作り方の変革」、「インフラの使い方の変革」、「データの活かし方の変革」

という３つの観点で分野網羅的、組織横断的に取組を図ることとし、「インフラ分野のＤＸアクシ

ョンプラン（第２版）」を策定しました。 
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（２）取組の目的 

「インフラ分野の DX アクションプラン（第２版）」は、インフラ分野の DX の実現に向けて、

国土交通省の所管する各分野における施策を洗い出し、「インフラ分野の DX 推進のための取

組」、その実現のための「具体的な工程」（2026 年度まで）や取組により「利用者目線で実

現できる事項」を取りまとめたものです。国土交通省としてのインフラ分野の DX の取組方針を

具体化するとともに、それにより実現する社会の姿を明確化しています。 

建設業界では、i-Construction の推進を通じて、ICT 建設機械や無人航空機

（UAV）等を活用した ICT 施工等、設計・施工におけるデジタル技術の積極的な活用を進

めてきました。インフラ分野の DX は、これまでの i-Construction の取組を中核とし、インフ

ラ関連の情報提供やサービス（各種許認可等）を含めて DX による活用を推進していく「イン

フラの利用・サービスの向上」と、建設業界以外（通信業界、システム・ソフトウェア業界等）や

占用事業者を含め業界内外がインフラを中心に新たなインフラ関連産業として発展させる「関連

する業界の拡大や関わり方の変化」の２つの軸により、i-Construction の目的である建設

現場の生産性の向上に加え、業務、組織、プロセス、文化・風土や働き方を変革することを目

的とした取組です。 

 

図１ i-Construction とインフラ分野の DX の関係 
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２．インフラ分野の DX の目指すべき将来像 

「インフラ分野の DX アクションプラン」策定後の令和 4 年 4 月に、国土交通省は「第 5 期

国土交通省技術基本計画」を策定しました。第 5 期国土交通省技術基本計画とは、技術政

策の基本方針を示し、技術研究開発の推進、技術の効果的な活用、技術政策を支える人材

の育成等の重要な取組を定めるものです。現在の課題やニーズに対応して定める今後５年間

の技術政策の前提として、20～30 年先（おおむね 2040～2050 年頃）の将来を想定

し、長期的な視点で実現を目指す将来の社会イメージを作成しています。 

国土交通省が推進するインフラ分野の DX においては、第 5 期国土交通省技術基本計画

に掲げた、「国土、防災・減災」「交通インフラ、人流・物流」「くらし、まちづくり」「海洋」「建設現

場」「サイバー空間」の 6 つの将来社会のイメージ実現を目指すべき将来像とします（図２）。 

また、インフラ分野の DX を推進する中で、第１版に掲げた、「①手続きなどいつでもどこでも

気軽にアクセス」（利用者の自宅や事務所から手続等が実施可能）、「②コミュニケーションを

よりリアルに」（3 次元データによるコミュニケーションの推進により、関係者間の正確でリアルな情

報共有を可能に）、「③現場にいなくても現場管理が可能に」（建設業の現場における施工・

出来高確認・災害復旧・点検等の作業を遠隔化・自動化・自律化）についても実現に向け取

り組みを進めていきます。 

 

 

  

図２ インフラ分野の DX で目指す姿 
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３．目指す将来像に向けたインフラ分野の

DX の方向性 

インフラ分野の DX の方向性として、インフラに関わるあらゆる分野で網羅的に変革する、「分

野網羅的な取組」という視点を掲げます。国民目線・利用者目線で見ると、進んでいる他分野

の取組を参考にして、DX のさらなる取組強化が求められている分野があるのではないかという視

点に基づく検討が必要と考えられます。この検討を進めるための参考として、取組みを「インフラの

作り方」、「インフラの使い方」、「データの活かし方」という 3 つの分野に分類することとしました。 

「インフラの作り方の変革」は、インフラの建設生産プロセスを変革する取組が対象となります。

データの力により、インフラ計画をこれまでよりも高度化していく、i-Construction で取り組ん

できたインフラ建設現場の生産性向上・安全性の向上を目指す等により、よりよいインフラを作っ

ていくことを目指します。 

「インフラの使い方の変革」では、インフラの「運用」と「保全」の観点が対象となります。「運用」

では、インフラ利用申請のオンライン化や書類の簡素化に加え、デジタル技術を駆使して利用者

目線でインフラの潜在的な機能を最大限に引き出すことなどが挙げられます。「保全」では、最先

端の技術等を駆使した、効率的・効果的な維持管理などが挙げられます。 

 こ れ ら の 取 組 を 通 じ て 、 賢 く （ Smart ） か つ 安 全 （ Safe ） で 、 持 続 可 能

（Sustainable）なインフラ管理の実現を目指します。 

上記 2 つはフィジカル空間を対象としている一方で、「データの活かし方の変革」はサイバー空

間を対象とした変革です。この変革では、「国土交通データプラットフォーム」をハブに国土のデジタ

ルツイン化を進め、データの標準化、技術開発・環境の基盤整備（ネットワーク・通信環境等）、

データの収集・蓄積・連携、利用者・国民への発信等、インフラまわりのデータを徹底的に活かす

ことにより、仕事の進め方、民間投資、技術開発が促進される社会を実現することを目指します。 

本アクションプランでは、各部局から充実・追加された施策をこれら 3 分野に振り分けることに

より、今後充実させるべき分野はどこなのかが一目でわかるようにし、分野網羅的な取組をさらに

進めていきます。 
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1.「インフラの作り方」の変革 2.「インフラの使い方」の変革

データの力によりインフラ計画を高度
化することに加え、i-Construction
で取り組んできたインフラ建設現場
（調査・測量、設計、施工）の生
産性向上を加速するとともに、安全
性の向上、手続き等の効率化を実
現する

インフラ利用申請のオンライン化に加
え、デジタル技術を駆使して利用者
目線でインフラの潜在的な機能を最
大限に引き出す（Smart）とともに、
安全（Safe）で、持続可能
（Sustainable）なインフラ管理・
運用を実現する

「国土交通データプラットフォーム」をハブ
に国土のデジタルツイン化を進め、わかり
すく使いやすい形式でのデータの表示・提
供、ユースケースの開発等、インフラまわり
のデータを徹底的に活かすことにより、仕
事の進め方、民間投資、技術開発が促
進される社会を実現する。

3. 「データの活かし方」の変革

自動化建設機械による施工

ハイブリッドダムの取組による
治水機能の強化と水力発電の促進

地図・地形
データ

気象データ

交通（人流）
データ 防災データ

エネルギー
データ

施設・構造物
データ

国土交通データプラットフォームでのデータ公開

周辺建物の被災リスクも考
慮した建物内外にわたる
避難シミュレーション

３D都市モデルと連携した
３D浸水リスク表示、都市
の災害リスクの分析

データ連携による情報提供推進、施策の高度化

自動化・効率化による
サービス提供

今後、xROAD・サイバーポート（維持管理情報）等と連携拡大

空港における地上支援業務
（車両）の自動化・効率化

VRカメラで撮影した線路を
VR空間上で再現

VRを用いた
検査支援・効率化

～賢く”Smart”、安全に“Safe“、
持続可能に“Sustainable”～

～より分かりやすく、
より使いやすく～

～現場にしばられずに
現場管理が可能に～

公共工事に係るシステム・手続きや、
工事書類のデジタル化等による
作業や業務効率化に向けた取組実施
・次期土木工事積算システム等の検討
・ICT技術を活用した構造物の出来形確認
等

図３ インフラ分野の DX における 3 分野 
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４．インフラ分野の DX を進めるための 

アプローチ 

DX はデジタル技術（D：Digital）によって業務変革（X：Transformation）を達

成することを目指した取組であり、部局が異なっていても同じデジタル技術を使っているのであれば、

その技術の横展開をすることでより効率的な技術開発が可能です。また、業務変革の知識・経

験についても、部局を跨いだ横展開が可能です。以上を踏まえ、インフラ分野の DX を進めるた

めのアプローチとして、国土交通省における「組織横断的な取組」を掲げます。 

（１）インフラ分野の DX 推進本部の体制強化 

令和 5 年 4 月より官房にイノベーション担当の参事官を新設し、「インフラ分野の DX 推進

本部」の事務局（以下、「推進本部（事務局）」といいます。）の一員に加え、体制を強化し

ました。国総研をはじめとする研究機関のサポートも得ながら、推進本部（事務局）が中心と

なり、各部局が実施する DX におけるデジタル技術と業務変革の知識・経験を集積し、省内の

各部局と共有することを実施していきます。各部局においても「知識・経験を集積するチーム」を

構えることで、人材を育成しながら施策を推進していきます。 

 

図４ 組織横断的な取組のイメージ 
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（２）業務変革の集積・共有 

業務変革にあたっては、職員の意識、動機付け、行動様式、組織文化といった人的・心理

的側面への組織的対応により「変化に対する心理的抵抗」を緩和することを中心に、変革によ

る混乱を早期に収束させることで、業務変革の効果を一層高める「チェンジ・マネジメント」や、工

程単位ではなく全体最適を目指し、徹底的にムダを省くことにより、生産性を極限まで高める「リ

ーン・マネジメント」、意思決定の権限を分散した自律型組織において、明確な目標に基づき小

規模・短期間の変革と改善及び方向転換を素早く何度も繰り返すことにより、結果的に大きな

変革の達成を目指す「アジャイル・マネジメント」、個人の持つ暗黙知を組織での共有が可能な

形式知（データ、システム）に置き換えることで、生産性の向上を目指す「ナレッジ・マネジメント」

により、積極的に挑戦する組織文化の醸成、柔軟な制度改変、将来目標の共有、リスクの許

容と早期の方向転換の奨励等の対策を組み合わせて実施していきます。 

これにより、機械や PC でできる業務は自動化し、DX にあわせて制度・基準を改変すること

で、高度な知識業務、新たな業務分野の開拓、さらなる DX の推進等について職員が集中し

て取り組み、インフラの生産性を高めるとともに、新たな価値を創出することを目指していきます。 

 

 
図５ 業務変革の知識・経験 
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（３）デジタル技術の集積・共有 

フィジカル空間からサイバー空間にデータを取り込む段階、さらにそのデータを加工・分析する段

階、そしてサイバー空間からフィジカル空間にデータを引き渡す段階といったそれぞれの段階におい

て、様々なデジタル技術が使われています。具体的には、人の目・耳・手・足の補助・代替をし、

ヒト・モノ・コトからデータをサイバー空間に取り込めるようにする「データ取得技術」、取得したデー

タをサイバー空間内で扱いやすいように標準化されたデータ形式に変換する「データ整形・管理

技術」、既存データから新たな価値を持ったデータを産み出す「データ分析・処理技術」、サイバ

ー空間からヒト・モノ・コトへとデータを引き渡すことで、人の口・手・足の補助・代替となったり、人

の判断材料を提供したりする「データ利活用技術」等が挙げられます。加えて、デジタル技術を使

いこなすための根幹となる「通信・セキュリティ技術」や、技術の持つ潜在力を十分に発揮するた

めに必要なデータの品質管理基準や公開基準等の「データ利活用の基本方針」がデジタル技

術の活用にあたって重要な要素となります。 

 

 

 

 

 

図６ デジタル技術の知識・経験 
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インフラ分野のＤＸアクションプラン（第２版）の策定にあたり、各部局で利用されているデジ

タル技術を網羅的に把握し、デジタル技術の導入が進んでいる分野や今後よりデジタル技術を

活用・浸透させていく分野の特定を目的として、各施策に対するデジタル技術の活用状況を分

析しました。具体的には、インフラ分野の DX アクションプランに位置づけられている個別施策

（施策数：86）について、「インフラの作り方の変革」、「インフラの使い方の変革」、「データの

活かし方の変革」という分野網羅的の 3 つの観点で分類を行った上で、各施策にどのデジタル技

術が利用されているのかを星取表の形で整理しています（表１ならびに QR コード参照）。表

1 の横軸のデジタル技術の設定にあたっては、上述した「データ取得技術」「データ整形・管理技

術」「データ分析・処理技術」「データ利活用技術」について、建設業界において一般的に利用さ

れている技術や他分野において適用が進んでいる技術を列挙しました。 

表１を確認することで、たとえば、ドローンやセンシング、人工衛星等を活用し、高精度・高頻

度なデータを取得する技術が、「インフラの作り方」や「インフラの使い方」（特に交通施設の運

用・自動運転や災害把握・復旧）に関連した多くの施策で活用されていることが確認できます。

国土交通省ではドローンの保有台数が増加しており、準天頂衛星システムを活用した測位シス

テムの高度化等も期待される状況の中で、「データ取得技術」の活用機会は今後も大きく増加

することが見込まれます。データ取得技術が「インフラの作り方」や「インフラの使い方」の他の施策

でも活用できるよう利用環境の構築・整備を加速していきます。 

また、i-Construction の施策の効果もあり「インフラの作り方」や「インフラの使い方」に関

連した多くの施策で、データを機械・設備へ活用する技術（ICT 施工・パワーアシストスーツ・遠

隔臨場等）も幅広く利用されています。こうした技術については、先行的に取組を進めている施

策で知識・経験を蓄積し、これから取組を進める施策に横展開していくことが効果的です。既に

i-Construction においては、主要工種から順次工種拡大を進めてきていますが、こうした形

で分野網羅的に取組を進めていきます。 

さらには、「インフラの作り方」「インフラの使い方」「データの活かし方」全体を通じて、GIS 等を

活用しデータをダッシュボードにより可視化する技術や、BIM/CIM、都市モデルのようにデータを

3 次元モデルで表現する技術も多くの施策で活用されています。こうした可視化技術は、国土

交通データプラットフォームや PLATEAU での取組のように、データを相互に共有・連携し、重ね

合せていくことで、様々なユースケースの開発、適用範囲の拡大を目指します。 

一方で、データの可視化技術が進展しインフラ分野全体でデジタルツインの構築に向けた取

組の萌芽が確認できますが、デジタルツインはサイバー空間で分析・シミュレーションした結果を踏

まえ、現実空間にフィードバックし、既存施策の運用や事業の進め方を見直していくことで初めて
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その恩恵を広く享受することができます。現状の施策の多くはデータの可視化に留まっており、今

後はデータ分析・処理技術の更なる充実とその結果を踏まえた施策の立案を進めていきます。 

以上のように、デジタル技術の中には、インフラ分野での導入が進み、省内でのノウハウの蓄

積・横展開が期待されるデジタル技術と、他分野の取組を参考しながらインフラ分野への導入を

加速していくべきデジタル技術が存在します。今後は、推進本部（事務局）や各部局が連携し、

デジタル技術についての知識・経験の集積や先行的な取組の情報収集を進め、デジタル技術の

更なる活用を進めていきます。 
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表１ 『インフラ分野の DX における 3 分野』ごとの 

サイバー空間の内部

ドローン・

センシング・

人工衛星・

GNSS

画像取得

 (カメラ)

デジタル

手続

ノイズ

除去・

変換

データ管理 統計分析

①インフラの作り方の変革 19 7 5 0 1 1 0

設計 1 0 0 0 0 0 0

設計・施工 7 0 0 0 0 0 0

施工 11 7 5 0 1 1 0

②インフラの使い方の変革 37 20 17 6 3 4 3

運用 26 14 10 6 2 3 1

インフラ施設の管理・操作 4 0 1 0 0 0 0

交通施設の運用・自動運転 6 4 4 1 2 2 0

除草・除雪 4 4 0 0 0 0 0

災害把握・復旧 6 5 4 1 0 1 1

書類・手続き 6 1 1 4 0 0 0

保全 11 6 7 0 1 1 2

③データの活かし方の変革 30 12 7 2 3 9 1

データの標準化 5 2 3 0 1 0 0

技術開発・環境の基盤整備 4 2 1 0 0 1 0

データの収集・蓄積・連携 15 5 2 2 2 7 1

利用者・国民への発信 6 3 1 0 0 1 0

全施策数 現実空間⇒サイバー空間

データ取得 データ整形・管理
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施策数・デジタル技術の活用状況 

サイバー空間の内部

通信・

セキュリティ

画像解析 機械学習・

AI

自然言語

処理・

生成AI

通信・

セキュリティ

(LPWA、

ﾛｰｶﾙ5G

等)

ダッシュ

ボード等

での

可視化

3次元での

可視化

API連携・

データ提供

データの

機械・

設備への

活用

2 3 0 4 11 12 1 15

0 0 0 0 1 1 0 1

0 0 0 0 6 7 1 5

2 3 0 4 4 4 0 9

14 11 0 3 15 5 6 7

9 8 0 3 11 3 5 6

1 2 0 1 2 0 1 1

3 4 0 1 3 1 2 0

0 0 0 0 1 0 0 4

5 2 0 1 3 2 1 1

0 0 0 0 2 0 1 0

5 3 0 0 4 2 1 1

4 5 1 4 21 15 12 5

1 1 0 0 4 2 2 1

1 1 0 3 1 2 2 2

2 3 1 1 11 9 8 1

0 0 0 0 5 2 0 1

サイバー空間⇒現実空間

データ利活用データ分析・処理
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５．おわりに 

本アクションプランは国土交通省としてのインフラ分野の DX の取組方針を具体化し、取りまと

めたものです。施策の具体化・実現化に向けて、本アクションプランの内容を広く世の中に発信し

ていくため、戦略的な普及・広報活動を進めることが求められます。インフラ分野の DX を国土交

通省だけでなく、国以外の発注者・管理者や建設事業者等とも連携した取組とすべく、関係団

体とも連携を図り、更なる検討を進めていくことが求められます。 

また、インフラ分野の DX は、「業務、組織、プロセス、文化・風土、働き方の変革」であり、建

設業界をとりまく環境の変化や社会的な要請にも応えていかなければなりません。たとえば、長時

間労働・過労等が原因となる労働災害に対して、社会全体として「働き方改革」を進めることが

求められています。また、地球全体の平均気温の急激な上昇、異常災害の増加等、地球温暖

化が大きく進展する中で、建設現場においても環境に配慮した取組が求められます。さらには、ア

ジア・アフリカ等の諸外国において建設需要が高まる中、日本国内で取組が進展してきた i-

Construction の国際展開するニーズも益々高まっています。こうした様々な社会課題につい

てもインフラ分野の DX を通して対応を進めていくことも必要です。 

冒頭で記述した通り、社会の変革スピードが従前とは比較できないほど加速化している状況

下で、社会ニーズや要請に対して時宜にかなった施策展開を、従来の「常識」にとらわれないイン

フラ分野の DX の推進により柔軟に対応していくことが求められています。 

国土交通省では令和 5 年を、DX の取り組みを一層加速化させる「躍進の年」と位置付け

ています。部局の垣根を超え、国土交通省一丸となって、インフラ分野の DX を進めていきます。 
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組織横断的な
DX推進体制の強化

大臣官房参事官（イノベーション）グループの誕生

国土交通省では、インフラ分野のDX推進体制を、抜本的に
強化することを目的に、大臣官房にイノベーション担当の参事
官を2023年4月に設置。組織を横断する体制の一角を担いま
す。

あわせて、総合政策局が担ってきた建設機械分野の業務を
大臣官房に移し、土木分野、情報通信分野との連携を強化し
ています。

インフラDXの推進体制

新たに設置した参事官は
「インフラ分野のDX推進本部」の事
務局に参画し、これまで、省内の各
部局が個別に取り組んできたデジタ
ル技術と業務変革の知識・経験を集
積し、省内各部局のDXを推進しま
す。

今後、DXの取り組みをより一層進
めるため、DXの担い手となるスター
トアップの育成や中小工事における
DX導入から、宇宙開発を見越した
技術革新まで、最先端の取り組みを
インフラ分野に導入し、DXによる業
務変革を推し進めていきます。

本部長

技監

本部員

本省関係各課、国土技術政策総合研究所、国土地理院、
土木研究所、建築研究所、海上・港湾・航空技術研究所

副本部長

技術総括審議官、技術審議官、
大臣官房審議官（不動産・建設経済局担当）

事務局（大臣官房）
技術調査課（参事官（イノベーション）グループ）、

公共事業調査室

地域建設業から
宇宙開発まで

DXの推進体制
九州地方整備局には専任の体制を整備整備局

DXにより働き方を改善
現場の最前線を担う出張所

各地方整備局等にインフラDX推進本部を設
置し、取り組みを進めるためのロードマップや、
アクションプラン等を策定し、現場レベルでDX

を推進しています。

例えば、九州地方整備局では、インフラDXの
取り組みを加速化するため、DX専属の組織を
配置し、ゲームエンジンを用いたメタバースの
作成、３Dモデルプリンタデータの公開、バー
チャルツアーの実施など、新しい取り組みを
次々に打ち出しています。

従来の固定席から、フリーアドレスに変更し、
書類のペーパーレス化に取り組み中。
データを一元的に蓄積、処理するGISプラット

フォームを導入し、窓口業務のペーパーレス化
も実現し、業務の迅速化・効率化を促進。

会議室

受付窓口

執務室

品川出張所での
対応状況

GISプラットフォーム
を活用した窓口対応

ウェアラブルカメラやトラッキングシステムを
導入し、現場状況や点検の進捗状況をリア
ルタイムに事務所と出張所で共有可能に。
災害時などいざというときに役立てるよう、
日ごろから積極的に活用中。

電動バイク点検員から映像送信
位置もリアルタイムで把握可能

品川出張所（東京国道事務所）

小名木川出張所（荒川下流河川事務所）

メタバースサミットジャパン2023に
九州地整DX担当職員が登壇
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業界を超えて
広がるインフラDX

インフラ管理者や利用者が抱える課題をデータの活
用で解決するユースケース開発を土木学会と社会基
盤情報流通推進協議会が実施

インフラデータチャレンジ

i-Construction
東京大学大学院にi-Construction
システム学寄付講座を開設し、
IoTやロボット化技術、システム開
発等により、新たなソリューション
を創造

自
治
体

多くの都道府県・市町村で、
インフラの維持管理、防災対
策などにデジタルツインを活
用がスタート。
My City Construction 等を活
用し、公共工事等で取得した
データのオープン化も続々と。

国土交通省では、「インフラDX大賞」に、「スタート
アップ奨励賞」を追加し、スタートアップ企業の取り
組みを支援。

SBIR制度※を活用し、社会実装に繋げるための
大規模技術実証（フェーズ３）を実施。

※研究開発とその成果の事業化を支援し、イノベーション創出を促進するこ
とを目的とした制度

スタートアップ

学ぶ

VRや各種シミュレーションなど
最新技術の習得を目的に、各地
方整備局等にインフラDX人材育
成センターを整備

VRによる橋梁点検研修

人材
育成

宇宙 近い将来の月面での建設活動を目指し、産学官で構成する「宇宙を目
指す建設革新会議」の下、地上の建設技術の基盤技術の確立に向け
た研究開発を「宇宙建設革新プロジェクト」として推進中

日本建設業連合会が建設
DX事例集を公表し、生産性
向上や働き方改革を推進

建設DX事例集

カッコイイ 最新
技術

東北九州

親子
最新のデジタル技術や建設機械を体験し、
カッコイイ建設現場を、未来の建設業界を担
う子供たちや保護者と一緒に体験！

インフラ

DX

除雪グレーダ シミュレーション
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国土交通省が進める

国土交通省が保有するデータや各種プ
ラットフォームの情報等を一元化。
今後、各種データの直接取得など、利
便性をさらに向上。

国土交通

PLATEAU
現実の都市をサイバー空間に再現する3D都市
モデルの整備・活用・オープンデータ化を実施。
令和９年度までに500都市で整備を目指す。

海しる
関係府省等が保有す
るさまざまな海洋情報
を集約し、地図上で重
ね合わせて表示。

DiMAPS

地震や風水害などの自然災害
発生時に、現場から災害情報を
収取し、地図上に表示

データプラットフォーム

データ
プラットフォーム

ｘROAD
道路に関連する様々なデータを集約し、道路
の調査・工事・維持管理・防災等の効率化・高
度化を実現

CYBER
PORT

港湾計画から維持管理までのインフラ情報を
連携し、国及び港湾管理者による適切なア
セットマネジメントに資する情報プラットフォー
ムを整備。

流域治水
インテリジェンス

流域に関する様々なデジタルデータが蓄積、共有
されるプラットフォームを構築し、知りたいことが一
目で分かることで、流域治水の自分事化、インフ
ラ整備・管理の省人化、高度化を実現。

新たな都市交通調査をみんなで育てていくため、
これを支える場として、 情報交流、ツールの入手、
事例共有、 人材育成等を支援。

都市交通調査
プラットフォーム

※令和5年度中に公開予定
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３Dデータ・

建築・都市のDX

BIM/CIM
原則適用開始！

施工業者がBIM/CIMモデルを閲覧・作成できる
環境をDXデータセンターに整備し、初めて利用
する業者をサポート

直轄土木業務・工事
において、３次元モ
デルの導入等により、
事業を効率的に推進
するBIM/CIMの適用
をR5.4から原則化

建物内外からエリア・都市ス
ケールまでの高精細な「デジタ
ルツイン」を構築し、官民の多様
なデータ連携を実現

建築BIMとPLATEAUの連携により
実現する高精細なデジタルツイン

建築BIMとPLATEAUのデータ連携・統合による風
環境シミュレーション

建築BIMやPLATEAU上にある建物等に関する
様々なデータ同士を連携させるキーとして
不動産IDを活用

インターネット

DXデータセンター

・無償・有償ソフトウェア
・高性能仮想PC
・BIM/CIMモデル 等

・・・

デジタル空間の活用

３D
プリンタ

Virtual 
Tourism

実際の工事現場
で、集水桝や道
路の縁石を製作。
将来的な本格活
用に期待！

メタバース

水深や飛び石の間隔、木陰の出来
具合などを工事前に具体的に体感

360°カメラやVR、BIM/CIM、UAV等を活用し、建設現場やインフラ施設等のバーチャル見学を実施

BIMデータ等を活用し、首里城正殿の外観や
内観、復元過程をVRで再現。国営沖縄記念
公園来園者に復元後の景色を疑似体験

首里城
ダム

災害
復旧

工事現場や
インフラ施
設において、
現地見学に
加え、バー
チャル見学
を実施中

普段は入れ
ない工事現
場の迫力を
体験可能！

工事完成後のイメージを事前に皆で共有し、
地域のニーズに応えた工事を実現！
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災害対応のDX

点群データをもとに３Dモデルを作成。
クリック一つで簡単に面積や延長の確認、
高さを色で表現することが可能。現場の
被災状況の確認も容易に！

調査

解
析

UAV
長時間連続飛行

LiDAR

TEC-FORCE等の被災状況の確認
は、実際の現場で、赤白ポール等
を使って計測していましたが、UAV
やLiDAR等様々な技術により、短時
間で広範囲の調査が可能に！
（参考：国交省ドローン保有台数〇台）

３時間を超える長時間連続飛
行、１時間を超えるレーザー点
群測量飛行に成功！

衛星
ＳＡＲ衛星画像を活用し、
土砂移動箇所を把握

一部のスマートフォンに搭
載されている高精度なレー
ザー測量装置（LiDARセン
サー）を活用し、安全に、手
軽に、素早く被災状況等を
計測可能

音響探査
水面下の視認できない被災状況を、
音響探査の画像データで的確に把握

©JAXA土砂移動箇所

リモート

査定

復旧

遠隔技術支援
現地状況を高精度な３次元データで迅速
に把握し、遠隔による技術支援を実施

web会議システムを活用し、
リモートで災害査定を実施。
遠隔地や点在する現場をオ
ンラインで繋ぎ、査定時間を
大幅に削減。
効率的な査定により、被災自
治体の負担も軽減。

自動・遠隔施工

空
間
再
現

災害の状況を、本当に存在してい
るようなリアリティで再現すること
で、現地に行かなくとも復旧対策
の検討が可能に

令和２年7月豪雨被災状況

データを活用し、工事全体の生産性向上を目指す
ICT施工のStageⅡを推進中。更に、StageⅢとして
施工の遠隔化・自動化を実装していくことにより、
安全性を確保しながら
迅速かつ適確な災害対応が実現されると共に、通
常工事での抜本的な生産性向上が期待される
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

三次元河道設
計による多自
然川づくり

目指す姿令和7～８年度令和6年度これまで～令和5年度

1-1 三次元河道設計による多自然川づくり

⚫三次元地形データ等を活用した、三次元河道設計による多自然川づく
りを実施することにより、河川整備における生物多様性の保全・創出
や生産性の向上等を実現する。

概要

Before After

⚫ 治水、環境、維持管理を両立し
た川づくりを実現し、安全・安
心の確保と地域資源となる良好
な河川環境を提供

⚫ 立体的な完成イメージによる理
解促進
（令和６年度～）

（管理者等）
⚫ 治水と環境の同時評価により

最適案の選定が可能
（令和５年度～）

⚫ 視覚化により地域との合意形
成にも寄与

⚫ 工事・管理段階へ三次元デー
タを引継ぎ、デジタル化によ
る高度化・効率化が推進
（令和６年度～）

⚫三次元地形デー
タ等を活用し、
三次元河道設計
による多自然川
づくりを実施す
ることで生物多
様性の保全・創
出や生産性の向
上を達成し、地
域住民の安全・
安心で豊かな生
活（ＱＯＬの向
上）を実現する
とともに、建設
業の働き方の変
革を実現する

⚫ 試行河川で三次元河
道設計を実施

⚫ 同左（継続）

ゲームエンジンによる
整備イメージ

従来の河道設計（一次元、二次元）

・治水と環境を一体化し、将来的な河道

（河床変動、環境変化等）を考慮した設計

が十分になされていない。

・地域住民等が完成をイメージしやすい設

計の表現がなされていない。

三次元河道設計
• 三次元地形データと三次元河道設計ツールを活用すること
で、治水面と環境面の同時評価や将来予測を高精度かつ
効率良く行うことが可能となり、治水・環境・維持管理の観点
を兼ね備えた河道設計が実現する。

• 立体的な完成イメージにより地域住民等の理解が促進する。

三次元地形データ
と三次元設計ツー
ルを活用した河道
設計

⚫ 三次元河道設計の実
装

⚫ 三次元河道設計
データを活用した
工事や河川管理の
実施
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

BIM/CIM活
用による建設
生産システム
の効率化・高
度化

目指す姿令和７～８年度令和6年度これまで～令和5年度

1-2 BIM/CIM活用による建設生産システムの効率化・高度化

⚫ 建設生産プロ
セスの変革に
よる受発注者
双方の業務効
率化・高度化
を実現

⚫ 小規模を除く全て
の詳細設計でBIM/
CIM原則適用

⚫ DS（Data-
Sharing）の実施
（発注者による
データ共有）

⚫ 同左（継続）

（受発注者）
⚫ 完成イメージの共有、設計条件の確実な伝

達による関係者協議の円滑化
⚫ 設計ミスに起因する変更協議の低減
⚫ ICT施工で活用可能な3Dデータ提供によ

る生産性向上
（令和4年度～）

After

BIM/CIMを活用した情報の一元化等による事業実施

Before

紙図面、手作業による事業実施

紙の2次元図面のみでは、工事発注時の各工事間の
施工影響範囲、干渉部位等の把握が困難

工事開始後のトラブルの原因となり、重大な手戻りが生じるおそれ

干渉チェック

ケーソン牽引船

旧野積橋

新野積橋

⇒後工程におけるリスクは事業の早い段階で解消。
干渉の有無、施工計画の妥当性等は工事発注前に確認済み。

事業実施に必要なデータは、デジタ
ル情報として事業関係者に共有

工程計画等を
各業務・工事で作成

後工程のリスクは3次元で可視化され、
必要な対策を滞りなく実施可能

BIM/CIMポータルサイト
http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimindex.html

⚫これまで紙図面や手作業による事業実施を行っていたが、実物に近い
デジタル情報のデータ活用・共有による受発注者双方の生産性向上を
図る

概要

⚫ 業務効率化、高度
化に向けた検討
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⚫官庁営繕事業におけるBIM活用を推進することにより、設計業務及び工
事の品質の確保及び事業の円滑化、これらを通じた生産性向上を図る。

⚫ BIM活用の考え方、手続等を技術基準として示すことにより、受発注者
双方のBIM活用の円滑化・効率化を図る。

概要

Before

CADを活用した設計・施工

After

設計BIMデータ

・EIRを提示し、BIM活用の発注要件を明確化

・工事契約後のBIM伝達会議において設計BIMデータ

を説明、貸与

・設計BIMデータを活用しつつ、施工手順の3次元確認、

干渉チェック等にBIM活用 → 事業円滑化

設計BIM
データの
貸与

・EIR（発注者情報要件）を提示し、

BIM活用の発注要件を明確化

・外観・内観の3次元確認、図面作成

等にBIM活用

→ 合意形成・設計審査の円滑化

・設計BIMデータの説明資料を作成

・2次元のため完成イメージが伝わり

づらい。

・図面間の整合確認に時間を要す

る。

仮設モデル 干渉チェック

BIM活用による設計業務及び工事の品質確保、事業円滑化

官庁営繕事業におけるBIM活用
https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000094.html

1-3 官庁営繕事業におけるBIM活用

官庁営繕事業
におけるBIM
活用

◆ 官庁営繕事業におけ
るBIM活用

✓ 新築の設計業務及び工
事にEIRを適用

✓ うち3,000㎡以上の設
計業務に指定項目
（BIM活用を指定する
項目）を設定

◆ 技術基準

✓ 「官庁営繕事業にお
けるBIM活用ガイドラ
イン」を改定、公表

✓ 「官庁営繕事業にお
けるBIM活用実施要
領」を制定、公表

⚫ 官庁営繕事業におけ
るBIM活用

✓ 活用の対象範囲拡大
を検討

⚫ 技術基準

✓ 事業実施により得ら
れた知見を技術基準
に反映

上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

⚫ 設計業務及び工事の
品質確保、事業円滑
化、生産性向上

（受発注者）
⚫ 3次元での完成イメージの共有による関係者間の合意形成の円滑化
⚫ 図面間の不整合の低減による設計審査の円滑化

（施設管理者等）
⚫ 3次元での完成イメージの共有による設計内容の理解の促進

（地方公共団体）
⚫ BIM活用の促進

【 設計段階 】 【 施工段階 】

工程表 目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

⚫ 官庁営繕事業におけ
るBIM活用

✓ 活用の対象範囲拡大
を検討

⚫ 技術基準

✓ 指定項目に係るBIM
データ例の検討、
作成

✓ 事業実施により得ら
れた知見を技術基準
に反映
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

三次元設計
データを活用
したICT河川
工事

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

1-4 三次元設計データを活用したICT河川工事

⚫ 同左

⚫三次元設計データをＩＣＴ施工に活用し、効率的で質の高い建設生
産・管理システムの構築、発注業務の効率化及び施工者の現場管理の
効率化や施工計画の最適化、維持管理への活用等を実現。

概要

Before After

・現在の発注方式では、設計段階で三次元
設計を行っても、三次元図面で工事発注
をすることができず、三次元設計データ
から２D－CAD図面を作成する必要があ
る。

◇三次元設計データを、施工用データとし
て活用できず、施工業者は2D-CADから
ICT施工用の三次元モデルを再度作成する
必要がある。

⇒三次元設計データを工事発注データに活用することで、コンサ
ルタントや工事発注事務の負担軽減による生産性向上が期待

⇒三次元設計データを三次元施工データに活用できることで、施
工業者の負担軽減による生産性向上、速やかな施工着手によ
る治水安全度の早期効果発現が期待

⇒工事完成後の三次元データを管理に引き継ぐことで、維持修
繕への活用による管理レベルの向上が期待

・設計段階で作成した三次元設計データを工事発注や施工
管理、維持管理に活用

・設計段階で作成した三次元設計データ
が十分に活用されていない

維持管理

⚫国土交通省の働
き方を変革する

⚫建設業の働き方
を変革する

⚫社会資本や公共
サービスを変革
する

⚫あらゆる関係者
が協働する流域
治水を実現する

⚫安全・安心で豊
かな生活（ＱＯ
Ｌの向上）を実
現する

【業務の効率化】
・河川工事の発注及び監督検査に関する業務の効率性、安
全性、維持管理を含めた持続可能性が高まる

・受注者の施工管理に関する業務の効率性、安全性、持続
可能性が高まる

【インフラ機能の早期発現】
治水効果が早期に発現する

⚫ 三次元設計データ
整備のためのマ
ニュアル作成

⚫ 詳細設計業務にお
いて、工事の数量
算出及び三次元施
工の利用をお考慮
した三次元設計
データを整備

⚫ 三次元設計データ
から工事積算の数
量を算出

⚫ 工事発注時に応札
者へ三次元設計
データを提供

⚫ 三次元設計データ
を三次元施工デー
タとして活用

⚫ 工事完成後の三次
元データを維持管
理に活用
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

三次元モデル
を徹底活用し
たダム本体工
事

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

1-5 三次元モデルを徹底活用したダム本体工事

⚫ BIM/CIMモデルや点群等の三次元データを活用し、工事発注から完成
まで三次元モデルを徹底的に活用するダム本体工事を実現。

概要

Before After

⚫ デジタルマップ上
に、三次元地形
データ及びダム本
体の三次元モデル
を整備。

・ダム事業の各段階において、
必要なデータやその形式、保
存・引継ぎ方法などに関して、
標準的なガイドライン（案）
を作成。

・工事発注図書としての三次元
設計データの仕様を規定。

・先行地整で試行を実施し、改
良点等を収集。

・工事発注図は二次元設計による2Dデータ

となっており、設計コンサルは三次元設
計と二次元設計の両方を実施する必要が
ある。

・3Dデータは工事受注後にゼネコンに提供

されることから、技術提案や施工計画の
検討に活用されていない。

入札参加者は応札時から、発注
者が提供する3Dデータにより、技
術提案や施工計画を検討。
ダム本体の3Dデータを活用して、
無人化・自動化施工を実施すると
ともに、出来高も管理。

【業務の効率化】
・ダム事業監理や監督検査に関する業務の効率性、安全性、
持続可能性が高まる

・応札者の技術提案に関する業務の効率性が高まる
・受注者の施工管理に関する業務の効率性、安全性、持続
可能性が高まる

【インフラ機能の早期発現】
ダムの治水効果が早期に発現する

・三次元設計が工事発注に活用されてい
ない。

・三次元設計を応札段階から活用

⚫ 同左

⚫国土交通省の働
き方を変革する

⚫建設業の働き方
を変革する

⚫社会資本や公共
サービスを変革
する

⚫あらゆる関係者
が協働する流域
治水を実現する

⚫安全・安心で豊
かな生活（ＱＯ
Ｌの向上）を実
現する

⚫ 三次元設計データ
から数量を算出。

⚫ 工事発注時に応札
者に三次元設計
データを提供

・技術提案、施工計画
に活用 など
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

BIM/CIMを
活用したICT
砂防工事

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

1-6 BIM/CIMを活用したICT砂防工事

⚫砂防事業箇所は山間部で狭隘かつ複雑な地形での設計・施工を行うこ
とが多い。三次元データをICT施工に活用することで、生産性、安全性
向上を図る。

概要

Before After

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

（施工者）
⚫ 安全性、生産性の

向上

⚫ 砂防事業でのICT施工
の実施状況の把握・分
析

⚫ 砂防事業箇所の特有な
課題に対して解決した
事例を収集・周知

⚫ 利用拡大・課題解決に
向けた施工業者、コン
サルタント、発注者の
意見交換等実施

⚫ ICT施工実施困
難箇所での実施
普及拡大により
安全性、生産性
向上を図る

⚫地元企業でも活
用できるICT施
工の普及拡大を
目指す

⚫ ICT施工拡大に
より生産性が向
上し、建設業界
のイメージアッ
プを図り担い手
確保にも繋げる

◆ 三次元モデルの作
成

◆ ICT施工の実施

◆ BIMCIM活用ガイド
ライン作成

⚫ CIMによる三次元モデル

これまで山間部の複雑な地形条件では、細部の
確認ができず、施工計画、安全対策等の変更が
生じ再検討に時間を要する場合があった。

土工作業に必要な、丁張りの設置・点検を行う
場合、急斜面での作業は危険が伴う

三次元モデルにより、細部の確認も可能となり、施工計画
・安全対策等の変更の手戻りが解消され生産性向上

⚫ ２次元平面図

（発注者）
⚫ 三次元データを活

用することで、地
域住民へのわかり
やすい説明や関係
機関協議の効率化

⚫ 丁張り設置 ⚫ 丁張りが不要

土工では重機操縦者が
モニターにより施工ライン
を確認でき、丁張りの設置
が不要となることから生産
性、安全性が向上

砂防堰堤
砂防堰堤 砂防堰堤
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

BIM/CIMを
活用した地す
べり対策

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

1-7 BIM/CIMを活用した地すべり対策

⚫地すべり対策事業箇所は山腹斜面上から地中部分の不可視部分に関し
て設計・施工・施設管理を行う。PDCAサイクルに三次元モデルを活用
することで、生産性等の向上を図る。

概要

Before After

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

（施工者・点検者）
⚫ 安全性、生産性の

向上

⚫ 地すべり対策事業の各
段階においてBIM/CIM
を活用し生産性等が向
上した事例を収集・周
知

⚫ 地すべり災害時に三次
元モデルを活用した災
害復旧対策の検討

⚫早期効果発現の
ため、最新技術
の活用による地
すべり調査・機
構解析、対策施
設の設計・施
工・効果評価、
柔軟な計画の見
直し等により
PDCAサイクル
を速やかに回す
体制を構築

◆ 三次元モデルの作
成

◆ 地すべり災害時に
三次元モデルを活
用した災害復旧対
策の検討

◆ BIMCIM活用ガイド
ライン作成

⚫ 地すべり対策工の三次元モデル

施設点検時は目視で行っていたため時間を要した

地中内の状況を二次元図面で作成した場合、
各施設の干渉の確認が困難であった。

地すべり対策工の三
次元モデルにより、
地中内の各施設等
の干渉が確認でき、
手戻りが解消され生
産性向上

⚫ 二次元平面図

（地域住民）
⚫ 三次元モデルを活

用することで、早
急な災害復旧対策
を検討し一日でも
早い復旧

⚫ 施設内の目視確認

砂防堰堤

他施設との
干渉確認

UAV・三次元モデルを活用し損傷や変状箇所の確認
でき効率化が図れる

変形状況の点検
（集水井の曲がり）

集水井内部

⚫ 三次元モデルを用いたに施設点検

（地域住民）
⚫ 早期効果発現によ

り地域住民の安全
が確保される
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

建設事業各段
階のDXによ
る抜本的な労
働生産性向上
に関する技術
開発

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

1-8 建設事業各段階のDXによる抜本的な労働生産性向上に関する技術開発

⚫建設事業各段階の抜本的な労働生産性向上に向けて、直轄事業で作成
されるBIM/CIMや施工時の労働生産性データ等のデジタルデータに基
づく労働生産性向上を推進する技術開発を実施

概要

Before After

⚫ コンクリート工、土
工の施工現場データ
収集及びデータ項目
の検討

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

⚫ 施工の生産性評価・
向上手法開発

（発注者、施工者）
⚫ 受発注者間での情

報共有の効率化
（令和6年度～）

⚫ DXデータセンター
を通したBIM/CIM
活用の促進

⚫ コンクリート工、
土工の施工現場デー
タ取得

⚫ 建設事業各段
階でのDX化に
よる、発注者
及び施工者の
作業時間の縮
減・施工時の
労働生産性向
上を実現

◆ BIM/CIM活用のた
めのソフトウェア
の機能検討とサン
プルモデル作成

◆ DXデータセンター
へのソフトウェア
の搭載

建設事業でのBIM/CIMの普及に課題

建設現場のデジタルデータが分析できていない

建設現場における生産量（日当たり施工量）や労働投
入量（作業内容、作業時間）のデジタルデータがなく、
建設現場の実態分析に基づく新技術の活用が進まず、
技能労働者の労働条件等の改善が遅れている。

施工段階 維持管理段階

建設事業各段階においてBIM/CIMを活用・共有でき
るシステムが必要とされている。

建設事業各段階においてBIM/ CIMを活用・共有
新技術の活用・生産量や労働投入量等デジタルデータの
取得・分析
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物的労働生産性比較施工段階でのBIM/CIMの活用

撮影した写真を
紐づけ

施工管理情報を
入力

BIM/CIM

施工管理情報

・発注者及び施工者の作業時間の縮減
・施工時の労働生産性向上

（発注者、施工者）
⚫ 建設会社等での施

工の省人化･工期
短縮・安全性の向
上に向けた分析環
境の整備

（令和7年度～）
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

建設施工にお
ける自動化、
遠隔化の促進

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

1-9 建設施工における自動化、遠隔化の促進

⚫従来は人が建機に搭乗し操縦してきた建設機械を自動化・遠隔化する
ことで飛躍的な省人化、生産性向上を実現するため、安全や施工管理
についての制度を整備し、現場導入を促進する。

⚫土木研究所と連携し協調領域を設定し、技術開発を促進する。

概要

⚫ 自動・遠隔施工の現
場検証の実施、現場
検証を踏まえた技術
開発の促進

⚫ 安全ルールの対象拡
大

⚫ 技術基準等整備

⚫ 自動・遠隔施工の現
場検証の実施、現場
検証を踏まえた技術
開発の促進

⚫ 安全ルールの対象拡
大

⚫ 自動・遠隔施工機械
の機能要件を検討・
公表

⚫担い手不足が深
刻化している建
設分野の生産性
向上に向け、建
設機械が自動で
施工する建設現
場を実現し、作
業員やオペレー
タの負担を大幅
に減少させる。

Before After

有人施工機械による建設工事

建機1台につき搭乗するオペレータ1人が必要

自動・遠隔施工機械による建設工事

1人のオペレータが遠隔で複数の建機を稼働

建設機械施工の自動化・遠隔化技術
https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk

_000049.html

（自動・遠隔施工機械の開発者）
⚫ 自動・遠隔施工機械に求められる性能

が明確化。

（施工者）
⚫ 特定の現場環境での自動・遠隔施工

の安全対策の検討が効率化。

⚫ 自動・遠隔施工の現
場検証の実施、現場
検証を踏まえた技術
開発の促進

⚫ 安全ルール
（Ver.1.0）の策定

◆ 自動・遠隔施工に
係る安全ガイドラ
インや現場検証等
の活動方針の策定
（実施済）
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

建設施工にお
ける人間拡張
に係る技術開
発・導入の促
進

目指す姿令和6～8年度令和６年度令和５年度（現在）

1-10 人間拡張技術による建設現場作業のＤＸ

⚫ＰＡＳ※による現場作業の負担軽減のみならず、更なる人力作業の効
率化、生産性向上を進めるため、建設現場のニーズに対応したＸＲ※

やＵＡＶ※等の視覚拡張技術の導入を実現するため、各種調査や現場
実証をとおして、ガイドラインなどの策定を目指す

概要

Before After

従来作業 XR視覚拡張技術を活用した作業効率化

（人間拡張技術の開発者）
⚫ 国直轄の工事現場における現場実証が可能
⚫ 建設現場に適した製品開発、改良が可能
⚫ 建設市場という新たな市場に参入することが可能

（非建設技能者等）
⚫ XR等の導入による視覚の拡張

技術により、技能の有無によら
ず、建設技能者と同等レベルの
現場作業を可能とし、生産性向
上を実現

⚫ 視覚・判断の
補助や身体負
荷の軽減をは
かる「人間拡
張技術」によ
り、現場作業
者における安
全性向上及び
人力作業等の
代替及び生産
性向上を実現

●産学官協議会により
ＰＡＳの現場導入
ロードマップをフォ
ローアップ

●ＸＲ等の視覚拡張技
術の動向調査や、導
入効果検討、それに
基づくロードマップ
の再検討

●長時間がテーマの
ＵＡＶの飛行実証試験

⚫ 同左

⚫ 建設現場に導入し
やすいＸＲ技術の
現場実施要領の作
成、及び公募、実
証実験の後、ガイ
ドライン等を策定

⚫ 長時間、耐候性、
レベル４飛行を目
指し、引続き実証
の公募や実験を行
う

（高齢者・女性等）
⚫ ﾊﾟﾜｰｱｼｽﾄｽｰﾂの導入による作

業負荷の軽減により、高齢者
や女性労働者等が活躍できる
職場環境を実現

建設施工における現場作業者支援のDXに関するＷＧ
https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_

000036.html

５

※ＰＡＳ ： パワーアシストスーツの略称 ＵＡＶ ： 小型無人航空機 ＸＲ ： ＶＲ/ＡＲ/ＭＲの総称

●ＰＡＳの市場及び
技術動向調査

●ＸＲ等の視覚拡張技
術の動向調査や、導
入効果検討、メー
カーやユーザーの
フォローアップ

●新たなテーマに基づ
くＵＡＶの飛行実証
試験
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

施工データを
活用した現場
全体の効率化

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

⚫建設DXの次の展開「ICT施工StageⅡ」では、土工等の工種単位で作業
を効率化するだけでなく、ICTにより現場の作業状況を分析し、工事全
体の生産性向上を目指す

⚫建設現場でIotやデジタルツイン等を活用し、建設現場のリアルタイム
な施工管理、立合い・協議等の効率化を図る

概要

Before After

1-11 ICT施工StageⅡ 作業の効率化から工事全体の効率化へ

これまでのICT施工

・レーザースキャナ計測、マシンコントロール建設機械等の
ICTを用いて作業を効率化（使い方のルール整備）

人が１点ずつ測量

レーザースキャナ、UAV等
により面的に測量

丁張りを目印に施工 ３次元設計データに沿って施工

３次元計測機器

ダンプ

作業員

ICT建設機械

（４）施工データを活用した立会い・協議
・円滑な協議、現地立ち会いの削減
・施工データをもとに任意時点の監督検査
・施工データをもとに客観的指標による評価

リアルの施工現場

デジタルによる見える化

建設現場の施工データを見える化することで、施工者は迅速に工程を見直し、また、

受発注者が施工データを共有することで協議の円滑化・現場立会いの削減を実現す
る等、ICTにより工事全体を効率化

（１）ヒト・機械・資材データの見える化
（２）施工進捗データ（出来形・出来高データ等）の見える化

（３）施工データ（ヒト・機械・資材データ、施工進捗データ
等）を活用した施工改善

🔷 施工データを活用した
施工改善、立会い・協
議による効率化を目的
とした調査対象工事の
選定（実施済）

⚫ 建設機械及び測量機器の
メーカ毎に異なる出来
形・出来高データの見え
る化にあたりメーカ間の
データ連携に関する検証

⚫ 建設機械及び測量機器
の出来形・出来高デー
タの共通ルール化の検
討

⚫施工データを活
用した工程改善
による効率化

⚫施工データを活
用した協議によ
る資料作成の省
力化・立ち会い
削減による効率
化

等

⚫建設現場の正味
作業に最大限の
人的リソースを
投入できる理想
的な施工現場の
実現

（施工者・発注者）
⚫ 施工データを活用した

工程管理の実施による
効率化

⚫ 施工データ見える化に
よる情報共有（協議の
円滑化、立合いの削減
等）

⚫ 施工データを活用した施
工改善、立会い・協議に
よる効率化に関する施工
現場の実態調査

⚫ 施工データを活用した
施工改善、立会い・協
議による効率化に関す
る基準類の検討及び現
場実装

⚫ 建設機械及び測量機器
の出来形・出来高デー
タの共通ルール化

⚫ 施工データを活用した
現場全体の効率化現場
実装
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⚫配筋の出来形確認は、これまで現地で直接計測し確認を行っていたが、
画像解析により計測した結果を遠隔で確認できるようにし、現場作業
の効率化を図ることの検討を進めてきた。令和５年７月にデジタル
データを活用した鉄筋出来形計測の実施要領を策定した。

上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表 目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

1-12 デジタルデータを活用した配筋確認の省力化

概要

Before After

◆ 実施要領案の策定
【R5.7月】

⚫ 実施要領改定
✓ 社会実装後の課題

等を踏まえたフォ
ローアップ

⚫ 直轄土木工事に
おける配筋確認
（配筋検査）の
デジタル化によ
り、土木工事に
おける鉄筋コン
クリート構造物
の品質管理の高
度化を図り、建
設現場における
業界や職員の安
全性や作業環境
の改善を実現さ
せる。

◆ PRISMで試行した
技術の試行（鉄筋
間隔の計測）

【R3.7月】
◆ 試行要領の改定

（鉄筋の間隔・本
数・径・かぶりの
計測へ拡大）

【R4.６月】

デジタル
データ
を活用した
配筋確認の
省力化

⚫ 建設現場のペー
パーレス化

✓ ASPとの連携・
データクラウド
化・帳票作成自動
化などのデータ利
活用を検討

（施工者）
⚫ デジタルを活用した配筋検査の

実装により、品質管理における
省人化・省力化の実現。

⚫ Web通信を活用した遠隔臨場と
の組み合わせにより現場との移
動時間の短縮が可能となる。

・配筋計測に係る時間を大幅に短縮！
・受発注者の安全対策を含む現場作業の削減！

デジタルデータを活用した鉄筋出来形計測の実施要領（案）
https://www.mlit.go.jp/tec/content/001619475.pdf
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

高速通信技術
等を活用した
無人化施工に
よる砂防工事
の迅速化

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

1-13 高速通信技術等を活用した無人化施工による砂防工事の迅速化

⚫「労働環境の改善」や「建設作業の省人化」により、働き手の減少を
上回る生産性の向上を図る必要。

⚫ 砂防事業においては、無人化施工の高度化により生産性・安全性の向
上を推進。

概要

Before After

⚫高速通信技術等
を活用した無人
化施工を災害復
旧現場に実装し、
大容量・低遅
延・多数接続の
有用性を活かす
ことで、災害復
旧を迅速化する
とともに確実性
を向上

現在の４Gを使用する無人化施工では、通
信容量の不足、通信の遅延、同時接続機
器数の制限等により、視認性、操作性等
が悪く、生産性に課題がある。

４Gを使用する無人化施工

大容量・低遅延・多数同時接続の特性をもつ通信技術
を活用し、無人化施工の生産性を向上。

高速通信技術等を使用する無人化施工

高速通信技術等を活用した
無人化施工イメージ

⚫ 現場実証試験（除石
工）を実施（継続）

⚫ 実証試験結果のまと
め

⚫ 高速通信技術等を活
用した無人化施工の
手引き（案）を策定

⚫ 現場での実装及び手
引きのフォローアッ
プ・改定

⚫ 災害復旧事業の迅速化
に伴う地域の安全性の
早期向上

（管理者）
⚫ 災害復旧の迅速化およ

び確実性の向上

（施工者）
⚫ 遠隔からの操作のため、

非接触・リモート型の
働き方が可能
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

四次元モデル
を活用したダ
ム事業監理

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

1-14 四次元モデルを活用したダム事業監理

⚫デジタルマップデータ等を活用し、デジタルマップ上の四次元モデル
を活用したダム事業監理を実現。

概要

Before After

⚫ モデルダムを選定し、
四次元モデルでの説
明等を試行。

⚫ 試行を踏まえて、四
次元モデル活用に係
るルール又はガイド
ライン等を作成。

⚫ デジタルマップ上に、
ダム本体の四次元モ
デル（施工ステップ
を示した三次元モデ
ル）を整備。

・ダム事業の効率的な事業監理のためには、
事業者や施工者、関係機関、地域住民に
とってわかりやすい資料が必要。

・調査・設計・施工等の各段階で図面等が
個別に作成されており、これらを統合し
たわかりやすい資料の作成に課題。

・各種データを位置情報
で重ね合わせ

・空間モデル上に施工
ロードマップ等の情報を
付与し、効率的な事業監
理へ！

■深礎工工事の計画

事業監理にデジタルマップ上の「四次元モデル」を活用

■デジタルマップ重ね合わせイメージ

■施工空間・時期を踏まえた深礎工工事のイメージ

【業務の効率化】
ダム事業監理やダム工事に関する業務の効率性、安全性、
持続可能性が高まる

【インフラ機能の早期発現】
ダムの治水効果が早期に発現する

・ダム事業計画（いつ、どこで、何をする
か）の明確化が必要

⚫ 四次元モデルをダムの
事業監理で活用。

⚫ 関係機関協議等でも活
用可能なモデルに展開。

活用例）
・事業監理
・関係機関協議
・工事進捗、完成形

の説明 等

⚫国土交通省の働
き方を変革する

⚫建設業の働き方
を変革する

⚫社会資本や公共
サービスを変革
する

⚫あらゆる関係者
が協働する流域
治水を実現する

⚫安全・安心で豊
かな生活（ＱＯ
Ｌの向上）を実
現する

⚫ 同左

⚫ 四次元モデルをダムの
事業監理で活用。

⚫ 関係機関協議等でも活
用可能なモデルに展開。

活用例）
・事業監理
・関係機関協議
・工事進捗、完成形

の説明 等
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

携帯不感地帯
のダム現場に
おける遠隔臨
場

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

1-15 携帯不感地帯のダム現場における遠隔臨場

⚫衛星通信技術、高速・大容量通信等を活用し、携帯不感地帯における
遠隔臨場を実現。

概要

Before After

⚫ 携帯不感地帯の遠隔臨
場のルール整備。

・不感地帯の遠隔臨場事
例集（仮称）作成

・改善点の把握、事例集
の更新

・ダム現場は山間部の携帯不感地帯である
場合が多く、軽微な確認行為でも、現地
臨場により確認。

・現場移動に片道1時間以上を要する場合
がある。

【通信環境の整備によるメリット】
（発注者）
・移動時間の削減による生産性の向上
・危険箇所や不慣れな箇所の検査削減による安全性の向上
・洪水及び地震時等の状況把握の効率化・高度化
（受注者）
・監督職員の立会時間の確保、短縮による生産性の向上
・時間短縮により若手技術者への技術指導時間を確保
・洪水及び地震時等の状況把握の効率化・高度化

施工現場建設事務所

現場の確認に
車移動 片道1時間以上！

指定材料の確認寸法確認

光ケーブル整備通信環境の構築 現場カメラによる遠隔監視

【業務の効率化】
・ダム現場における受発注者の業務の効率性、安全性、持続可

能性が高まる
・ダム現場における発注者の監督検査、受注者の施工管理の安

全性、持続可能性が高まる
【インフラ機能の早期発現】

ダムの治水効果が早期に発現する

・ダム現場は携帯不感地帯が多く、現地
臨場のための移動に時間を要す。

・衛星通信技術等の活用により、携帯不感地帯における遠隔
臨場を実現し、生産性・効率性を向上

⚫ 携帯不感地帯のダム
現場で遠隔臨場が日
常的に実施される。

・遠隔と実地の使い分
けを受発注者で協議

・監督、検査を遠隔で
実施

⚫ 携帯不感地帯のダム現
場で遠隔臨場設備が整
備される。

・衛星通信システムの設置
・WiFi中継局の設置
・光回線の延伸 など

⚫国土交通省の働
き方を変革する

⚫建設業の働き方
を変革する

⚫社会資本や公共
サービスを変革
する

⚫あらゆる関係者
が協働する流域
治水を実現する

⚫安全・安心で豊
かな生活（ＱＯ
Ｌの向上）を実
現する

⚫ 携帯不感地帯のダム現場
で遠隔臨場設備が整備さ
れる

・衛星通信システムの設置
・WiFi中継局の設置
・光回線の延伸 など

⚫ 携帯不感地帯のダム現
場で遠隔臨場が日常的
に実施される。

・遠隔と実地の使い分けを
受発注者で協議

・監督、検査を遠隔で実施
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

砂防事業にお
ける携帯電話
通信圏外エリ
アでの遠隔臨
場実施

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

1-16 砂防事業における携帯電話通信圏外エリアでの遠隔臨場

⚫砂防事業は山間部で施工箇所が多数点在し、携帯電話通信圏外エリア
での施工も多い。

⚫施工箇所以外との連絡手段が途絶され、定期・緊急連絡や遠隔臨場な
ど行えない箇所が多いが、通信環境整備を行い通信手段を確保するこ
とで安全性・生産性を向上させる。

概要

Before After

⚫ 携帯電話等通信環境
の整備を導入するま
での手法や手続きな
どの事例集を作成し
利用拡大を図る。

（施工者）
⚫ 導入事例を周知す

ることで利用拡大
が図られる

⚫ 導入により安全性、
生産性が向上する

（施工者）
⚫ 手引きの作成によ

り導入の手続き等
の省力化が図られ
る。

⚫ 同左（継続）
⚫携帯電話通信圏

外箇所での施工
における通信環
境整備を省力化
し安全性・生産
性を向上

◆ 現場実証試験を実
施。（携帯電話等
通信環境の整備）

出張所から現場まで
片道約3時間の移動

砂防事業は山間部での施工箇
所が多く点在し、立会等への移
動時間を要する。

また、携帯電話通信圏外箇所で
の施工が多いため、携帯電話通
信可能エリアへの移動に時間を
要する。

現場から通信可能エリアまで
約1時間の移動

携帯電話通信圏外エリア

遠隔臨場カメラの活用

携帯電話・インターネット通信可能になることで
通信環境が改善され、安全性、生産性向上となる

◆ 現場実証試験の事
例を収集、周知

通信衛星

インターネット

衛星アンテナ
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

衛星測位を活
用した高精度
の遠隔操作・
自動化水中施
工システムの
開発

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

1-17 衛星測位を活用した高精度の遠隔操作・自動化水中施工システムの開発

⚫準天頂衛星を含む衛星測位（RTK-GNSS測位システム）と音波による
水中測位技術と水中施工機械の遠隔操作技術を組み合わせることによ
り、海象条件によらず利用可能な高精度の遠隔操作・自動化水中施工
システムを開発する。

⚫高精度の遠隔操作・自動化水中システムの活用により、水中施工の遠
隔化・無人化を実現する。

概要

⚫ 水中施工機械の遠隔
操作技術の開発

⚫ 水中施工システムの
成果とりまとめ

⚫ 同左（継続）⚫ 水中施工システムに
関する各種要領の検
討

⚫港湾工事におけ
る衛星測位を活
用した高精度の
遠隔操作・自動
化水中施工シス
テムによる潜水
士の負担軽減、
安全性向上

◆ 水中施工機械等の
位置を高精度かつ
リアルタイムに測
定する技術の開発

（実施済）

Before

潜水士による水中施工 水中施工の遠隔化・無人化

▶ 海象条件が悪い日は、潜水士による水中施工は不可
▶ 水中での測位精度が低いため、水中施工機械の操作には潜水士が必要

衛星と水中音波による測位技
術を組み合わせることで、水
中施工機械の位置を高精度
かつリアルタイムに測定

衛星測位

技術開発成果のイメージ

水中施工機械等を表示したモニターにより、
船上で遠隔操作が可能に

After

潜水士：施工精度の確認

丁張り（水糸）

現状の水中施工機械導
入
（沖縄等濁りの無い海域のみ可能）
※潜水士が必要

▶ 水中施工機械の遠隔化・無人化により海象条件に左右されない水中施工を実現
▶ 遠隔化・ 無人化による潜水士の負担軽減、安全性の向上

潜水士：
施工機械の操
作

潜水士の目視により、
施工精度を確保

水中音波
による測位

港湾におけるi-Construction
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr5_000061.html

（施工者）
⚫ 水中施工の遠隔化・無人化による潜水士

負担軽減、安全性向上
（令和6年度～）

⚫ 海象条件によらない現場施工の実現によ
る港湾工事の効率化、工期短縮
（令和6年度～）
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

マルチビーム
データクラウ
ド処理システ
ムの構築

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

1-18 マルチビームデータクラウド処理システムの構築

⚫ 船上で取得し
た測深データ
をクラウド
サーバに送信
し、クラウド
上で自動ノイ
ズ処理するこ
とによる、リ
アルタイムか
つ遠隔での可
視化、

⚫ 過去の測深
データと比較
することによ
る、被災状況
確認の迅速化、
維持管理の効
率化

⚫ 試験運用
⚫ 浚渫以外の工種へ

の適用
⚫ データ管理、運用

方法の検討

⚫ 試験運用
⚫ 浚渫以外の工種へ

の適用
⚫ データ管理、運用

方法の検討

⚫ 本格運用

（事業者等）
⚫ 自動ノイズ処理、自動図化、出来形のリ

アルタイム確認による解析作業の省力化、
作業員や作業船の拘束時間の低減
（令和7年度～）

港湾におけるi-Construction
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr5_000061.html

⚫ マルチビームソナーによる海底の地形測量において、船上で取得した測深データをクラ
ウドサーバに送信し、クラウド上で自動ノイズ処理することにより、リアルタイムかつ
遠隔での可視化を可能とする。

⚫ 過去の測深データと比較することにより、工事の進捗状況確認、被災状況確認の迅速化
や維持管理の効率化を図る。

概要

（発注者等）
⚫ 過去の測深データとの比較や被災状況

の確認が迅速化
⚫ 維持管理の効率化

（令和7年度～）

◆ システムの開発・
AIの開発

◆ 海上長距離WIFI及
び４G通信での実証

◆ 利用マニュアルの
整備

Before After

〇3次元測深データ
の取得

事務所等

手動処理
○データの読み込み、
選別

○点群データ作成
○ノイズ除去
○図面作成

帰港後

約1週間

測量結果の確認に約１週間
➢ 手動によるノイズ除去、図面

作成に多大な時間と労力
➢ 出来形不足・手戻りの発生に

備え作業員や機材を拘束

測量結果の確認がリアルタイム
➢ クラウド・AIによる自動ノイズ処理、

自動図化
➢ 船上や陸上で出来形をリアルタ

イムに確認
➢ 作業員や作業船の拘束時間が

低減

マルチビームソナー
事務所等

船上処理
〇3次元測深データの
処理・送信

半自動・高速クラウド
サーバ

クラウド処理
①測深データのリアル
タイム表示

②・AIによるノイズ除去
・自動図化マルチビームソナー
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

ICT施工に対
応した新たな
出来形管理基
準の検討

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

1-19 ICT施工に対応した新たな出来形管理基準の検討

⚫ ICT施工に対応
した新たな出
来形管理基準
を策定するこ
とで、出来形
管理や監督・
検査における
省力化を図る

⚫ 試行工事の実施
⚫ 出来形管理基準や

要領の検証・改訂

⚫ モデル工事の実施
⚫ 従来の出来形計測

手法との比較・検
証

⚫ 出来形管理基準や
要領の策定

（発注者）
⚫ 監督・検査の効率化

（事業者）
⚫ 出来形計測の省力化

Before After

港湾におけるi-Construction
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr5_000061.html

⚫ ICT施工出来形管理基準の策定に向けたモデル工事を実施し、施工履歴
を用いた出来形管理要領等の検討を行う。

⚫ ICT施工に対応した新たな出来形管理基準を策定することで、出来形管
理や監督・検査における省力化を図る。

概要

⚫ 同左（継続）
⚫ 同左（継続）

⚫ 本格運用

ICT施工

出来形計測
（音響測深）

３次元データ作成
（音響測深データか

ら作成）

ICT施工

３次元データ作成
（施工履歴データか

ら作成）

施工状況検査
水深（書面確認）

施工状況検査
水深（書面確認）

ICT施工データ取得イメージ

施工履歴から作成した
出来形計測結果

ICT施工

音響測量

３次元出来形測量
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

危機管理型水
門管理システ
ムの開発

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-1 河川用ゲート設備の遠隔監視・操作の信頼性向上

⚫異なる施設管理者間での通信規格の統一化など、水門等の操作状況等
を一元監視する危機管理型水門管理システムの開発を目指す。

⚫現地操作が基本である水門操作において、遠隔操作・自動化技術の開
発を目指す。

概要

・出水時における水門操作は、操作員が機側等で対応し、水門開
閉状況は施設管理者が集約。

・施設管理者が異なると水門の開閉状況が一元的に把握できない。
・停電時は水門の開閉状況が把握できない。

流域として河川管理を行うには、施設管理者が異なる河川管理施設の情報共有が
必要。

異なる施設管理者の水門は、開閉状況の把握が困難

・LPWA等の新技術を活用し、水門開閉状況の確実な入手。
・専用回線にて信頼性を確保した上で、遠隔地からの遠方操作。
・複数の施設管理者を跨いだ広域的な施設監視。
・停電時においても水門の開閉状況が把握できる。

広域的な防災対応能力の強化[施設管理の高度化]

一元監視のシステム(イメージ) 一元監視の実施状況(イメージ)

Before After

⚫ 施設管理者を跨
いだ水門等の操
作状況等を一元
監視する事で、
防災対応能力を
強化

◆ 危機管理型水門管理
システムの開発

◆ 機械設備における水
系一体となった監視
に向けた検討

◆ システム設計、ガイ
ドライン等の作成

⚫ 遠隔地からの遠方操
作の検討

（管理者）
⚫ 施設管理者を跨いだ

水門等の操作状況等
を一元監視する事で、
広域的な防災対応能
力を強化

⚫ 同左

⚫ 遠隔操作実証試
験

⚫ 危機管理型水門
管理システムの
導入検討

⚫ 遠隔操作機器の
開発

49



上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

AIを活用した
ダム運用の高
度化

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-2 AIを活用したダム運用の高度化

⚫雨量予測の精度向上とAIを活用したダム流入量予測を活用し、ダム運
用の高度化を実施することで、事前放流の更なる強化・水力発電を推
進する。

概要

Before After

⚫ AIを活用したダム流
入量予測技術の開発

⚫ AI学習用データの作
成

⚫ AIを活用したダム流
入量予測モデルの試
行導入
（令和7年度）

（管理者）
⚫ 事前放流の効果的な

実施・更なる強化
（令和7年度～)

⚫ 水力発電推進のため
の更なる既存施設の
最大限活用

（令和７年度～）

⚫ AIを活用したダム流
入量予測モデルの試
行導入

⚫ダム運用の高度
化を図ることに
より、気候変動
への対応として、
治水機能の強化
（適応策）と
カーボンニュー
トラル（緩和
策）を実現

◆ 先行水系において、
AI学習用データの
作成・モデル構築
（実施済）

・雨量・流入量予測を用いた事前放流等
の取組を実施

・雨量予測の精度向上の取組とあわせて、AIを活用したダム
の流入量予測の技術を開発
→ダムの治水のための容量と利水（発電、農業用水等）
のための容量をより柔軟に運用することが可能。

治水・利水容量を明確に区分・運用

事前放流は最大３日前より行うこととし
ているが、降雨量や流入量のさらなる予測
精度向上が求められている
あわせて、治水面に影響を及ぼさずに、

さらなる水力発電増電の推進の観点からも
予測精度の向上が必要

ダム運用の高度化のイメージ雨量・流入量予測を活用したダム運用

予測を活用した柔軟な運用

雨量予測
＋

ダム流入量予測

予測技術
の活用

洪水を貯めることが
できる空間が増える

水力発電に使える
水量が増える

気候変動の緩和気候変動への適応

ダムの流域全体の
雨量予測

AIを活用した
ダムの流入量予測
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

下水道のデジ
タルトランス
フォーメー
ション

目指す姿

2-3 下水道のデジタルトランスフォーメーション

⚫ 遠隔監視制御
システムのマ
ルチベンダー
化による下水
道維持管理業
務の効率化・
高度化

⚫ 同左（継続）

⚫ 実証実験まとめ

⚫ 技術実証・検証の
実施（セキュリ
ティ、各社互換性
等に関する実規模
実証）〈令和3年
度より継続〉

⚫ 実証範囲の拡大

⚫ 同左（継続）

⚫ ガイドライン作
成・公表

⚫ 全国へ展開

（管理者）
⚫ 遠隔監視制御によ

る複数施設の広域
管理による業務効
率化

⚫ 各施設の維持管理
業務の共同化によ
り省力化やコスト
縮減を実現

⚫下水処理場等の監視制御システムの仕様は製造者ごとに異なり、シス
テム間の互換性が無いのが現状。

⚫下水道施設の広域化・共同化を推進し、維持管理業務を効率化するた
め、システムの大規模な改修を行わず、各処理場のシステムに互換性
を持たせる技術の開発、標準化を実施。

概要

各施設の監視制御システムの仕様は製造者ごとに異なるため、シ
ステム間の互換性が無く、施設ごとの維持管理が必要。 各施設の維持管理業務の共同化により省力化やコスト縮減が可能。

遠隔監視制御による複数施設の広域管理監視制御は現場で対応（遠方で確認できるのは故障警報のみ）

Before After

ICTを活用した下水道施設広域管理システムに関する実証事業
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001401726.pdf

令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

河川管理者と
ダム管理者と
の情報網整備
の推進

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-4 河川管理者とダム管理者との情報網整備の推進

⚫水系におけるより効果的な事前放流を可能とするため、１級水系およ
び２級水系の利水ダムについて、河川管理者とダム管理者との間の情
報網整備を推進。

概要

Before After

⚫ 河川管理者と利水
ダム管理者との間
の情報網整備を推
進

✓ １級水系及び２級
水系における整備
を推進
（1級水系におい
ては整備完了）

⚫ 同左（継続）
✓ 情報網の整備完了

（令和7年度）

⚫ 治水等多目的ダムに加え、利水ダムの貯水位等を住民がリアルタ
イムで確認し、防災行動に役立てることが可能（令和7年度～）

⚫ 同左（継続）
✓ ２級水系における

整備を推進

⚫利水ダムの貯水
位データ等の一
元的な共有によ
る効果的な事前
放流の実施

利水ダムのネットワーク化利水ダムの情報共有体制

利水ダム

利水ダム

利水ダム

利水ダムのリアルタイムの貯水位や放流量等の
情報を河川管理者が把握することや一元化して
関係者に共有することができていない。

河川管理者とダム管理者との情報網整備
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/5kane

nkasokuka/pdf/kakutaisaku5.pdf

より効果的な事
前放流の実施や、
住民がリアルタイ
ムの情報を確認
し、防災行動に役
立てることが可能。
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

次世代のITS
の推進

目指す姿令和6年度～これまで～令和５年度

2-5 次世代のITSの推進

⚫自動運転時代を見据え、道路利用者の安全・利便性を飛躍的に向上さ
せるため、車両内外のデータをセキュアに連携させる基盤を構築し、
次世代のITSを推進。

概要

〇セキュリティや機能の追
加・更新が不可

〇交通データの収集／活用
の自由度が低い
➢ プローブの位置精度が低く、

個人情報へ過度に配慮
➢ 車両データとの連携が不可
➢ 行政利用が中心のシステム

〇路側機の機能が低く、新
たなニーズに対応不可
➢ 狭域通信（DSRC) 

➢ 通信機能に特化

Before After

⚫ 産官学からなる検
討会で議論

➢実現を目指す
サービス・デー
タの具体化

➢次世代のITSに求
められる機能要
件の具体化

（官（道路管理者））
⚫ 道路行政視点で実現を目指すサービス・データ・

機能要件の具体化が図られる

（民（OEM、電器メーカー等））
⚫ 民間視点で実現を目指すサービス・データ・機能

要件の具体化が図られる

⚫ 共同研究等で機器仕様を具体化

⚫次世代のITSの開
発・運用開始

（2020年代後半~
運用開始を目指す）
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

自動運転実現
に向けた取組

目指す姿これまで～令和５年度

2-6 自動運転実現に向けた取組

⚫高速道路において、合流支援情報、落下物情報、工事規制情報等の情
報提供を通じて、路車協調による自動運転トラックの実現に向けた実
証実験を実施。

概要

〇幹線輸送では夜間走行
が主体で、ドライバー負担
が大きい

〇ドライバー労働時間上限
規制（物流2024問題）によ
り、ドライバーが不足する
恐れあり

Before After

⚫ 官民連携による共
同研究の実施

➢車載センサでは収
集が困難な前方の
道路状況を、自動
運転車に情報提供
するシステム仕様
を策定

（民（OEM、物流事業者等） ）
⚫ 2025年度頃の高速道路におけるレベル4自動運転トラック

の実現（※）

⚫ 2026年度以降の自動運転トラックによる物流サービスの
実現（※）

※デジタル田園都市国家構想総合戦略（R4.12閣議決定）

⚫レベル4における
無人自動運転に
よる物流サービス

（2026年度以降~）

令和７～８年度令和６年度

⚫ 同左（継続）⚫ 新東名高速道路の一
部区間において自動
運転車用レーンを設
定し、実証実験を開
始（合流支援・先読
み情報）

高速道路における自動運転トラックの実現に向けた実証実験の実施イメージ
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

高速道路等の
利便性向上

２-7 高速道路等の利便性向上

⚫高速道路やその
他多様な分野に
おけるETC等に
よるキャッシュ
レス化、タッチ
レス化の早期実
現による利便性
向上

⚫ 同左
✓ 導入料金所の拡大

(中京圏・地方部で
も導入)

⚫ 同左
✓ 取組拡大

♦ETC専用化
✓ 導入

(首都圏・近畿圏で
導入)

♦ ETCによるタッチレ
ス決済
✓ 取組拡大

⚫ 同左
✓ 都市部概成

（令和７年度）

⚫ 同左
✓ 取組拡大

⚫ 料金所における渋滞の解消、感染リスクの軽減

⚫ ETCを活用したタッチレス決済可能施設・
店舗の拡大

⚫高速道路のETC専用化による料金所のキャッシュレス化を計画的に推進。
⚫高速道路内外の各種支払い等へのETCの活用による利便性向上を推進。

概要

Before After

平成29年７月より民間駐車場での実証実験を実施
（東京、大阪、名古屋、静岡 全６箇所）

駐車場

料金収受員による料金収受

＜多様な分野へのETC活用の例＞

料金所のＥＴＣ専用化

ETCによるタッチレス決済の普及

ＥＴＣ専用化等による料金所のキャッシュレス化・タッチレス化について

～都市部は５年、地方部は１０年程度での概成に向けたロードマップの策定～
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001391.html

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

令和３年８月よりオイルバンク新城店で導入

ガソリンスタンド
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（注）
・自殺等故意に列車等
に接触したものは含まれ
ない。
・ホームからの転落件数
は、プラットホームから転
落したが人身障害事故
とはならなかった件数。
・接触事故件数は、列車
又は車両の運転により
人の死傷を生じた事故
（人身障害事故）の件数
をいう。
（鉄道事故等報告規則
第３条第１項第六号）
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

ITやセンシン
グ技術等を活
用したホーム
転落防止技術
等の活用促進

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-8 ITやセンシング技術等を活用したホーム転落防止技術等の活用促進

⚫駅ホームにおいて駅係員が視覚障害者の介助を実施しているが、国
が設置する有識者検討会において、新技術の活用等による駅ホーム
における視覚障害者の安全対策について検討。検討結果を踏まえIT
やセンシング技術等を活用したホーム転落防止技術等の活用を促進
する。

概要

新技術等を活用した駅ホームにおける視覚障害者の安全対策検討会
https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr7_000032.html

⚫ ITやセンシング技術
等を活用したホーム
転落防止技術等の実
用化・普及に向けた
検討

⚫ 同左（継続）

⚫ 駅ホームでの視覚障害者の安全性の確保

⚫ 同左（継続）

⚫視覚障害者の駅
ホームでの転落
事故を未然に防
ぎ、駅ホームで
の更なる安全性
向上を実現

◆ 関連技術の開発・
実証実験（実施
済）

After

ITやセンシング技術等を活用したホーム転落防止技術等の
活用
○視覚障害者の検知を駅係員に通知することによる転落事
故の未然防止や、視覚障害者を安全に誘導。

カメラ
画像認識AIサーバー

（白杖・車椅子検知モード）
改札口

通知用パソコン

駅務室

駅係員（事務所執務）

お手伝い・
お声掛け

改札口のカメラの映像から白杖をAIで認識し、
駅係員へ通知。障害者の元に駆けつけ介助を
行う（令和２年６月より近鉄で実証実験中）

直進3m

です

Before

駅係員による視覚障害者の介助
○駅係員が気づかなかったり、視覚障害者が介助自体を
遠慮する等により、転落事故の件数が減らない状況。

視覚障害者の転落及び接触事故件数の推移（過去１０年）

⚫ 開発・導入状況等
のフォローアップ

⚫ 同左（継続）

■ホーム上での接触事故件数
■ホームからの転落後の接触事故件数
■ホームからの転落件数
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

鉄道における
自動運転技術
の検討

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-9 鉄道における自動運転技術の検討

⚫運転免許を持つ運転士による列車運行が行われているが、国が設置す
る有識者検討会において、踏切がある等の一般の鉄道での自動運転に
おける技術的要件について検討。検討結果を踏まえ自動運転の導入を
目指す。

概要

鉄道における自動運転を導入する場合の技術的要件の検討
https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr7_000027.html

⚫ 一般鉄道における自
動運転技術の検討

✓ とりまとめを踏ま
えた具体的なルー
ル作り

✓ とりまとめを踏ま
えた開発・導入状
況等のフォロー
アップ

⚫ 同左（継続）
✓ 同左（継続）

⚫ 地方鉄道等維持による利便性の確保

（鉄道事業者）
⚫ 運転士不足への対応・鉄道事業の維持

⚫ 同左（継続）
✓ GoA2.5自動運転の

導入（係員の添乗
によるもの）

⚫一般の鉄道にお
ける自動運転の
導入により、鉄
道事業者の将来
的な運転士不足
への対応を図る
ととともに、鉄
道事業を維持
（特に地方鉄
道）することで、
利用者の利便性
を確保

◆ 一般の鉄道におけ
る自動運転技術の
検討（実施済）

✓ 自動運転の技術的
要件の基本的考え
方をとりまとめ
（R4.9）

Before After

自動運転の導入
○踏切がある等の一般の鉄道における自動運転の導入によ
り、運転免許を持たない係員による列車運行や係員なしで
の列車運行が可能となり、運転業務を効率化・省力化。

運転士による列車運転

運転士による列車運行
○将来的な運転士不足、鉄道事業の維持（特に地方鉄道）
が課題であり、鉄道の自動運転は、人等が容易に線路内
に立ち入ることができない新交通では実現しているが、踏
切がある等の一般の路線では安全・安定輸送の観点か
ら導入されていない。

係員の添乗による自動運転

※走行中は左手を緊急
停止ボタンに添えるの
み。（右手は姿勢安定
のための取っ手）

※図は、JR九州香椎線

における実証運転の
様子であり、実証運転
中のため、運転士が
操作。

※運転士が、左手でマ
スコンハンドル（アクセ
ルに相当）、右手でブ
レーキハンドルを操作。
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

地上支援業務
の自動化・省
力化

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-10 地上支援業務の自動化・省力化

地上支援業務の自動化・省力化に向けて、空港制限区域内におけるレベ
ル４自動運転導入に必要となるインフラや運用ルール等の検討を進め、
令和７年までの導入を目指す。

概要

Before After

空港制限区域内における自動走行の実現に向けた検討委員会
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk9_000023.html

⚫ 交差点における信号
などによる実証実験

⚫ 令和7年における導
入ルートに係る実証
実験やインフラ整備
完了

⚫ 令和7年までに自動
運転レベル４相当の
導入

⚫ 運用ルールや共通イ
ンフラガイドライン
の改正等を行う

⚫ 見通し不良個所など
の課題解決に向けた
検討及び実証実験。

⚫ 羽田空港において信
号設備などの共通イ
ンフラ整備

⚫地上支援業務の
省力化・自動化
による、労働力
不足の解消

◆ 令和2年度に自動運
転レベル３導入
（実施済）

◆ 令和3年度から自動
運転レベル４相当
導入に向けた実証
実験を開始 （実施
済）

（地上支援業務事業者）
⚫ 地上支援業務の省力化・自動化による、労働力不足の解消

運転手が旅客や貨物を輸送している。 自動運転レベル4相当を導入することで、運転手
の削減が可能となり、労働力不足の解消につな
がる。
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

空港における
草刈工の自動
化施工

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

⚫ 大型草刈機の
自動走行によ
る業界の担い
手不足の解消
と業務の高度
化

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

⚫ 国管理空港に自動
化施工を行う大型
草刈機を順次導入
し、本格運用

⚫ 地方管理空港等へ
の導入を促進

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

（管理者）
⚫ 空港における草刈作業の省人化・自動化による、担い手不足の

解消と作業精度・安全性の向上

Before After

・大型草刈機の操作をオペレータにより実施
・担い手不足に課題あり
・オペレータの大型草刈機操作による事故等の可能性を内包

◆導入効果

無人大型草刈機運転 [２台/人]タブレット操作 [ON/OFFのみ]

自動化施工（省人化実現）により
・建設業の担い手不足の解消、生産性の向上
・作業精度、安全性の向上 が図られる

自動化作業対象外自動化作業対象

梱包作業 積込・運搬作業

ＧNSS衛星

オペレータによる大型草刈機の操作 無人大型草刈機による作業の省人化

⚫大型草刈機の操作を、オペレータによるものから、ＧＮＳＳ等を活用
した自動走行にすることで、草刈作業の省人化を実現する。

概要

集草作業草刈作業

2-11 空港における草刈工の自動化施工
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⚫除雪車両の位置を測定する技術を活用した運転支援ガイダンスシステ
ムを導入し、２名体制から１名体制へ省力化するとともに、除雪装置
の操作や除雪車両の運転の自動化に取り組む。

工程表 目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

概要

Before After

2-12 空港除雪の省力化・自動化

衛星

・オペレータ（車両運転・作業装置の操作）と助手（安全確
認）の２名体制で作業を実施している。
・空港の除雪作業は、迅速に広範囲を除雪することが要求
されるため、作業車両の台数も多く、一度に多くの作業員
が必要となる。

・衛星技術を使用した運転支援ガイダンスシステムを車両へ設置
することで、オペレータのみの１名体制への移行が可能となり、労
働力不足の解消につながる。
・１名体制とするには、運転支援ガイダンスシステム導入による効
果検証及び改良による機能向上が引き続き必要。
・加えて、除雪装置の操作や除雪車両の運転の自動化に取り組む。

１車両２名体制での作業 空港除雪の省力化・自動化

空港除雪の省力化・自動化に向けた実証実験検討委員会
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk9_000038.html

上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

空港除雪の省
力化・自動化

⚫ 空港除雪作業
の省力化・自
動化による業
界の労働力不
足の解消

⚫ 運転支援ガイダン
スシステム導入拡
大及び機能向上

⚫ 同左（継続）

（管理者）
⚫ 空港除雪作業の省力化・自動化による、労働力不足の解消

◆ 運転支援ガイダン
スシステムの開発
（実施済）

⚫ 除雪車両の運転の
自動化に向けた検
討

⚫ 対象車種を拡大し、
継続

⚫ 除雪装置の自動化
に向けた実証実験

（一部実証済）

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

⚫ 実用化に向けた運
用ルール、車両の
仕様の検討

⚫ 同左（継続）⚫ 同左（継続）

60

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk9_000038.html


上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

「i-Snow」

除雪現場の生
産性・安全性
向上

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-13 除雪現場の生産性・安全性向上「i-Snow」

⚫除雪機械の熟練オペレータの減少や異常気象による冬期通行止めの発
生に対応し、機械操作の自動化や吹雪時の車両運転支援による、除雪
現場の生産性・安全性向上を目指した実証実験を実施。

⚫吹雪時の車両運転支援は令和３年度に、機械操作の自動化は令和４年
度に実働配備を開始。令和５年度は実働配備の拡大を実施。

概要

i-Snow
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/gijyutu/splaat0000010dmm.html

⚫ 実働配備の拡大
⚫ 実働配備後の課題改

善検討

⚫ 実証実験の継続
✓ 安全対策機能の検証

等

⚫ 吹雪時の映像鮮明化
技術の配備拡大

⚫ 凍結防止剤散布支援
システムの試行継続

⚫ 実働配備の拡大
⚫ 除雪トラック（自動操

作）の配備
⚫ 実働配備後の課題改善

検討

⚫ 実証実験の継続
✓ 自動操作対象機械の

拡大検討等

⚫ 吹雪時の映像鮮明化技
術の配備拡大

⚫ 凍結防止剤散布支援シ
ステムの試行継続

⚫ 新技術の活用に
より除雪現場の
生産性・安全性
の向上を図り、
人口減少や高齢
化が進む中で
あっても、冬期
道路交通の確保
に不可欠な除雪
サービスを維持

⚫ 吹雪時も車両運
転支援により、
除雪作業の継続
が可能となり、
天候回復後の速
やかな通行再開
が可能となるこ
とで、吹雪によ
る通行止め時間
を短縮

（施工者）
⚫ 機械操作の省力化･自動化による除雪作業のワンマン化
⚫ 熟練オペレータの技術・経験に左右されない除雪機械操作の一定の安全

性・精度の確保
⚫ 吹雪時に継続した除雪作業が可能

（管理者）
⚫ 除雪の生産性・安全性向上による天候回復後の速やかな通行再開に寄与

⚫ 除雪の生産性・安全性向上による除雪サービスの維持、吹雪による通行
止め時間の短縮

Before

除雪現場の生産性・安全性向上

「熟練オペレータ」
による

• 車両運転
• 走行位置の把握
• 作業装置操作

「オペレータ※」
による

• 車両運転

道路施設位置や沿道状況
を熟知した、熟練オペレー
タと助手の２名体制が必要

「助手」による

• 作業装置操作
• 安全確認

衛星による走行位置の把握や
作業装置操作の自動化等により、
ワンマン化が可能

After

熟練オペレータを含めた2名体制で除雪しているが
人手不足や技術継承が課題

機械操作の自動化により作業員1名で安全に除雪作業が可能と
なり,人口減少下でも必要な除雪サービスを維持

吹雪による通行止め時は除雪作業が困難なので

天候回復後に除雪作業を行うため
通行止めが長期化

吹雪時は視界不良で
除雪作業が困難

吹雪時も車両運転支援により除雪作業の継続が可能となり
天候回復後速やかに通行を再開 処理後

映像鮮明化技術により
車載モニターで周辺状況を確認

処理前

※ 熟練を要しない

⚫ 実働配備の拡大
⚫ その他の除雪機械（自

動操作）の拡大配備
⚫ 実働配備後の課題改善

検討

⚫ 実証実験の継続
✓ 自動操作対象機械の

拡大検討等

⚫ 吹雪時の映像鮮明化技
術の配備拡大

⚫ 凍結防止剤散布支援シ
ステムの試行継続
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

堤防除草の自
動化~ＳＭＡ
ＲＴ-Ｇrａｓ
ｓ~

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-14 堤防除草の自動化 ~ＳＭＡＲＴ-Ｇrａｓｓ~

⚫勾配の緩やかな堤防が多い北海道特有の環境を活かし、大型自動機械
による堤防除草の自動化を推進。

⚫これまで、除草自動化技術の検討、試験用実機の改造及び実証実験、
出来形確認用展開図自動作成技術の検討を行った。
今後は、試行による評価・検証、複数台協調運転の技術開発、試験地
での実証試験、基準類の検討等を行い、堤防除草作業および建設現場
における生産性向上を図る。

概要

⚫ 民間企業等との連携
による自動除草作業
の技術開発（複数台
協調運転）

✓ 自動運転フィールド
実験

✓ 技術評価・改良

⚫ 運用開始（試行）
✓ 運用マニュアル整備
✓ 施工者対応（教育、

バックアップ）体制
構築

⚫ 大規模試行（～R7）
✓ 技術評価・改良

⚫ 運用拡大（試行）
✓ 複数台協調運転試行
✓ 運用マニュアル修正
✓ 施工者技術レク

チャー実施

（施工者）
⚫ 自動化による除草作業の効率化
⚫ 施工管理の効率化

（令和5年～）

（管理者）
⚫ 監督・検査の効率化
⚫ 河川管理施設の機能維持による治水安全度の

確保に寄与
（令和5年～）

⚫ 複数台協調運転による除草作業の
省人化・効率化の促進
（令和6年～）

⚫ 自動運転の実
現による河川
堤防除草作業
の省力化

⚫ 自動出来形計
測による施工
管理および監
督・検査の効
率化

⚫ 河川管理施設
の効率的な機
能維持による
治水安全度の
確保

Before After

トラクターモア

ハンドガイド

現在行われてる堤防除草

遠隔式大型除草機

・出水期前の限られた時期に広
範囲の堤防法面を除草するた
めの人員の確保が必要

・除草の出来形資料作成（刈り
高の確認と面積計測）に労力と
時間がかかる

ICTを活用した堤防除草の自動化のイメージ

・自動運転の実現による除草作業の省力化
・自動出来形計測による作業の効率化

1台につき1人以上を要する運用、出来形を別途計測 自動運転により1人で複数台を運用、出来形を自動計測

SMART-Grass
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/gijyutu/splaat000001xynt.html

改造機

⚫ 大規模試行（～R7）
✓ 技術評価・改良

⚫ 運用拡大（試行）
✓ 施工者技術レク

チャー実施
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●現在、人工衛星を活用し、災害初期の天候・昼夜を問わない土砂移動
箇所の早期把握に努めている。

●衛星コンステレーションや自動判読技術の活用を検討し、判読時間の
短縮と判読精度の向上を図る。

概要

２－１５人工衛星の活用による土砂災害の早期把握

Before After

・気候変動等により災害が頻発化・激甚化する中、早
期に被災状況を把握し、関係機関などに情報提供す
ることが重要であるが、SAR衛星による日本国土の撮
影が2回/日であり、また判読作業には時間を要する。

©JAXA

SAR画像（ALOS-2）

ヘリ画像

被災時における
土砂移動把握の取組例

土砂移動が

疑われる箇所

衛星を活用した土砂移動箇所の
早期把握

衛星コンステレーションによる観測
頻度の増加、及び判読の自動化技
術の活用により、SAR画像による
早期の土砂移動箇所の概略把握
を目指す。

複数の衛星の観測
による多頻度化

上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

人工衛星の活
用による土砂
災害の早期把
握

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

⚫ 土砂移動等の自動
判読技術の活用に
向けて、災害時等
における実証を開
始

◆ JAXA協定による
土砂移動箇所判読
（実施済み）

⚫ 土砂移動の早期把
握による迅速な対
策・警戒避難の実
施

⚫ 土砂移動箇所の早
期把握・精度向上
による早急な対策
と実効性のある警
戒避難

⚫ 自動判読技術の活用
検討

⚫ 衛星コンステレー
ションの活用検討

●土砂災害の把握
時間の短縮や精度
向上による発災後
の早急な対策及び
適切な警戒避難を
目指す。

自動判読技術の活用

判読
自動化
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

デジタル技術
を活用した災
害復旧事業の
迅速化

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-16 デジタル技術を活用した災害復旧事業の迅速化

⚫被害把握から復旧完了までのプロセス全体において、デジタル技術を
活用することにより、被災自治体の負担軽減・被災地域の早期復旧を
実現する。

⚫災害復旧に係る調査、測量、設計、工事等一連のプロセスにデジタル
技術を活用するための手引きを作成・周知、被災箇所の三次元データ
を簡易に取得できるツール開発および取得したデータの自治体におけ
る活用により災害復旧を迅速化・効率化。

概要

Before After

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

⚫ 災害復旧事務支援シ
ステムの構築

⚫ 同左（継続）

⚫ 最新のデジタル技術
を反映した手引きの
内容充実

⚫ 手引きの周知・活用
拡大

⚫ 災害復旧事務の電子
化に向けた検討

⚫ 被災規模自動計測
ツールの活用・改良

⚫デジタル技術を
活用した災害復
旧の実施方法を
確立し、災害復
旧のプロセス全
体の迅速化・効
率化、作業時の
安全性向上を実
現

◆ デジタル技術活用
の手引き（素案）
を自治体に発出

◆ 手引きのデジタル
技術を試行活用・
検証

従来の災害復旧

・被害の全容把握の遅れ（広域化・激甚化、危険箇所等）

・査定準備に多大な労力と時間（人海戦術、業者不足）

・再測量や再設計（二次元）など二度手間が発生

人海戦術による被災調査

横断図

平面図

二次元の設計図面
工程短縮・品質向上・コスト低減・安全向上

デジタル技術を活用した災害復旧

・迅速かつ安全に被災地形データを取得

・デジタル技術の活用による査定測量・設計・工事の迅速化

・災害復旧事業の各プロセスの効率化、全体最適化

三次元データ地すべり面

被害報告・
査定申請
等に活用

⚫ 災害復旧事業の迅速化に伴う
地域の安全性の早期向上

（管理者）
⚫ 調査等の現地作業時における

安全性向上
⚫ 査定測量・設計の迅速化
⚫ 災害申請・査定等事務手続き

の迅速化

⚫ 試行活用を踏まえ、
デジタル技術活用の
手引き（案）を作成

⚫ 被災規模自動計測
ツールの開発・試行

ドローン撮影・
スマートフォンによる測量
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

情報集約の高
度化により災
害対応の迅速
化

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-17 情報集約の高度化による災害対応の迅速化

⚫被害の概要を迅速に把握するため、防災ヘリの映像から、浸水範囲・
土砂崩壊部をＡＩを用いて自動抽出

⚫統合災害情報システム(DiMAPS)を用いて、被害・対応状況の集約の迅
速化を通じ、人的・物的資源の配置の最適化に貢献

概要

Before After

⚫ 浸水範囲等の迅速な把握
⚫ 被害・対応状況の迅速な

把握、TEC-FORCEなど
国交省の人的・物的資源
の最適配置の検討を支援

⚫ 人的・物的資源の最適配
置による二次災害の防止
及び復旧・復興段階への
早期移行

⚫ 浸水や土砂災
害等発生時に
おける情報集
約の迅速化に
よる、被害の
より深刻な地
域への迅速な
支援

整
備
局
等
、

事
務
所
・出
張
所

本

省

官
邸
・関
係
省
庁

・国
民
等

TEC-

FORCE

１日１回報告

情報集約に手作業を要するヘリ映像から浸水範囲
を把握することが困難

ヘリ映像

・被害全容を迅速に把握
することができない

浸水範囲や土砂崩壊部
の位置を推定するには、
土地勘やランドマーク等
の知識が必要

・情報集約に手作業を要するため、時々
刻々と変化する状況の反映が自動化さ
れない

※イメージ図

１
日
数
回
報
告

１
日
数
回
報
告

広範な
災害情報
（被災・対
応状況）

整備局等、
事務所・出張所

官
邸
・関
係
省
庁

・国
民
等

本

省

T
E

C
-F

O
R

C
E

随
時

活用

追加 活用

追加

活
用

追
加

随時随時

随
時

最適配置
等につい
て調整

最適配置等に
ついて調整

阿武隈川→

広範な状況の変化の自動反映浸水範囲等の自動推定

浸水エリア

土砂災害発生箇所

被災施設

AIにより
浸水範囲
等を自動
推定

・防災ヘリ映像からの推定情報が自動的
に反映されるため、被害・対応状況の把
握が支援されるほか、次期総合防災情報
システム（内閣府）をはじめとした他のシ
ステムとの自動連携等を強化し、TEC-
FORCEなど国交省の人的・物的資源の最
適配置に貢献

※イメージ図

⚫ 被害・対応状況を
より迅速に把握す
る技術の改良

（統合災害情報システム）

⚫ 同左（運用）

⚫ 被害・対応状況をよ
り迅速に把握する技
術の開発・実装

（統合災害情報システム）

⚫ 浸水範囲・土砂崩壊
部をAIを用いて自動
抽出（運用）

⚫ 被害・対応状況を
より迅速に把握す
る技術の開発

（統合災害情報システム）

◆ ヘリ映像自動解析
技術の試験運用
（実施済）

◆ 浸水範囲・土砂崩
壊部をAIを用いて
自動抽出（実施
済）

・被害の概要把握の迅速化
を支援

統合災害情報
システムの改良
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

早期運転再開
判断に向けた
鉄道沿線地震
動把握手法の
開発

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-18 早期運転再開判断に向けた鉄道沿線地震動把握手法の開発

⚫離散的（数十km間隔）に設置された地震計に加え、新たなセンシング
技術であるDAS※を鉄道沿線の既設光ファイバーケーブルへ適用し、
線路に沿った高密度（約5m間隔）な地震動分布を地震直後に把握する
ことで、地震発生後の点検の効率化・適正化を図り、早期の運転再開
を目指す。

概要

⚫ 実証実験
✓ 長期観測による記

録データの特性評
価

⚫ 同左（継続）

⚫ 実用化

⚫ 地震発生後の鉄道
の早期運転再開に
よる利便性の向上

（鉄道事業者）
⚫ 地震発生後の点検

業務の省力化及び
コスト削減

（令和８年度～）

⚫ 同左（継続）

⚫ 鉄道沿線地震動把握
手法の開発

✓ 理想的な環境下で
の観測地震動の応
答性評価

✓ 構造物による影響
評価

⚫地震発生後の点
検範囲の適正化
により点検業務
の効率化を図る
ことで、列車の
早期運転再開を
目指す。これに
より、利用者の
線路内の徒歩移
動の削減による
安全性の向上及
び安定輸送の実
現による利便性
の向上を実現

Before After

鉄道沿線でのDAS地震観測イメージ

駅間停止列車からの
乗客降車の状況
出典：日刊工業新聞

地震発生後の運転再開までに多大な時間を要する
○地震計による離散的な地震動分布を用いて連続
的な線路の点検判断を行うため、点検の必要が
無い区間も含まれる場合がある。

〇運転再開まで時間がかかることにより、乗客が線
路内を移動する場合があり、安全性が懸念。

地震動

地震計
地震計

実際の揺れ
の分布

判断に用いる値
（現状）

点検基準値

キロ程

新たなセンシング治術であるDASを鉄道沿線の既設光
ファイバーケーブルに適用
○線路に沿った高密度な地震動分布を地震直後に評価。
〇地震発生後の点検の効率化、点検範囲の適正化、及
び列車の早期運転再開を目指す。

地震計による地震動分布の把握

※ＤＡＳ(Distributed Acoustic Sensing)：ケーブル全体をセンサーとし、任意の場所でのひずみ時系列を測定する手法
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工程表 目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-19 港湾における災害情報収集等に関する対策

⚫衛星やドローン、カメラ等を活用して、港湾における災害関連情報の
収集・集積を高度化し、災害発生時における迅速な港湾機能の復旧等
の体制を構築する。

概要

⚫ 衛星画像を活用した
漂流物判別システム
等の開発

⚫ 得られた画像等を
「サイバーポート」
を通じて関係者間で
共有する体制を構築

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

⚫ ドローンや衛星で収
集した情報の解析手
法の高度化検討

⚫ ドローン操作に関す
る職員の技能向上

⚫ 津波・高潮等
災害発生時に
おける迅速な
被災状況の把
握、復旧体制
の構築による
被災後の早期
の物流機能確
保

◆ ドローンや衛星な
どのリモートセン
シング技術による
被災状況把握体制
の構築

Before After

• 津波・高潮警報等が発令された場合、2次災害防止等の観点
から発災直後に現地調査を実施することが困難

津波・高潮警報発令下等において被災状況等の把握が困難

応急措置、復旧作業、利用再開の遅延

• 災害時の迅速な復旧体制等の構築

津波警報解除後の
現地調査（陸上）

津波警報解除後の
現地調査（海上）

ドローン等を活用した災害関連情報等の収集・集積の高度化

上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

港湾における
災害情報収集
等に関する対
策

（管理者）
⚫ ドローン等を活用した災害関連情報の収

集・集積による災害時の迅速な復旧体制
の構築
（令和4年度～）

⚫ 被災後の早期の物流機能確保による国民
生活の維持・向上に貢献
（令和4年度～）
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

高精度な３次
元データを活
用した災害時
の技術支援

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-20 高精度な３次元データを活用した土砂災害対応の技術支援

⚫高精度な３次元データを活用した遠隔支援、高度な予測・解析により、
初動段階における対応方針決定から、警戒避難体制や応急対策工事の
検討までの迅速な技術支援を実現。

概要

Before After

⚫ 同左

⚫ 高度な予測・解析に
よる技術支援の実施

⚫ 同左

⚫ 同左

⚫ 遠隔支援、現地
調査と高度な予
測・解析を用い
て、初動段階に
おける対応方針
決定から、警戒
避難体制や応急
対策工事の検討
までの迅速な技
術支援を実現

◆ 遠隔による技術支
援

⚫ シミュレーション
予測・高度な解析
による技術支援の
試行

• 安全を確保しつつ、災害の全容を把
握するには時間を要する。

• 同時多発的に災害・事故が発生した
場合、技術者を要請された全ての現
場に派遣できない可能性大

現地調査による技術支援

（管理者）
⚫ ２次災害を防止した上での技術支援が可能

（令和４年度～）

⚫ 広域的災害においても、効率的かつ迅速な技術支援を実施
（令和４年度～）

⚫ 高度な予測・解析による技術支援が可能
（令和７年度～）

遠隔支援と高度な予測・解析を加えた技術支援

• 現地状況を高精度な3次元データで迅速に把握し、対応
方針が定まっていない初動段階から、遠隔による専門的
助言や関係者間の協議を可能にする

• 現地調査と3次元モデルを活用したシミュレーション予
測や高度な解析等に基づき、警戒避難体制や応急対策工
事を検討

• 施設等管理者に対して遠隔支援と高度な予測・解析を活
用して対策への助言を行い、迅速な対応を支援

（土砂管理研究グループ）
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（施工者）

⚫ 3次元点群データを活用した出来形管理により測定作業の効率化を実現

⚫ 自動帳票作成により業務効率化を実現

⚫ 高所での計測作業等が減ることで、職員や業界の安全性や作業環境の改善
を実現

上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

工事書類のデ
ジタル化に向
けた検討

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-21 ＩＣＴを活用した出来形管理による工事書類のデジタル化

29

Before After

・人がロッドやリボンテープにより測定
・測定には足場等が必要になる

スケール等を使用した測定

・構造物をTLSやUAVで測定
・３次元点群データを活用し、出来形管理

ICTを活用した測定

⚫構造物の出来形確認は、これまで、現地で直接計測し、確認を行って
いたが、令和６年度までに３次元点群データなどのICTを活用した測定
方法の実施要領を策定し、効率化を図る。

概要

⚫建設生産プロセ
スにおけるICT
を活用した出来
形管理により、
関連帳票をはじ
めとする工事書
類の作成業務の
軽減、職員・作
業員の安全性や
作業環境の改善
を実現

◆ ICT構造物工
（橋脚・橋台・橋梁

上部工・基礎工）
現場検証
試行
実施要領策定

【期待される効果】
・ICT活用による現場作業の省力化・効率化
・ 〃 現場の安全性の向上 など

ＩＣＴの全面的な活用
https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html

⚫ ICTプラットフォーム
との連携

✓ 出来形情報の試行の
拡大

⚫ ICTプラットフォーム
との連携

✓ 出来形情報の試行

⚫ ICTプラットフォーム
との連携

✓ 出来形情報のシステ
ム開発

✓ 運用開始

69

https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html


上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

電子入札シス
テムの改良

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-22 電子入札システムの改良

⚫入札参加申請（技術者情報・技術提案書等）におけるPDFによるやり
取りを廃止し、応札者が直接データ入力可能なシステムとすることで
入札契約手続きの効率化を図る。

⚫電子入札システムをクラウド上に整備することで、より高いセキュリ
ティ等の実現を図る。

概要

Before After

国土交通省電子入札システム
https://www.e-bisc.go.jp/

⚫ システム運用

⚫ 導入状況のフォロー
アップ

⚫ 電子入札システムへ直接データ入力することにより、応札者に
よる申請書類のPDF登録作業や、発注者による印刷の必要が
なくなり、効率的なシステム作業が可能となる。

⚫ 入力されたデータや審査結果は、発注者内部のデータベースに
蓄積され、契約管理やデータ分析等に有効活用可能。

⚫ 詳細設計

⚫ システム構築

⚫電子入札システ
ムの業務効率
化・生産性向上
を実現

◆ 基本検討
✓ クラウド化、機能

要件の検討

電子入札
システム

入札参加申請

・技術者情報
・技術提案書

申請書類審査

応札者 発注者

・応札者は申請データを作成しＰＤＦでシステム登録

・発注者は登録されたＰＤＦを印刷し審査

電子入札
システム

入札参加申請
・技術者情報
・技術提案書

応札者
ＰＤＦ

申請書類審査

発注者
データ入力 データで審査

・応札者は申請データを電子入札システムにデータ入力

・発注者は電子入札システムの入力データで審査

←申請書類のPDF登録作業や印刷の必要がなく効率的に作業可能

←データ提出のため申請内容の集計・分析等の有効活用が可能

ＰＤＦ

⚫ 動作検証
✓ 機能確認、動作検

証、課題と対応策
の検討
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表 目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

⚫ 建設業許可・経営事項審査について、令和５年１月に電子申請システムの運用を開
始。

⚫ 建設関連業者登録について、現行のシステムを更改し、令和４年度11月に電子申
請を開始。

⚫ 他機関のシステムとのバックヤード連携や、既に提出した情報のプレプリント機能、

エラー表示機能等を実装し、申請手続・審査の負担軽減を最大限実現。

概要

Before After

建設業許可・経営事項審査電子申請システム
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/

tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00019.html

◆ 建設業許可・経営事
項審査申請手続の電
子化

✓ 運営協議会の開催
✓ 電子申請・閲覧シス

テムの運用（継続）
✓ 連携対象システムの

拡大
✓ 課題整理･逐次改善

◆ 建設関連業者登録申
請手続の電子化

✓ システムの運用（継
続）

✓ 連携対象システムの
拡大

✓ 課題整理･逐次改善

⚫ 同左

✓ 同左
✓ 同左（継続）

✓ 連携対象システムの
更なる検討・拡大

✓ 同左

⚫ 同左

✓ 同左（継続）

✓ 同左

✓ 同左

2-23 建設業許可等申請手続きの電子化による行政手続きの効率化

〇建設業許可等の申請・確認書類は、数が多く申請者・許
可行政庁双方にとって負担が大きい状況。

〇建設業者の規模によっても異なるが、段ボール数箱分とな
ることもある。

資本金140億円、従業員3,000人程度
のゼネコンの経営事項審査申請・確認書

類（赤枠３箱で１社分）

審査終了後の書類の一部

国税庁
システム

作成・申請

建設業許可等
申請手続の電
子化による行
政手続きの効
率化

⚫建設業許可・経
営事項審査、建
設関連業者登録
における申請書
類の簡素化、ワ
ンスオンリーの
徹底等を行い、
行政手続コスト
の更なる削減を
実現

⚫当該システムを
通じて電子申請
されたデータを
他分野において
利活用

⚫ 同左

✓ 同左
✓ 同左（継続）

✓ 同左

✓ 同左

⚫ 同左

✓ 同左（継続）

✓ 同左

✓ 同左

（申請者・許可行政庁）
⚫ 電子申請システム運用による行政手続きコストの削減

（閲覧者・許可行政庁）
⚫ 建設業許可情報を電子上で閲覧できるようにすることにより、

各行政庁の閲覧所に出向く必要がなくなり、利便性が向上

・バックヤード連携による確認で添付書類を不要化
・過去の申請内容の自動入力
・エラー表示機能 等

法務省
システム

他システム

建設業許可・経営事項
審査電子申請システム
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

河川の利用等
に関する手続
きのデジタル
化による国民
の利便性向上

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-24 河川の利用等に関する手続きのデジタル化による国民の利便性向上

⚫河川利用者のニーズに合った行政サービスを実現するため、河川の流水
の占用、河川区域内の土地の占用、土石等の採取、工作物の新築等、
河川の利用等に関わる一連の行政手続きをオンライン上で一元的に処理。

概要

⚫ オンライン申請システ
ムの運用開始

⚫ オンライン申請システ
ムで運用可能な手続の
拡大等

⚫ オンライン申請シス
テムの利用促進

⚫ オンライン申請シス
テムの改良、利便性
の向上

⚫ オンライン申請シ
ステムの改良、利
用促進による更な
る利便性の向上

⚫河川の利用等に
関する手続きの
デジタル化を促
進することで、
移動コストの削
減や書類作成の
負荷を軽減する
などし、国民の
利便性を向上

◆ 電子メールによる申請

受付を実施（実施済）

書面による申請手続き
（河川の流水の占用、河川区域内の土地の占用、
土石等の採取、工作物の新築等）

• 河川事務所、出張所まで出向く必要
• 申請可能時間は勤務時間内に限定

申請手続きのデジタル化により、
河川の利用等に関する手続きの利便性向上
• 河川事務所、出張所へ申請に出向く手間を削減
• 24時間365日申請可能
• 申請から許可取得までの一連の行政手続きを
オンライン上で一元的に処理

0
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H
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R
1

（件） ●許可件数（河川法第23～26条）

申
請
書 年間約25,000件の手続きを処理

Before After

流域治水ケタ違いDXプロジェクト
※デジタル技術や新技術を活用し、防災・減災対策の質や生産性を飛躍的に向上させる取組

https://www.mlit.go.jp/river/gijutsu/ketachigaiDX/index.html

⚫ 電子メールによる申請
が可能
（令和3年度～）

⚫ 国管理河川においてオ
ンライン申請システム
による申請が可能
（令和５年度末までに
開始予定）

⚫ オンライン申請システ
ムによる申請可能な手
続拡大等による利便性
向上

⚫ オンライン申請シス
テムの利用促進

⚫ オンライン申請シス
テムの改良、利便性
の向上

⚫ オンライン申請シ
ステムの改良、利
用促進による更な
る利便性の向上
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新システムにより通行可能な経路を即時回答

S

G

※ 主経路、代替経路及び渡り線については、実際には通行条
件に応じた色で表示されます

G
主経路

代替経路

渡り線

主経路

代替経路

渡り線

渡り線

代替経路
主経路

⚫道路利用者等の生産性向上のため、道路空間に関わる行政手続きの効
率化・即時処理を実現。

⚫特殊車両の新たな通行制度（即時処理）を令和４年４月１日から実用
化。道路占用許可や特定車両停留施設の停留許可手続きについても、
デジタル化・スマート化を推進。

概要

2-25 物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度等

物流生産性の
向上のための
特殊車両の
新たな通行制
度等

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

⚫ ETC2.0を搭載した車両の特殊車両通行確認の
オンライン申請・即時処理を開始（令和4年4月～）

✓ 新システムの高度化による利便性向上
✓道路構造等の電子データ化による適用路線拡大

（管理者）
⚫ デジタル化による行政手続きの効率化

（令和4年4月～）

⚫デジタル化の推
進による新たな
特殊車両通行制
度の導入により、
特殊車両通行手
続きの効率化、
迅速化を図り物
流生産性を向上

⚫デジタル化の推
進により、道路
利用に係る行政
手続きの迅速化
を図り、社会経
済活動の生産性
を向上

◆ 特殊車両の新たな通
行制度（即時処理）
を運用開始

✓ 新システムの高度化
✓ 道路構造等の情報の

電子データ化

◆ 同左（継続）

✓ 新システムの高度化
✓ 道路構造等の情報の電

子データ化（概成）

◆ 同左（継続）

✓ 新システムの高度化
✓ 道路構造等の情報の

電子データ化

Before After
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▲取締回数と取締１回当たりの違反件数（4月～5月）

▲取締基地における取締り（現地および人手で実施）

▲許可件数推移（4月～5月）

▲自動重量計測装置 ▲ETC2.0

重量を遠隔
で確認

連
携 経路を遠隔で確認

連
携

▲審査日数の推移（現在も1か月程度必要）

特殊車両の通行許可手続きには約１か月程度必要
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（H30.1）

R3

上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

特殊車両通行確認制度が運用開始

https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001547.html

主経路

渡り線
代替経路

⚫ 特定車両停留施
設の停留許可の
オンライン申
請・許可取得等
開始

◆ 道路占用物件の位置情
報のデジタル化

✓ システム構築
✓ 実証の実施

◆ 同左（継続）

✓ 実証の実施・とりま
とめ

◆ 同左（継続）

✓ 本格運用開始

⚫ 道路占用物件の位置情報のデジタル化
✓ 事業者の調整の円滑化
✓ 埋設物工事に係る事故防止 など

◆ 特定車両停留施設の
停留許可手続きのオ
ンライン化

✓ システム開発

◆ 同左（継続）

✓ 本番環境での試行

◆ 同左（継続）

✓ 本格運用開始
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

道路台帳の電
子閲覧に向け
た環境の整備

目指す姿

2-26 道路台帳の電子閲覧

●道路台帳は、「調書」と「図面」で組成され路線ごとに調製。
●道路台帳のデジタル化を進め、ホームページ上で閲覧できる環境を整

備する。

概要

・直轄国道の道路台帳の閲覧に
あたっては、地方整備局等の
事務所を訪問する必要。
・紙での管理・整理。

Before

・ホームページ上で直轄国道の道路台帳を
閲覧できる環境を整備・・・
・地方整備局等の事務所へ閲覧に行く手間
を削減
・24時間365日閲覧が可能

After

⚫ 直轄国道の道路台
帳が、場所・時間
を問わずホーム
ページ上で閲覧が
可能となる

⚫直轄国道の道路
台帳をホーム
ページ上で閲覧
可能な環境を整
備することによ
り、閲覧希望者
の情報アクセス
性の向上を図る
とともに、道路
管理者の窓口負
担を軽減。

これまで～令和５年度 令和６年度 令和７～８年度

◆ 実態把握（道路台
帳の管理状況等）
（実施済）

⚫ 環境整備
・道路台帳の閲覧用

コンテンツの作成
・掲載内容の確認

⚫ 道路台帳のホーム
ページへの掲載

（道路基盤地図情報
の公開システムと連
携）

⚫ 直轄国道以外の道路
管理者への情報提供
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

地方自治体に
おけるインフ
ラメンテナン
スの新技術導
入支援

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-27 地方自治体におけるインフラメンテナンスの新技術導入支援

⚫インフラメンテナンスにおいて、専門家によるハンズオン支援等を通
じ、新技術が積極的に活用されるような環境整備を実施し、地方自治
体における新技術導入を促進。

概要

⚫ 専門家によるハンズ
オン支援体制の検
討・構築・試行

⚫ マニュアル等の支援
ツールの作成を通じ
たハンズオン支援の
標準化

（自治体）
⚫ 新技術の導入によ

るインフラメンテ
ナンスの高度化・
効率化

（自治体）
⚫ 新技術の導入によ

るインフラメンテ
ナンスの高度化・
効率化

（研究・開発者）
⚫ 新技術の活用環境

が整うことにより、
開発した技術の実
装を促進

⚫ 支援体制の試行及び
試行結果を踏まえた
支援体制の改善

⚫インフラメンテ
ナンスにおいて、
新技術が積極的
に活用されるよ
うな環境整備を
実施し、地方自
治体における新
技術導入を促進

◆ 「インフラ維持管理
における新技術導入
の手引き（案）
～新技術導入は難し
くない～」の策定
（実施済）

Before After

《インフラの点検・診断などの
業務で、ロボットやセンサー
等の新技術等を導入して
いる施設管理者の割合》

専門家によるハンズオン支援等を通じ、地方自治
体の新技術導入・技術者育成を促進。

地方自治体におけるインフラメンテナンスの現状
・点検・診断などの業務で新技術等を導入している
施設管理者の割合は約5割
・市町村における技術系職員数は5人以下が約5割
・発注に係る知識を有する技術者不足が障壁となり、
新技術の導入が進んでいない

《市町村における技術系職員数》
※１：地方公共団体定員管理調査結果より国土交通省作

成。なお、一般行政部門の職員を集計の対象としてい
る。また市町村としているが、特別区を含む。

※２：技術系職員は土木技師、建築技師として定義。

《新技術イメージ》
ドローンにより写真を撮影し
画像から損傷を確認する技術

（自治体）
⚫ 新技術の導入によ

るインフラメンテ
ナンスの高度化・
効率化

75



上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

河川、砂防、
海岸分野にお
ける施設維持
管理・操作の
高度化・効率
化（砂防）

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-28 河川、砂防、海岸分野における施設維持管理・操作の高度化・効率化（砂防）

⚫ UAV目視外自律飛行（レベル３飛行等）技術を活用し、点検箇所まで
のアクセス時間の軽減や点検作業に係る安全性を向上するとともに、
取得した3次元データを用いて現状把握や状況分析を高度化することに
より、砂防施設点検に係る作業効率性の向上を図る。

概要

Before After

⚫ UAV目視外自律
飛行（レベル３
飛行等）技術を
活用により平時
の砂防施設の維
持管理の効率
化・高度化

人力による砂防施設点検

砂防関係施設は狭隘な山間部に位置していることが多く、危険
な現場条件下での点検作業であるため、安全性や作業効率の
低さに課題がある。

人力による点検作業

点検者

UAV目視外自律飛行による砂防施設点検

UAV目視外自律飛行技術の活用を図り、点検箇所までのアクセス時間の軽減、人力
によらない点検作業への置き換え、取得した3次元データを用いて現状把握や状況分
析を高度化することで、点検作業の安全性、生産性の向上を図る。

UAV

UAVによる点検作業

UAV の自律飛行による砂防関係施設の自動巡視・点検に関する手引き
https://www.kkr.mlit.go.jp/kiisankei/center/img/uav_guidance02.pdf

流域治水ケタ違いDXプロジェクト
※デジタル技術や新技術を活用し、防災・減災対策の質や生産性を飛躍的に向上させる取組

https://www.mlit.go.jp/river/gijutsu/ketachigaiDX/index.html

⚫ UAVレベル3自律飛
行による砂防施設点
検ルート検討、基礎
データ等の取得

⚫ 同左（継続）

⚫ UAVレベル3自律飛
行による砂防施設点
検の試行・検証

⚫ 携帯電話通信圏外箇
所でのUAVレベル３
飛行の試行・検証

⚫ 同左（継続）

⚫ UAVレベル3自律飛
行による砂防施設点
検の試行・検証、実
装

⚫ 携帯電話通信圏外箇
所でのUAVレベル３
飛行の試行・検証

流域治水ケタ違い
DXプロジェクト

【１ケタ】
（施設点検に要する
日数1日→0.5日）

（管理者）
⚫ 砂防施設点検の効

率化及び分析の高
度化を図ることで、
点検に係る生産性
が向上
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

タブレット等
を活用したダ
ムの巡視・点
検

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-29 タブレット等を活用したダムの巡視・点検

⚫タブレット等端末やデータプラットフォームを活用したダムの巡視・
点検を推進し、ダム建設段階から管理における巡視・点検の高度化・
効率化を実現。

概要

Before After

⚫ ダム巡視・点検記入
項目の統一化に向け
た基本整理

⚫ タブレット等端末の
記録項目検討
・点検・登録項目の
検討 等

⚫ タブレット等端末
を活用したダム巡
視・点検システム
整備
・システム構築
・試行、導入

（業務・建設の効率化）
⚫ ダム事業監理・ダム管理に関する業務の効率性、安全性、

持続可能性が高まる

（インフラ機能の高度化）
⚫ ダムの安全性、持続可能性が高まる

⚫ タブレット等端末の
仕様設計
・データプラット
フォームの連携
・システム構築
・試行 等

⚫国土交通省の働
き方を変革する

⚫建設業の働き方
を変革する

⚫社会資本や公共
サービスを変革
する

⚫あらゆる関係者
が協働する流域
治水を実現する

⚫安全・安心で豊
かな生活（ＱＯ
Ｌの向上）を実
現する

◆ 先行事例収集（実
施済）

手書き

・ダムの異常発生前後の定量的な比較や過
去の点検経過の確認に時間を要する。

・建設の各段階（計画・設計・施工・試験
湛水等）で作成・記録したデータを統一
的に整理できておらず、蓄積データを十
分に活用しきれていない。

・点検と同時にデータベースに登録することで、点検時・点検後
のとりまとめ作業を省力化。

・ダムで観測しているデータ（堤体計測値等）を瞬時にデータベー
ス化や変状の見える化。

・建設時からのデータを引き継ぐことで、変状箇所の地盤条件、
施工管理記録と照合でき、速やかな原因分析が可能。

・ダムの巡視・点検では、手書きの点検記
録を蓄積・保存

・タブレット等端末を活用した巡視・点検
→ダム管理の計画的かつ高度な維持管理を実現

ダムの巡視・点検結果の事例

タブレットを活用した点検状況

観測データのデータベース・見える化
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

2-30 河川、砂防、海岸分野における施設維持管理・操作の高度化・効率化（河川）

⚫排水機場、水門、樋門・樋管の遠隔監視・操作化の実施により、緊急
時においても排水作業が可能な体制を確保

⚫三次元データを活用した面的な地形状況の把握による維持管理の実施
⚫ドローンや画像解析技術を活用した河川巡視手法の構築や除草作業の

自動化による現場作業の効率化・省人化

概要

・現地で施設操作する必要があり、大規模出水時には操作ができない可能性。
・従来の縦横断測量は２００ｍピッチで人が踏査していたため、現地作業に時
間を要するとともに、取得したデータは地点ごとの線データ。
・広大な範囲の巡視に時間・労力を要し、進入が困難な場所での巡視員の安
全確保も課題。
・広大な範囲の除草作業に時間・労力を要し、作業員の高齢化による人手不
足や作業の安全確保も課題。

人が現地で作業（目視点検、操作、計測、巡視、除草）

・遠隔監視・操作化により、
緊急時においても排水作業が可能

河川管理施設の遠隔監視・操作化
三次元点群データの
活用による河川管理

現地で施設の操作

２００ｍピッチで人が踏査、計測
・三次元点群データ
を可視化し、現状把
握や状況分析、対
策検討＜三次元河川管内図イメージ＞

・航空機等を用いた
点群測量により、現
地作業の効率化、
調査・分析の高度化

（排水機場の遠隔化イメージ）

Before After

河川管理用三次元データ活用マニュアル 防災・減災、国土強靱化のための
５か年加速化対策 各対策毎の概要

⚫排水機場等の遠
隔化や除草作業
の自動化、三次
元データ・画像
解析技術等のデ
ジタル技術を活
用した維持管理
の高度化・効率
化

⚫ 遠隔監視・操作化のガイ
ドライン策定

⚫ 排水機場等の遠隔監視・
操作化を推進

⚫ 航空機等を用いた河川の
点群データ取得

⚫ 三次元河川管内図を整
備・活用し維持管理の高
度化、効率化を推進

⚫ ドローンや画像解析技術
を活用した河川巡視ツー
ルの構築

⚫ 除草作業の自動化の実証
試験を実施

⚫ 除草作業の自動化の運用
を順次開始

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

⚫ ドローンや画像解析技
術を活用した河川巡視
ツールの構築、運用

⚫ 同左（継続）

河川、砂防、
海岸分野にお
ける施設維持
管理・操作の
高度化・効率
化
（河川）

（管理者）
⚫ 排水機場等の遠隔監視・操作化によ

り施設操作員の安全性向上を実現
⚫ 三次元点群データの活用により維持

管理の効率化、分析の高度化を実現
⚫ 除草作業の自動化により現場作業の

効率化、省人化を実現

⚫ 排水機場等の遠隔監視・操作化により排水作業の確実性を向上し、
地域の治水安全度を向上

広大な範囲を目視で巡視

ドローンや画像解析技術を
活用した河川巡視

・河川巡視を高度化、効率化、省力化し、
安全性を向上

https://www.cas.go.jp/jp/seisak

u/kokudo_kyoujinka/5kanenkas

okuka/pdf/kakutaisaku4.pdf

https://www.mlit.go.jp/rive

r/shishin_guideline/kasen

/pdf/3jigen_manual.pdf

広大な範囲を除草

除草作業の自動化

・除草機械の操作の自動化により、現場
作業を効率化・省人化し、安全性を向上

（管理者）
⚫ ドローンや画像解析

技術の活用により河
川巡視の高度化、効
率化、省力化、安全
性の向上を実現

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

河川、砂防、
海岸分野にお
ける施設維持
管理・操作の
高度化・効率
化（海岸）

目指す姿令和７～８年度令和６年度令和５年度（現在）

2-31 河川、砂防、海岸分野における施設維持管理・操作の高度化・効率化（海岸）

⚫衛星画像を活用した海岸線モニタリング技術を実用化し、全国の海岸
の長期的なモニタリングに向けた運用を開始する。

概要

Before After

■衛星画像を活用した海岸線の抽出事例■人力等による海岸線測量の状況

※複数の同アングルの衛星画像から
海岸線を抽出し、１枚に重ね合わせたもの

・時間、費用がかかり、

広域、高頻度に測量できない

・衛星画像を活用することで広域、高頻度の観測が可能

・深層学習による画像解析により、コスト削減が可能

（管理者）
⚫海岸侵食の兆候

をいち早く把握
することで、必
要な対策の早期
着手を実現

⚫「予測を重視し
た順応的砂浜管
理」を実施する
ことで、砂浜の
もつ消波機能の
維持や砂浜の利
活用を促進

⚫衛星画像を活用
した海岸線モニ
タリング技術の
開発・実用化

⚫衛星画像を活用
した海岸線モニ
タリング技術の
運用

⚫同左
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

AI・ICTの導
入による道路
巡視・舗装点
検の効率化・
高度化

目指す姿

2-32 AI・ ICTの導入による道路巡視・舗装点検の効率化・高度化

⚫人による目視を基本に異常・変状を確認・把握している道路巡視およ
び舗装点検について、AI・ICTの導入により、現地確認、資料作成等
の効率化・高度化を図る。

概要

Before After

道路に関する新技術の活用
http://www.mlit.go.jp/road/tech/index.html

⚫ AI・ ICTの導入
✓ 導入促進機関の選

定(R4～R6)
✓ 舗装点検、道路巡

視の支援技術の公
募、実証実験

✓ 性能カタログの公
表

✓ 国発注の舗装点検
業務において性能
カタログからの採
用を原則化(R5～)

⚫ 同左（継続）
✓舗装点検業務の点検
結果データ等の集
計・とりまとめ・蓄
積
✓コスト縮減効果の検
証

（管理者）
⚫ 異常事象の見落とし等のヒューマン

エラー防止（令和5年度～）
（施工者）
⚫ 舗装点検、道路巡視の効率化・省人

化（令和5年度～）
（利用者）
⚫ 異常事象の早期発見・早期処理によ

る安全性の向上（令和5年度～）

⚫ 同左（継続）
✓ 舗装点検、道路巡

視の支援技術の公
募、実証実験

✓ 性能カタログの拡
充

⚫ AI・ICTの導入
により道路の維
持管理を効率
化・高度化

⚫舗装の修繕・更
新を「予防保全
型」へ転換

パト車での道路巡視時に人が目視で
道路の異常・変状を確認・把握

①舗装点検の現地確認は徒歩（道路脇）での目視確認が基本
②膨大で煩雑な舗装点検結果の集計・とりまとめ作業

パト車にカメラ・携帯電話等を搭載し、
AI・ICTによる自動解析で、情報収集・
状況把握を効率化・高度化

①道路の異常・変状を人が目視確認
（ポットホール、道路附属物の異常・変状、建築限界 等）

人力による道路巡視や舗装点検

①目視では見落としやすい変状の確実な把握
②経年的に徐々に悪化していく事象の早期発見（ポットホール等）
③巡視と併せて、舗装損傷状況の調査も実施（低コスト化）

道路巡視や舗装点検収集データの自動
集計による資料作成等の効率化、省人化

標識が街路樹
に隠れている

２名乗車し
目視で確認

舗装現地点検
は目視が基本

蓄積データの可視化収集データの自動集計

令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

舗装の長寿命化を
図り予防保全を実
現

xROADを活
用した次世代
舗装マネジメ
ント

目指す姿令和６年度～これまで～令和５年度

2-33 xROADを活用した次世代の舗装マネジメント

⚫舗装の長寿命化を図り予防保全を実現のため、点検結果に基づく適切
な診断によりLCCを考慮した修繕を実施。

⚫点検、計画、設計、施工から品質管理までのあらゆる場面でデジタル
技術を活用し、効率的な舗装マネジメントを実施。

概要

Before After

◆全国施設点検データ

ベース構築・データ入

力

◆舗装の定期点検におけ

る点検支援技術活用の

原則化

（事業者）

⚫ データの見える化による

予防保全型メンテナンス

への移行

⚫ 見える化アプリの開発（継続）

【点検・診断】

・表層の状態が目視
で点検
・修繕段階にあると判
定されたⅢ-1とⅢ-2

の違いを簡易的な方
法で判断

【マネジメント】
・Ⅲ判定をターゲット
に修繕を行ってきて
いるが、予防保全段
階に至っていない
・データに基づく劣化
要因等の分析が不
十分

AI・ICTを活用した舗装点検技術の例
移動式たわみ

測定装置

【効率的な点検、調査】

【データによる舗装マネジメントの最適化】

舗装状態や修繕履歴等の見える化
要調査箇所の抽出、調査の実施

FWDによる健全度診断

データに基づく修
繕箇所・優先順位
の精緻化、予算配
分の最適化

（土木研究所において開発予定）

⚫ 見える化アプリの開発

※ 当面は、直轄国道において実施

⚫ 舗装点検における点検支援技術活用（継続）

⚫ 舗装点検結果のデータベース入力（継続）
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パト車での道路巡視時に映像を取得し、
位置情報と併せて現地状況を確認

事象を受けてその都度現地確認

・現場に状況確認を依頼し、それを受けて現地確認することか
時間を要する

出張所から現場に移動 現地状況を目視確認

現地状況を撮影記録、関係者に報告

・現地に行かずに、前日等の現地状況の迅速な把握が可能
・必要とする関係者が現場に確認することなく現地状況確認が可能

①パト車での巡回を活用し映像取得

位置情報

②取得映像をクラウドザーバーへ保存

③現場へ確認依頼
することなく状況
を確認

アクセス
閲 覧

道路画像・動画

・緊急事象などの映像の共有が不可
・画像の蓄積ができず、瑕疵などの事実確認が不可
・点検員の作業が多く、ヒューマンエラーが発生しやすい

・緊急事象などの映像を共有でき、関係者への配信が可能
・画像が蓄積でき、瑕疵などの事実確認が可能
・位置等のメモをとる必要がなく、点検員の負担軽減。

上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

パトロール車
の車載カメラ
映像の共有化

目指す姿

2-34 パトロール車の車載カメラ映像の共有化

⚫パトロールカーによる道路巡視時にカメラを搭載し映像を取得し、過
去の映像も含め、位置情報と併せて検索・閲覧できる技術を活用する
ことで、労働生産性の改善と向上を図る。

概要

Before After

BIM/CIM・DX推進道路WG（関東地方整備局）
https://www.ktr.mlit.go.jp/dx_icon/iconst_00005.html

⚫ 関東地整
✓ 6事務所で6技術の

検討・現場検証
✓ 東京国道事務所で

閲覧システム導入
✓ 特に実用性の高い

技術について、全
国展開に向けた導
入マニュアル・仕
様案の作成

⚫ 九州地整
✓ 13事務所でパト車

へのカメラ・配信
システム搭載およ
び閲覧システムを
導入

⚫ 同左（継続）
✓ 導入マニュアル・

仕様案の適宜見直
し

⚫ 対象を全国の事務所
に順次拡大（パト車
へのカメラ・配信シ
ステム搭載および閲
覧システムの導入）

⚫技術の導入によ
り道路の点検・
維持管理を高度
化・効率化

（管理者）
⚫ 蓄積画像の閲覧による日常業務の効率化
⚫ 管理瑕疵など確認行為の高度化

（施工者）
⚫ 道路巡回の省人化・効率化
⚫ 異常事象の見落とし等のヒューマンエ

ラー防止

九州インフラDX推進室（九州地方整備局）
www.qsr.mlit.go.jp/infradx/index.html

令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

⚫ 同左（継続）
✓ 導入マニュアル・

仕様案の適宜見直
し

⚫ 対象を全国の事務所
に順次拡大（パト車
へのカメラ・配信シ
ステム搭載および閲
覧システムの導入）
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

３次元点群
データを用い
た鉄道施設点
検システムの
開発

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-35 3次元点群データを用いた鉄道施設点検システムの開発

⚫トンネル等の鉄道施設の保守点検は巡視により行われているが、計測
車両等に搭載したレーザーから取得される３次元点群データの活用に
より、トンネル等における変状検出や異常箇所の早期発見等を可能と
するシステムを開発し、効率的な保守点検を目指す。

概要

⚫ 実用化
✓ 低コスト化
✓ 地方鉄道を含む鉄

道事業者への展開

⚫ 同左（継続）
✓ 同左（継続）

⚫ 地方鉄道維持による利便性の確保

（鉄道事業者）
⚫ 夜間作業の効率化に伴う保守作業員の働き方改革
⚫ 鉄道施設等の効率的な維持管理

（令和５年度～）

⚫ 同左（継続）
✓ 同左（継続）

⚫鉄道施設の保守
点検の省力化・
効率化に資する
新技術の導入に
より、保守作業
員の働き方改革
を図るとともに、
点検の機械化に
よる制度を向上
（バラつきの解
消）

◆ 実証実験（実施済）
✓ レーザーによるトン

ネル覆工面のひび割
れの検出に係る試験

✓ 簡易な３次元点群
データ計測機器を活
用した施設管理手法
の開発

Before

巡視による保守点検
○列車運行の合間や列車運行のない夜間など、時間
的制約がある中で実施。

トンネル内の目視点検・打音調査の様子 ３次元点群データによる変状の検出例

レーザースキャナー

After

レーザーから取得される３次元点群データの活用
○夜間はデータ取得に専念し、日中は取得したデータ
の確認を行うなど、時間的制約がある中で保守点検
を効率化。

データ計測車両

※道路用のデータ計測車両を鉄道台車に搭載し、けん引

データ
処理
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

NORTH-AI/Eye
～官学連携し
たAIの活用に
よるインフラ管
理のイノベー
ション～

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

2-36 NORTH-AI/Eye ～官学連携したAIの活用によるインフラ管理のイノベーション～

⚫ 積雪寒冷環境下かつ国土の約22％を占める北海道において、北海道開発局は、長
大な河川管理延長（約1,900km）・道路管理延長（約6,900km）のインフラ管理
を担っており、点検作業の効率化等に課題。このため、DXの推進や先端AI研究に
取り組む情報科学とインフラ管理の連携を進めることについて、北海道大学大学院
情報科学研究院と連携協定を締結し、官学連携したAIの活用によるインフラ管理の
イノベーション【NORTH-AI/Eye】を推進。

⚫ 車載カメラやドローンにより撮影した画像をAIを用いて解析し、施設の劣化や変状
の診断、評価を行い、点検業務を効率化、高度化。

概要

Before After
・膨大にある河川管理施設及び道路施設
の変状の監視や劣化の点検を、人力による
近接目視等で実施

・車載カメラやドローンにより撮影した画像をAIを用いて解析し、施設の劣化や変状

の診断、評価を行い、点検業務を効率化、高度化。

（管理者）
⚫ 河川管理施設及び道路施設の変状、劣化の自動検知による河川巡視や点検作業

の高度化・効率化
⚫ 河川管理施設の機能維持による治水安全度の確保に寄与
⚫ 点検結果データの集約・管理及び共通プラットフォームの構築
⚫ 点検作業の高度化により、万が一倒壊すると大きな被害をもたらす道路附属物

を迅速に検知が可能

（受注者）
⚫ 河川管理施設及び道路施設の変状、劣化の自動検知による河川巡視や点検作業

の高度化・効率化
⚫ 点検作業の生産性・効率性の向上により、作業及び通行規制の時間を大幅に短

縮
⚫ 技術者へのフィードバックにより、損傷評価・診断の判断の均一性が向上

矢羽根点検

ドローン撮影の様子 データ提供：北大情報科学研究院 長谷山･小川研究室

ダム監査廊点検

自動検知の様子

⚫ インフラ管理の効率化
などの地域課題をデー
タサイエンスやＡＩな
どの情報科学とインフ
ラ管理という異分野と
のイノベーションに
よって解決することで、
今後の展開が可能

⚫ 河川管理施設等の状況
を効率的に撮影した画
像をAIを活用して解析
することにより点検作
業の高度化、効率化

⚫ 河川管理施設の効率的
な機能維持による治水
安全度の確保

⚫ 点検作業の高度化によ
り道路附属物の損傷を
迅速に検知が可能。

⚫ 点検作業の生産性・効
率性の向上により作業
及び通行止め時間を大
幅に短縮。

⚫ 損傷評価・診断の判断
の均一性が向上

⚫ 将来的には、自治体な
どの河川及び道路管理
者への普及を図る

⚫ 河岸侵食検知システム
の構築（全道で試行運
用実施）

⚫ 堤防点検、樋門点検の
既存の自動検知技術の
評価

⚫ UAVによるダム監査廊
点検の飛行技術の検証

⚫ 堤防点検、樋門点検の
自動検知システムの試
行・検証

⚫ 不法投棄検知システム
の試行・検証

⚫ UAVによるダム監査路
内の飛行映像のAI解析
技術の検証

⚫ 河岸侵食検知システ
ムの事例収集・蓄
積・検証

⚫ 堤防点検（天端舗装
の亀裂判断）システ
ムの構築

⚫ 不法投棄検知システ
ムの構築

◆ 北海道大学と北海道
開発局の相互の研究･
技術開発及び人材育
成の推進に係る連携
協定を締結（実施
済）

⚫ 道路附属物診断AIプロ
グラムの開発

⚫ 道路附属物点検ドロー
ンによる試行動画撮影

⚫ 道路附属物診断AIプ
ログラムの高度化

⚫ 道路附属物点検のた
めのドローンの開発
(自動化)

⚫ データベースの仕様
検討

⚫ 道路附属物診断AIプロ
グラムの試行

⚫ 道路附属物点検のため
のドローンの高度化

⚫ データベースの試行運
用
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

施設の維持管
理及び行政事
務データの管
理効率化に関
する調査

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度）

2-37 施設の維持管理及び行政事務データの管理効率化に関する調査

⚫公共施設の維持

管理にICTを導

入することによ

る受発注者双方

の業務効率化･

高度化を実現

（点検受注者）
⚫ 施設の自動計測により

点検の計測作業と記録
清書作業を省力化
（令和6年度～）

（施設管理者）
⚫ データの自動整理によ

り施設の維持管理計画
の見直し等を省力化
（令和6年度～）

⚫ 公共施設の機能維持に
関する行政事務作業の
時間短縮
（令和6年度～）

Before After

人力による点検データ収集及び行政事務の実施 点検データの収集及び行政事務を自動化したシステム

点検技術者
各事務所

・データチェック
・データ入力
・健全度評価
・長寿命化計画策定
・予算要求

・点検報告書作成
・入力様式作成
・事務所への報告（提出）

・点検データ記録
・報告
・協議
・指示等

現場代理人

排水機場ポンプ設備
又は水門設備

各施設無線通信
とインターネット
網

稼働及び点検時計測データ
の自動収集機能

国土技術政策総合研究所
機械設備維持管理システムサーバ

国土交通省
イントラネット網

地方整備局各事務所における
行政事務支援機能

稼働及び点検時計測データを自動
的に取得し、既存のデータベースに
取り込む

点検技術者

○ICT技術による維持管理データ収集効率化・信頼性向上、行政事務の効率化

・老朽化施設が増大しており点検作業及び計画的な整備

や更新を行うための行政事務も増大している
・点検データ収集と行政事務は人力に頼っているが、
技術者と職員数は減少している
・点検時のデータ収集や記録、行政事務の省力化が急務

⚫施設の機械設備を点検する民間技術者が、手作業で行っていた点検
データの収集を自動化する仕組みを整備するとともに、行政側の職員
が行う設備の健全度評価や予算要求資料の作成を支援するシステムを
構築。

概要

◆自動計測の模擬検証

●施設の計測データ自動

取得後のデータ処理

方法検討

●データ処理機能の開発、

試行検証

●施設の計測データ

自動取得着手

●データ処理機能の改良

及び拡充

●施設の自動計測化推進

●データ処理機能の

改良及び拡充継続

排水機場ポンプ設備
又は水門設備
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

人流データの
利活用拡大の
ための流通環
境整備

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

3-1 人流データの利活用拡大のための流通環境整備

⚫ 人流データ利活用促進
のための検討・情報収
集・普及啓発等（手引
き・可視化ツールの作
成・公開）

⚫ 不動産分野における人
流データ利活用手法の
実証

⚫ 具体的な利活用事例の
収集

⚫ 自治体でのGISデータ
との組み合わせ、指標
としての人流データ活
用方法検討

⚫ 効率的な人流データ計
測・取得方法の検討

⚫ 人流データ利活用促進
のための情報収集手引
き改定・普及啓発等

（データ活用者）
⚫ 人流データの利活用

方法に関する理解
度・活用のしやすさ
の向上
（これまで～令和5年
度）

⚫ 分野ごとの利活用可
能性の検討促進
（これまで～令和5年

度）

（データ活用者）
⚫ 日々の生活に直結する利用ニーズが高まり

導入方向性が明確化（令和6年度～）
⚫ 汎用的なフォーマット形式によるデータの

やりとりの効率化、可視化・分析による現
状把握や課題解決に向けた協議の活発化
（令和6年度～）

⚫ 多様な分野における人流データを活用し
たＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）に
基づく地域課題の解決や新たなサービス
の創出・自治体への浸透
（令和7年度～）

⚫多様な主体が多岐
に渡る分野で人流
データを活用でき
るよう流通を活発
化することで、人
流データを活用し
た効果的な地域課
題の解決・新たな
サービスの創出に
よる国民の暮らし
の向上を実現

⚫人流データ活用促進に資する新たな分野での実証や、具体的な活用事
例の収集・公開、自治体GISと連携した人流データ活用促進・ユース
ケースの創出等普及・利活用拡大に向けた環境整備を行う。

概要

人流データを計測・活用し、客観的な情報にもとづ
く施策等を展開

After

土地・不動産
取引情報

公共交通
情報

公共施設
立地計画

地域の様々な地理空間情報

人口動態
商業・業務
民間データ

まちづくり

センサー・カメラで
人の流量を検知

ICカード等で
人の流量を検知

携帯端末・基地局情報
から人の流量を把握

効
率
的
・効
率
的
な

地
域
課
題
の
検
討
・解
決
、

新
た
な
サ
ー
ビ
ス
の
創
出

交通計画

観光・交通・防災・まちづくりなどの主要施策にお
いて、客観的事実やデータに基づく検討・分析が
不足し、説得力が欠けがちになる

【主な原因】
①人々の行動情報が不足
人々の具体的な行動の情報に基づく施策の企画立案が
困難

②客観的データの欠如
客観的なデータに基づいた定量的な施策検討が行えない

③ノウハウがない
長年の経験や感覚に依存した施策が多く、ノウハウの蓄
積がない

Before

⚫ 新たな分野での人流
データ利活用の拡大

⚫ 具体的な利活用事例の
収集・公開

⚫ 自治体GISへの人流
データ導入促進、ユー
スケース創出

人流データの利活用促進事業
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi

_fudousan_kensetsugyo_tk17_000001_00003.html
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

流域のデジタ
ルデータ
フォーマット
の標準化

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

3-2 流域のデジタルデータフォーマットの標準化

⚫デジタルマップや三次元モデルを活用し、流域に関するあらゆるデジ
タルデータの標準化を実現。

概要

⚫ （同左）

Before After

デジタルマップの標準化
デジタルマップ重畳と活用

三次元河川管内図

流域治水
デジタルテスト
ベッド

ドローン巡視点検の自動化

河川事務所等で整備されるデジタルマップ
データのフォーマットを標準化する。

機械判読可能なデジタルマップデータ
を整備し、データ変換せずに高度な分
析を実現

PDFの図面は、
データ同士を重ね
合わせして活用でき
ない。

標準的なデジタルデータ
が存在しないため、その
都度AI解析を目的とした
データを取得している。

• 河川流域や河川空間のあらゆるデジタルマップデータが
日々更新

• ドローンやロボットが自動巡視・点検を行い、日々情報
収集

• AIが日々空間解析を行い、インフラ管理者にアドバイス

・各業務成果は位置情報を持たないデー
タ形式で納品

• 設計業務で作成・納品する図面のほと
んどが位置情報を持たないデータ
（PDF等）であり、図面同士を重ね合
わせて活用することができない。

• 機械判読できないため、AI等の実証実
験のために新たなデータ作成が必要。

・デジタルデータを標準化し、流域デジタルツインのエコシステ
ムを構築し、以下の未来を実現。

⚫ デジタルデータ
フォーマットの
標準化ルールを整備。

河川

ダム

海岸

砂防

⚫ 河川事務所等で
各種図面を標準
化されたデジタ
ルデータで整備

⚫ 標準化されたデ
ジタルデータを
各ＤＸ促進施策
で活用

⚫国土交通省の働
き方を変革する

⚫建設業の働き方
を変革する

⚫社会資本や公共
サービスを変革
する

⚫あらゆる関係者
が協働する流域
治水を実現する

⚫安全・安心で豊
かな生活（ＱＯ
Ｌの向上）を実
現する

【データ利活用】
標準化されたデジタルデータが各DX促進施策で活用さ

れる。
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

ダムのデジタ
ルフォーマッ
トの標準化

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

3-3 ダムのデジタルフォーマットの標準化

⚫３Dデータ（点群・３Dモデル）等を活用し、デジタル・ダム・データ
の標準化を実現。

概要

Before After

⚫ ダム事業の各段階におい
て、必要なデータやその
形式、保存・引継ぎ方法
などに関して、標準的な
ガイドライン（案）を作
成。

⚫ ガイドライン（案）に則
り、各地整において試行
を実施し、改良点等を収
集。

⚫ 上記を踏まえて、デジタ
ルデータフォーマットの
標準化に係るルールを整
備。（ガイドラインの策
定）

【業務・建設の効率化】
ダム事業監理に関する調査～建設において、国・建設業の
効率性が高まる

【インフラ機能の高度化】
ダム管理の安全性、持続可能性・効率性が高まる

【伝わる広報】
ダム効果、建設進捗等の状況が伝わる

・データ形式の統一がなく、単純な重ね合わ
せも困難。3Dモデルの構築もデータ変換
等の処理が必要。

予備調査 実施計画調査 建設 管理

地形データ（測量成果物）

地質データ（地質調査成果物）

環境データ（環境調査成果物）

設計データ（設計成果物）

施工データ（工事完成図、工事管理台帳）

点検・巡視データ（点検等の成果物）

例：設計データ
「標準断面図」

例：書庫管理

Web-APIにより配信
・一般ユーザ、受注者、河川管理者 等

Digital 
Dam

Database

ダム基本DB
• ダムコード（ID)
• ダム位置（緯度経度）
• ダム名
• 管理者 等

データの蓄積自動観測系
テレメータ、ダムコン 等

ダムデジタルマップDB
•ダム基本図（３Dモデル、2D図面等）
•地形、地質、環境、設計、施工、管理
データ（位置情報を有する）
•写真（位置情報を有する）

地図系

ダムレポートDB
• 基本計画、事業実施計画
• 基本設計会議
• 施工記録
• 維持管理計画
• ダム総合点検
• 臨時点検（洪水）結果
• 臨時点検（地震）結果
• ダム定期検査結果
• 補修設備更新履歴

文書系
ユーザインターフェイス

(３D Web GIS)

手動記録系

創意工夫事例 等

ダム管理

ダム工事・事業監理

・調査、設計、建設、管理の各段階におけ
るデータが統一的管理できておらず全体
像が不明

Digital Dam Platformへ一元化

⚫ 同左

⚫国土交通省の働
き方を変革する

⚫建設業の働き方
を変革する

⚫社会資本や公共
サービスを変革
する

⚫あらゆる関係者
が協働する流域
治水を実現する

⚫安全・安心で豊
かな生活（ＱＯ
Ｌの向上）を実
現する

⚫ 同左

⚫ 各種図面が標準化さ
れたデジタルデータ
で整備される。

⚫ 整備されたデータは
ダム事業の各段階で
運用

例：
・AIを活用したダム運用の

高度化
・タブレットを活用したダム

巡視・点検
・四次元モデルを活用したダ

ム事業監理
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雨量情報 水位情報 水位情報

イメージ

WISEF

⚫ 危機管理型水位計・簡易
型監視カメラ画像の配信
数拡大

⚫ 全国の１級水系（109水
系）の河川において支流
まで細分化したデータ管
理を可能とするための河
川コード設定

⚫ 水文水質データベースの
改良に向けた実績データ
の整理

⚫ 伝送系の冗長化・合理化

⚫ 水文水質データベー
ス等のUI/UXの改良

⚫ 全国の水系における
河川コード設定

⚫ データフォーマット
の標準化

⚫ レーダ雨量データ等
の実績データ配信開
始

⚫ 伝送系の冗長化・合
理化

⚫ 水文水質データベー
ス等のUI/UXの改良

⚫ データフォーマット
の標準化

⚫ 伝送系の冗長化・合
理化

上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

河川情報デー
タの拡充・
オープンデー
タ化

3-4 使いやすい河川情報データの拡充・オープン化

⚫データフォーマットの標準化や実績データベースのUI改良、伝送系の
冗長化・合理化等により、使いやすい河川情報データの拡充やオープ
ン化を実現し、民間企業等による技術・サービス開発を促進するもの。

概要

Before After

⚫ 使いやすい河川
情報の提供が可
能

（研究・開発者）
⚫ 河川情報を活用し

た研究開発や技術
開発が可能

（民間企業）
⚫ 河川情報を活用し

た様々なサービス
展開が可能

⚫雨量、水位、水
質、河川カメラ
映像等の河川情
報を社会が利用
しやすい形で提
供できることに
より、国民の避
難行動への情報
提供、河川情報
データを活用し
た産学官による
予測技術の高度
化や様々なサー
ビスの開発等を
促進

水文水質データベース
http://www1.river.go.jp

■データセット毎にフォーマットが異なり
解析の際にデータ利用者側で変換処理が必要

■実績データベースUIの利便性が低い

■河川情報データの伝送系が複雑化

WISEFCSV
水位

（自記記録）

水位
（テレメータ）

水位
（画像解析）

JSON

変換に手間 解析

✓ １箇所、１項目、１ヵ月単位で
ダウンロード

✓ 位置情報は別途検索と紐付けが必要

■河川情報の
データフォーマットを統一

■実績データベースのUI改良

■伝送系の合理化・冗長化

JSON

雨量 水位 河川カメラ

JSON JSON

WISEF
✓ 任意の箇所、項目、期間で

ダウンロード可能
✓ 位置情報も紐付けて提供

合理化と冗長化を両立

■企業等による
技術・サービス開発

提
供
デ
ー
タ
の
拡
充

＋

分かりやすい情報提供

避難行動・備えの促進

リアルタイム浸水把握

（イメージ）

河川情報数値データ配信事業
http://www.river.or.jp/koeki/opendata/index.html

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

◆ 民間企業等へのレーダ雨量
データ（一次処理、RAW）
のリアルタイム配信開始
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⚫ 民間等電子基準点
の活用環境の検討

⚫ 衛星測位で標高を
得られる新しい仕
組みの整備、検討

⚫ 地殻変動補正情報
の空間分解能向上
の検討

上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

デジタル化・
リモート化の
ための位置情
報の共通ルー
ル（国家座
標）の推進

目指す姿令和7～8年度令和6年度これまで～令和5年度

⚫ ３次元の位置
を統一的な基
準で一意に特
定する基盤の
確立により、
管理者の高度
な施設管理、
分野間のデー
タ連携を実現

⚫ 民間等電子基準点
の活用環境の整備

⚫ 衛星測位で標高を
得られる新しい仕
組みの検証、実装

⚫ 空間分解能向上、
精度検証、実証試
験

⚫ 民間等電子基準点
の活用環境の拡充

⚫ 衛星測位で標高を
得られる新しい仕
組みの活用促進

⚫ 空間分解能が向上
した地殻変動補正
情報の提供開始

（管理者）
⚫ 国家座標での管理により、工程間・地

域間の障壁が消え、自動処理が可能
（ICT施工等の普及に貢献）

⚫ ３次元の位置を統一的な基準で一意に
特定する基盤を確立することにより、
工程間等における情報流通の円滑化が
図られ、管理者の高度な施設管理、分
野間のデータ連携を実現

⚫ 統一的な位置情報を利活用するための共通基盤を順次構築・拡充

統一座標での管理によりICT施工等に貢献衛星のみによる測位では位置のズレが発生

Before After

不十分な精度
地殻変動の影響
位置の基準の不統一

位置合わせに人手とコ
ストを要し、データの流
通が進まない

他者の作ったデータの位
置が自らのデータと整合

人手やコストを要さずに
自動処理が可能

データ流通が促進

⚫統一的な位置情報を利活用するための共通基盤を順次構築・拡充する
ことなどにより、調査・測量、設計、施工、維持管理の各段階の位置
情報が確実に整合し、データ流通が促進される。

概要

国家座標 https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/kokkazahyo-top.html

民間等電子基準点活用
https://www.gsi.go.jp/eiseisokuchi/eiseisokuchi41030.html#overview

衛星測位で標高を得られる新しい仕組み（GNSS標高測量）
https://www.gsi.go.jp/buturisokuchi/buturisokuchi_202305.html

地殻変動補正情報 https://positions.gsi.go.jp/cdcs/ GNSS
標高測量

地殻変動
補正情報

民間等電子
基準点活用

国家座標

修正

◆ 航空重力測量（実
施済）

3-5 デジタル化・リモート化のための位置情報の共通ルール（国家座標）の推進
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

大学等との
オープンイノ
ベーションに
よる技術研究
開発の促進

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

3-6 スタートアップ、大学等との技術研究開発の促進

⚫スタートアップ、大学等の革新的な技術研究開発を支援し、先端的な
技術の社会実装の促進を図る。

概要

Before After

現場ニーズと技術シーズのマッチング
https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000108.html

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）
⚫ 令和10年度までの

事業化フェーズを
目標

⚫ 同左

（大学等研究者）
⚫ FS調査、先端的な研究の支援

（スタートアップ等）
⚫ 継続的な技術開発・実証の支援

（施工者）
⚫ 先端的な技術の導入による生産性向上

⚫ 同左（継続）

⚫ 技術開発の進捗状況
を把握し、ステージ
ゲート審査を実施

⚫ 新たなテーマを設定、
技術研究開発を促進

⚫継続的に技術研
究開発を促進し、
成果を円滑に社
会実装すること
でイノベーショ
ン創出を促進

⚫先端的な技術の
建設現場への実
装を果たし、生
産性向上等を実
現

◆ 技術の公募・研究
開発の支援・成果
の公表により先端
的な研究開発を促
進（実施済）

⚫ 令和５年度より新
たにスタートアッ
プ等を対象とした
技術公募を実施

舗装点検車で舗装損傷状況を調査

➢ 全線での継続的な調査にはコストがか
かる

②舗装点検車
での計測結果
より、ひび割
れ率を算出

車両内に設置カメラから取得した前方画像より
ひび割れ率，ポットホール等をデジタル地図上に可視化

➢ 車両内に設置されたカメラやスマートフォンにより撮影さ
れた動画およびGPSを利用して、ひび割れ率、ポットホー
ル等を検知しデジタル地図に可視化することで、点検労力
の軽減および迅速かつ安全な道路管理の実現を目指す。

車載カメラの画像を鳥瞰画像に変換

鳥瞰画像より、機
械学習を利用しひ
び割れ率本数、ひ
び割れ面積、ひび
割れ率を算出

（技術研究の事例）：車両内設置カメラを利用した準リアルタイム広域路面ひび割れ率評価技術の開発

①舗装点検車に
より舗装の損傷
状況を映像や
レーダ等で調査

ポットホール検知結果
（ピン，四角枠）

ひび割れ率（線色）

デジタル地図への可視化

スタートアップ育成支援
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000108.html
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

インフラDX
ネットワーク
の整備

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

3-7 インフラDXネットワークの整備

⚫インフラ分野のDX環境整備促進のため、河川道路管理用光ファイバを
活用して、日本全国を100Gbpsの高速・大容量回線で接続し、地方整
備局等が発注者として率先して3次元モデル等の大容量データを円滑に
利活用できるよう、高速ネットワーク環境を末端まで整備することで、
業務の効率化・高度化に資するものである。

概要

⚫ ＤＸネットワーク
の延伸整備
（東北～北海道）

⚫ ＤＸネットワーク
の延伸整備
（東北～北海道）

（受注者）
⚫ 監督（調査）職員との打合

せをＷｅｂを活用しながら
３次元データを共有するこ
とによる工事（業務）の効
率化

⚫ 遠隔臨場の環境を構築して
積極的に活用することによ
る建設生産プロセスの改善、
安全性や利便性の向上

⚫ ＤＸネットワーク
の延伸整備
（東北～北海道）

⚫建設生産プロセ
スやストック活
用、非接触・リ
モート型に転換
した業務効率
化・高度化を実
現

◆ ＤＸネットワーク
の整備(東北～九
州）（実施済）

⚫ 末端までの高速
通信環境の整備検討
（事務所～出張所）

⚫ ＤＸネットワーク
健全性確保のため
のセキュリティ対
策を実施

⚫ 末端までの高速
通信環境の整備
（事務所～出張所）

⚫ インフラのデジタル
化推進とBIM/CIM
活用への転換

⚫ 大容量データ通信、
ロボティクス、5G
通信の実現化

（発注者）
⚫ 各地方整備局、各事務所、

各出張所においてBIM/CIM
の本格導入の基盤として活
用することにより、建設生
産プロセスの改善、安全性
や利便性の向上等早期効果
実現

◆ i-constructionモデ
ル事務所への接続

（実施済）
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

建設DX実験
フィールドを
活用した基準
整備・研究開
発の推進

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

3-8 建設DX実験フィールドを活用した基準整備・研究開発の促進

⚫ ローカル5G通信、遠隔制御、AI等の技術を活用した無人化施工や自動・自律施工
等の開発・実証を行う土工フィールド、構造物の3次元計測技術等の実証実験を行
う出来形計測模型等を有する「建設DX実験フィールド」を整備・運用

⚫ 施工段階のICT活用の拡大のため、新たな技術（施工・計測）の技能検証等を行い、
出来形管理・検査等に関する要領・基準案を作成

⚫ 自律施工技術の研究開発を加速するため、土工フィールドを活用した自律施工研究
開発基盤を整備

概要

Before After

◆ 建設DX実験フィー
ルド整備・拡充・
運用

◆ 自律施工の研究開
発の実施（民間企
業・大学等に土研プ
ラットフォーム開

放）
◆ 新たなＩＣＴや３

次元計測技術の技
術検証の実施

◆ 大学・企業等への
施設貸出開始

⚫ 同左
✓ 出来形管理・検査

等に関する要領・
基準案を順次作成

✓ 自律施工のための
統一信号のルール
化等の協調領域の
研究開発の促進

（施工者）
⚫ 自律施工技術の確立に

向けた開発促進により、
建機オペレータ不足解
消や新しい働き方によ
る新規就業者等の確保、
現場安全性の向上、生
産性の向上

（施工者）
⚫ 最新技術の利用が可能となる基

準類の早期整備により、技術の
現場利用促進と生産性の向上

（令和4年度～）

（研究機関）
⚫ 自律施工研究開発基盤の整備な

どに関する産学官の研究開発促
進

（令和4年度～）

⚫ 自律施工の研究開
発の実験促進

⚫ 基準類作成のため
の実証試験の継続
実施、要領・基準
案の作成

⚫ 大学・企業等への
施設貸出

⚫ 自律施工チャレン
ジ（競技会）準備

⚫ インフラDXの
推進に向けた
研究開発によ
り、公共工事
の生産性・安
全性の向上を
実現

・インフラDXの推進のかなめとな
る建設技術の実証実験を行うこと
ができる研究施設の整備が必要。

・技術検証にあたって、従来は現
場試行により各種の調整、許可申
請等の時間的制約が生じていたた
め、基準作成、技術開発のスピー
ドアップ化が求められていた。

・自動・自律施工等の技術開発に
は、ローカル５Ｇ等の先端技術の
活用が必須。

建設DX実験フィールド

出来形計測模型ローカル５Ｇ施設遠隔操縦建機

自律施工研究開発基盤の整備

・出来形計測等の新たな技術の検証が速やかに行える
ことにより、基準類の整備スピード化が図られる。

・様々な研究開発者が参画することで協調領域（建
機とソフトの信号のルール化等）が明確化され、
研究の重複が防止されるとともに研究開発の加速
化が期待される。

建設DX 実験フィールド始動！
～インフラDX の推進に向けて建設DX 実験フィールドの運用を開始～
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya20210628_2.pdf
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

自律施工技術
基盤の整備

目指す姿

3-9 自律施工技術基盤の整備

⚫自律施工技術開
発を促進する
オープンな研究
開発基盤の整備
により、産学に
おける生産性向
上技術の開発・
普及が加速し、
建設現場におい
て省力化、効率
化を実現

⚫ 油圧ｼｮﾍﾞﾙとｸﾛｰﾗﾀﾞﾝ
ﾌﾟを対象とした自律
施工技術基盤の整備

◆ 自律施工技術基盤
の運用を開始
✓共同研究による自律

施工システムの開発

⚫ 同左（継続）
✓対象機種の拡大

（振動ローラ）

⚫ 同左（継続）
✓自律施工技術を活用

した実証実験の実施

（研究開発者）
⚫ 自律施工技術基盤の整備による産学官の研究開発の促進（令和4

年度～）

（施工者）
⚫ 技術開発を通じ

た建設現場の生
産性向上、 新し
い働き方による
新規就業者等の
確保

⚫建設DX実験フィールド（つくば）に自律施工建設機械等を整備し、産
学官が連携・協働可能となる研究開発体制を構築することで、建設現
場の生産性を向上させる自律施工技術の開発・普及促進を図る。

概要

Before After

例えばの図

• 少子高齢化、熟練技能者のリタイヤによる労働人口減少の懸念
• 劣悪な労働環境のため、人材確保が困難

• 協調領域・競争領域の明確化とオープンイノベーションによる自律
施工技術の開発・普及促進し、自律運転を活用した建設生産性の
向上

• 新しい働き方による新規就業者の確保および中途採用者の拡大

建設現場の生産性低下 研究開発基盤を活用した自律施工の開発・普及促進

年齢別就業者割合

自律施工技術開発促進に向けた土木研究所の取組
およびデモンストレーション
https://www.pwri.go.jp/team/advanced/pdf/ziritsu-demo.pdf

⚫ 自律施工技術基盤
の改良・拡張
✓対象機種の拡大

（ブルドーザ）
✓機能拡充 など

⚫ 同左（継続）

令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

国土交通デー
タプラット
フォームの構
築

目指す姿令和７～８年度令和6年度これまで～令和5年度

3-10 国土交通データプラットフォームの構築

⚫国土交通省が多く保有するデータと民間等のデータを連携し、国土交
通省の施策の高度化や産学官連携によるイノベーションの創出を目指
す取り組み

概要

⚫ 同一の地図上で一括
した表示・検索・ダウン
ロードを可能とする、分
野間データ連携基盤と
して構築（ユーザー意
見を踏まえ、令和５年
4月27日に全面リ
ニューアル）

⚫ 同左

⚫ 国交省が有する
データの一元的な
検索・表示・ダウ
ンロードが可能

⚫ 国交省関係データ
の公表・視覚化に
よる理解促進

⚫現実空間の事象
をサイバー空間
に再現するデジ
タルツインの実
現により、業務
の効率化やス
マートシティ等
の国土交通省の
施策の高度化、
産学官連携によ
るイノベーショ
ン創出を推進（管理者）

⚫ インフラ管理者間
での情報共有が容
易になることによ
り管理者間調整や
管理の高度化・効
率化を促進

（研究・開発者）
⚫ データを活用した

研究開発や技術開
発を促進

⚫ データ連携の拡大
（継続）

⚫ データ連携のフォー
マットの標準化

⚫ カタログ・提供・可
視化の機能強化

Before After

・各データが個別に管理されており、必要
なデータを取得することが困難
・取得するまで、データの内容が不明

国土交通データプラットフォーム地図・地形
データ

気象データ

交通（人流）
データ 防災データ

エネルギー
データ

施設・構造物
データ

同一プラットフォーム上で表示・検索・ダウン
ロードを可能とする国土交通データプラット
フォームについて、ver1.0を一般公開
（R2.4）

国土交通データプラットフォーム
https://www.mlit-data.jp/platform/

地盤データ

構造物データ

基盤地図

位置情報で
ひもづけ

民間建築物
データ

各管理者の
維持管理
情報

建設生産プロセス全体を
3次元データでつなぐ
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

電子納品保管
管理システム
の機能向上

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

3-11 電子納品保管管理システムの機能向上

⚫工事・業務の成果品を一元的に保管管理。
⚫成果品の保管管理機能に加え、発注時及び履行中の受発注者間の成果

品の閲覧・貸与、他システムとの連携機能等を追加。

概要

Before After

・入札時の資料閲覧は、

会議室等での閲覧を

実施

・受注後の資料貸与、

他システムへのデータ

共有は、電子媒体に

より実施

電子納品
保管管理システム

発注者

受注者

入札参加者

入札参加者
への資料閲覧電子成果品の

検索、閲覧、ダウンロード

工事・業務受注者
への電子成果品の貸与

インターネット

①（入札時）

②（受注時）

インターネット

内部ネットワーク

（日常業務）

DXデータセンター
（受発注者でデータ共有）

国土交通DPF
（一般公開）

BIMCIMデータ
の連携（予定）

③（データの利活用）

工事・業務概要の連携
３次元データの連携（予定）

④（オープンデータ化）

省内システム

完成図データ等
の連携

③（データの利活用）

保管管理機能

電子納品に関する要領・基準
http://www.cals-ed.go.jp/

⚫システムの横展
開を図ることで
業務効率化・生
産性向上を実現

◆ 受注者への資料貸
与機能の追加

（受注者）
⚫ 受注者の資料借用の効率化
⚫ 入札参加者の資料閲覧の効率化

（発注者）
⚫ リアルタイムのデータ連携が可能となり業務効率化
⚫ 電子納品成果の更なる活用

⚫ 入札参加者への資
料閲覧機能の追加

⚫ 国土交通DPF、DX
データセンター、
省内システムとの
連携

⚫ オープンデータ化の推進

⚫ 導入状況のフォロー
アップ

⚫ システム運用

⚫ 導入状況のフォロー
アップ
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

広域情報収集
環境の構築

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

3-12 センサーネットワークによる迅速な情報共有

⚫センサーネットワークの構築により、被災情報等面的に情報収集、一
元的に統合管理を行い、情報共有の迅速化を推進。

概要

⚫ センサ、簡易ネット
ワークのスタート
アップ企業との連携
推進

⚫ 無線の新規格に関す
る実証実験（通信エ
リア拡大検証）

⚫ 一元管理手法、AI分
析手法の検討

⚫ 整備要領、機器仕様
策定

⚫ センサ、簡易ネット
ワークのスタート
アップ企業との連携
推進

⚫ 簡易センサ、高度セ
ンサの技術開発、導
入検討

⚫ 無線の新規格
（LPWA、Wi-
FiHaLow）等の利用
可能性検討

⚫長期間稼働、低コ
スト等をコンセプト
とした簡易センサ
ネットワークの技
術検証を進め、こ
れらの情報の
データ管理統合
化を進めることで、
広域情報収集環
境の構築

⚫ 市場機器調査

⚫ センサ、簡易ネット
ワークのスタート
アップ企業との連携
推進

Before After

直轄の施設管理エリアにおいては、光ファイバが敷設
され、CCTVカメラ等による情報収集が可能であるが、
地域エリア、流域エリアの被災情報等の面的な情報収
集が困難。

省電力低コストな簡易センサーや高性能センサー等によ
るセンサーネットワークの構築により、直轄の施設管理エリ
アのみならず、地域エリアや流域エリアの被災情報等の面
的な情報収集。
さらにデータ管理統合化を進めることで、広域情報収集
環境の構築。

情報収集手段が希薄

各種監視設備による
情報収集が可能

CCTV
水位計

雨量計

CCTV 水位計

雨量計

越水

落石

直轄エリア

流域エリア・地域エリア

直轄エリア

流域エリア・地域エリア

簡易センサー

高性能センサー

簡易センサー

（管理者）
⚫ 施設管理者向けにもセンサーネットワークの整備要領、

機器仕様を提供することで自ら整備が可能。

⚫ 地域エリアや流域エリアの被災情報等の面的な情報収
集が可能。

（自治体等）
⚫ 得られた情報を自治体等周辺施設管理者にも提供し情

報連携が可能。
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

建築・都市のDX
の推進

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

3-13 建築・都市のDXの推進

⚫建築BIM、PLATEAU、不動産ID等の建築・都市・不動産に係るデジタ
ル施策を一体的に進め、建物内部からエリア・都市スケールレベルま
で、シームレスで高精細な「デジタルツイン」の実現と、これを基盤
とした官民の様々なデータの蓄積・連携による都市開発・維持管理の
効率化や地域政策の高度化、関係する様々なデジタル情報等を活用し
た新サービス・新産業の創出を図る。

概要

Before After

⚫ BIMによる建築確認、維持管理
BIM等のルール等の検討

⚫ 建築BIMを活用したPLATEAUの
作成手法の検討

⚫ 不動産IDを介した多様なユース
ケースの開発・実証

⚫ 高精細なデジタルツインを一部
エリアで先行的に構築

⚫ BIMによる建
築確認の開始

⚫ 維持管理BIM
のルール、情
報管理の仕組
確立

⚫ 不動産ID確認
システム
ver2.0の実装

⚫ デジタルツイ
ンを基盤とし
たユースケー
スの社会実
装・横展開

⚫ 引き続き、
建築BIM・
PLATEAU・
不動産IDの
社会実装に
向けた各種
検討を実施

⚫デジタルツイン
を基盤とした官
民の様々なデー
タの蓄積・連携
により、都市開
発・維持管理の
効率化や地域政
策の高度化、関
係する様々なデ
ジタル情報等を
活用した新サー
ビス・新産業の
創出を実現

◆ 「建築BIMの将来像と工程表」
改定（実施済）

◆ BIMモデルを用いた3D都市モデ
ル（建築物LOD4）の標準データ
モデル策定（実施済）

◆ 不動産IDのユースケース調査及
びIDの取得・確認手法に関する
検討を実施（実施済）

□建築、都市、
不動産分野に
おいて、デジタ
ル施策が各々
進められている
が、相互連携
していない。

□官民の様々な
データを連携・
蓄積・活用する
ため、一体的な
推進が必要。

□建物内部からエリア・都市ス
ケールレベルまで、シームレス
で高精細な「デジタルツイン」
を実現。

□デジタルツインを基盤とした官
民の様々なデータの蓄積・連
携により、都市開発・維持管
理の効率化や地域政策の高
度化、関係する様々なデジタ
ル情報等を活用した新サービ
ス・新産業の創出を実現。

（自治体・事業者等）
⚫ デジタルツイン上で計画・設計・流通に必要な情報等へ容易に

アクセスできるようになり、設計・建設等の生産性や建物・屋
外空間の質が向上

（例）周辺環境を考慮した建築計画策定の支援

屋内外をシームレスに繋ぐ避難シミュレーションによる防災施策の高度化 等

⚫ 官民の多様なデータとの連携によるオープン・イノベーションの創出
（例）建物内外に渡る配送等の物流サービスの高度化

メタバース分野における新たなコンテンツの創出 等
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

3D都市モデル
の整備・活
用・オープン
データ化の推
進（Project 
PLATEAU）

目指す姿

3-14 3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化の推進（Project PLATEAU）

⚫ 「スマートシティ」をはじめとするまちづくりDXのデジタルインフラとなる３D
都市モデルの整備・活用・オープンデータ化を推進。

⚫ 具体的には、データ整備の高度化・効率化のための技術開発、官民の多様な分野に
おけるユースケースの開発、地域のオープンイノベーション創出に向けた地域の人
材育成やコミュニティ支援、地方自治体における3D都市モデルの整備・活用支援
等を図り、全体最適・市民参画・機動的なまちづくりを実現する。

概要

⚫ 全国約200都市のデー
タ整備

⚫ 全国100件以上の多様
な分野におけるユース
ケース開発

⚫ 3D都市モデ
ルの整備・活
用・オープン
データ化のエ
コシステムの
構築

⚫ 3D都市モデルが
Society 5.0やデ
ジタルツイン実
現のためのデジ
タル・インフラ
としての役割を
果たすことで、
多様な生き方や
暮らし方を支え
るサステナブル
で人間中心のま
ちづくりを実現

Before After

□都市に関する様々なデータが混在し、各分野での情
報が分断。

□都市計画・まちづくりの計画は平面で複雑。説明力・
説得力が乏しい。

□都市開発・まちづくりは経験則によるところが大きく、
持続可能性に課題。

統一されていないフォーマット群 難解な都市計画 各種調査の活用は限定的

□国際規格に基づく3D都市モデルの標準仕様を策定し、多様
なデータと連携。オープンイノベーションを創出。

□3D都市モデルの優れたビジュアライズにより都市のビジョンや
課題を表現し、まちづくり等への市民参加を促進。

□立体的な都市構造とビッグデータ解析により都市スケールで
精密なシミュレーションを実現し、まちづくりをサステナブルに。

汎用性と拡張性を両立するデータ規格を採用 都市のデータを多様な分野で活用 都市開発の効果をシミュレーション

PLATEAU
https://www.mlit.go.jp/plateau/

⚫ データカバレッジの
拡大

⚫ データ整備高度化・
効率化のための技術
開発

⚫ 先進的な技術を活用し
たユースケース開発

⚫ 地域の人材育成やコ
ミュニティ支援

⚫ 3D都市モデル技術・
産業の国際展開 等

（自治体・事業者等）
⚫ 自治体や事業者が主

体となった地域発意
の実装レベルのサー
ビス創出

⚫ 3D都市モデルの技術
的内容や関連するソ
フトウェアの取扱い
に通暁することで、
データ利活用を推進

（令和６年度～）

（自治体・事業者等）
⚫ 都市の課題やビジョ

ンをビジュアルに把
握可能とすることで、
まちづくりへの市民
参加を促進

⚫ シミュレーション技
術を活用したサステ
ナブルなまちづくり
を推進

（令和３年度～）

（自治体・事業者等）
⚫ 3D都市モデルのオープンデータ化を全国で推進し、多様な分野におけるオー

プン・イノベーションを創出
⚫ 防災、まちづくり、環境・エネルギーなど多様な社会課題を解決するユース

ケースの普及 （令和３年度～）

令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度
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・波のうちあげの瞬間的な現象を捉えることによりリアルタイムの危険性

の把握が可能

・低コストで耐久性に優れた観測機器の現場実装を実現

・海岸管理者や自治体、地域住民等が高潮・波浪による海岸の

危険度の高まりを定量的に確認することが可能

上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

リアルタイム波
浪うちあげ高
観測機器の整
備

目指す姿令和７～８年度令和６年度令和５年度（現在）

3-15 リアルタイム波浪うちあげ高観測機器の整備

⚫ AI 画像解析技術や3D-LiDAR（レーザー計測）技術を活用し、低コス
トで耐久性に優れたリアルタイム波浪うちあげ高観測機器を整備する。

概要

Before After

（管理者）
⚫ 防災対応や水防

活動などに活用
⚫ 海岸管理業務の

効率化・省力化

⚫リアルタイム波浪
うちあげ高観測技
術を確立し現場実
装することで、海
岸管理者や自治体、
地域住民等が高
潮・波浪による海
岸の危険度の高ま
りを定量的に確認
することが可能

（防災情報の充実）

・常時の定量的な観測が困難

・観測範囲が計器の設置範囲に限られる

・高コスト、海岸特有の過酷な環境に対する耐久

性が乏しい

・高潮・波浪による海岸の危険度の把握が困難

3D-LiDARによる計測イメージ

◼ 波浪うちあげ高を観測する技術は確立
されていない。

◼ 超音波式センサー等を用いた観測を試
行しているところであるが、課題も多
く、実用化には至っていない。

⚫ AI 画像解析技術
を活用した波浪
うちあげ高観測
技術を開発

⚫レーザー計測技
術を活用した波
浪うちあげ高観
測技術を開発
（現場実証含
む）

⚫同左

⚫実装、運用開始
(R7年度以降)

◼ AI 画像解析技術を活
用したCCTV画像解析

による観測
◼ レーザー計測による観測

ＡＩ画像解析に
より波浪のうち
あげ高を計測

波浪のうちあげ高

堤防高

AIによる画像解析技術を用いた
観測イメージ

⚫同左
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

流域治水デジ
タルテスト
ベッドの整備

目指す姿令和６～８年度令和５年度令和４年度（現在）

3-16 サイバー空間上の実証実験基盤（流域治水デジタルテストベッド）の整備

⚫デジタルデータとデジタル技術を活用し、サイバー空間上の実証実験
基盤を整備することで官民連携によるイノベーションを通じた流域単
位の対策検討・リスクコミュニケーションの推進を達成し、多様な主
体の協働による流域全体の安全・安心で豊かな生活を実現する。

概要

Before After

⚫ テストベッドの概略
設計

⚫ 一部機能のプロトタ
イプ開発・試行

⚫ テストベッドの整
備・運用

⚫ 試行段階からの災
害リスク・対策効
果の見える化によ
る流域治水への理
解促進

（研究・開発者）
⚫ 対策効果の見える

化や次世代の洪水
予測の技術開発に
活用される。

（管理者）
⚫ 開発した「見える

化」技術が、協議
会等で数多く活用
されることで災害
リスクや対策効果
が伝わる。

⚫ テストベッドの設計
（基盤データ、解析
環境、評価機能の検
討）

⚫ 一部機能のプロトタ
イプ開発・試行

⚫ 【イノベーション
の推進】テスト
ベッドで数値実験
等が数多く実施さ
れることで、流域
治水に関する技術
開発が促進される。

⚫ 【インフラ機能の
高度化】流域単位
で対策検討が数多
く実施されるほど
インフラ機能の安
全性、持続可能性
が高まる。

⚫ 【リスクコミュニ
ケーションの推
進】開発した「見
える化」技術が、
協議会等で数多く
活用されるほど災
害リスクや対策効
果が伝わる。

○気候変動により水災害が頻発・激甚
化する中、流域全体で対策検討や合意
形成（リスクコミュニケーション）が必要。
→（現状）流域住民等に対し、流域全体
での水災害リスクや対策効果を分か
りやすく見える化する技術が必要。

○水災害への対処には、洪水予測技術
等の最新の防災技術の導入が必要。
→（現状）官民の技術を結集し、実用性
の評価や早期に社会実装するため
の仕組みが必要。

○広大な流域を対象としたオープンな
デジタル実証実験基盤が無い。

【流域治水デジタルテストベッドの整備による成果】
・一級水系の各流域を対象にデジタルツインの実験場を
整備し、官民連携によるイノベーションを促進する。
・デジタルで治水対策効果を見える化し、流域単位の対策
検討・リスクコミュニケーションを推進する。
・同じ条件下で複数の技術を比較評価し、洪水予測技術
等の早期の社会実装を図る。

流域治水デジタルテストベッドによる
災害リスクの見える化（イメージ図）

流域治水デジタルテストベッドの
イメージ図

フィジカル空間での
実験場

広大な流域を対象とした
実験場がない

実績降雨

予測降雨・気候変動予測データ

河川対策

流域対策 土地利用情報

地質・土壌

3次元地形データ

建物データ

平常時 洪水時
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

河川環境情報
デジタル基盤
の整備

目指す姿令和7～８年度令和6年度

3-17 三次元データと連携した河川環境情報デジタル基盤の整備

⚫河川環境の現状把握や状況分析、河川環境の保全・創出などの検討の
ツールとして三次元地形データ等と連携した河川環境の情報基盤を整
備し、河川環境管理の高度化・効率化を図る。

概要

Before After

従来：河川環境情報図（紙）

従来：生物データ表形式

確認種のエクセル
データ（文字情報）

三次元地形データと連携した河川環境情報図

例）瀬淵分布と河岸の植生状況の比較など容易に分析
河川環境評価の高度化・効率化

・河川環境情報図は主に編集ソフトで
作成、紙ベースで利用
・生物データは表形式で取りまとめ

・三次元データと連携した河川環境の情報基盤を整備
・河川環境の保全・創出の検討の高度化・効率化
・河川環境情報の可視化により情報共有等が容易

⚫ 河川環境データの一元的
な検索・表示・ダウン
ロードが可能

（令和8年度～）

⚫ 河川環境データの公表・
視覚化による理解促進

（令和8年度～）

（管理者等）
⚫ 河川の環境調査や環境評価

の高度化・効率化を促進
⚫ 流域関係者間で情報共有が

容易になり環境保全等の連
携した取組を促進

（令和8年度～）

（研究・開発者）
⚫ データを活用した研究開発

を促進
（令和8年度～）

⚫河川環境の現状
把握や状況分析、
河川環境の保
全・創出などの
ツールとして河
川環境情報基盤
を整備し、河川
環境管理を高度
化・効率化する
ことで、河川の
環境機能や持続
可能性の向上等
を達成し、地域
住民等の安全・
安心で豊かな生
活（ＱＯＬの向
上）等を実現す
る。

⚫ 河川環境情報のデジ
タルデータ整備

⚫ 同左（継続）

⚫ 河川環境情報システ
ムの構築・実装

⚫ 同左（継続）

これまで～令和5年度
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

砂防分野のデジ
タル調査・管理

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

3-18 砂防分野のデジタル調査・管理

⚫砂防関連施設の数は膨大であり、完成年度が古い施設も多いため、
データ化やデータベース化することにより、効率化を図る。

⚫現地調査の情報とデータベースを連動させることにより効率化を図る。

概要

Before After

⚫ 砂防データベースの
更新・改良・運用

⚫ その他の情報、デー
タ等との連携推進

（点検者）
⚫ 点検者の作業効率

が図られる

（管理者・点検者）
⚫ 施設情報、点検結果

等により、効率的な
施設維持管理が図ら
れる

⚫ 砂防データベースへ
既存の点検データの
集約

⚫ SMARTSABOと
データベースとの連
動設計検討及び平常
時の定期点検での活
用検討

⚫各データをデー
タベース化、
一元化すること
で、より一層適
切で効率的な維
持管理を行う。

◆ 砂防データベースの
試行

◆ 災害時調査支援アプ
リ（SMARTSABO）
の開発・改良、試験
運用

砂防データベース各地整
担当者

国土交通省
担当者

現地調査
担当者古い砂防施設の情報は紙媒体での保存

膨大な情報のまとまりがない

膨大な施設情報や点検記録等あらゆるデ
ータを連携・活用するためデータベース化
・一元化することで効率化を図る
また、災害発生直後は、データベースと連
動させた、携帯端末アプリSMARTSABOを
活用し迅速に現地調査・情報共有を行うこ
とで１日も早い災害復旧へ繋げる。

（管理者）
⚫ 施設管理の効率化

が図られる
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

道路基盤地図
情報の整備・
公開

目指す姿

3-19 道路基盤地図情報の整備・公開

⚫道路基盤地図情報をGIS化し、オープンデータとして利活用することで、
道路管理情報の可視化やアプリの開発促進を通じて道路の維持管理の
更なる効率化・高度化を図る。

概要

Before After

⚫ 道路基盤地図情報の
整備・公開

✓ 道路基盤地図情報
の素材となる、道
路工事完成図等の
収集

✓ 管理運営機関の選
定(R5～R7)

✓ 道路基盤地図情報
の公開システム構
築

✓ 道路基盤地図情報
の公開（R5年度末
予定）

⚫ 同左（継続）
✓ 管理運営
✓ 道路基盤地図情報

の公開システムの
改良

✓ 道路データプラッ
トフォーム（x-
ROAD）の各種
データの背景図に
活用し、可視化

（管理者）
⚫ 各種ベースマップとして

活用することにより日常
業務の効率化（点検等）

⚫ 道路台帳附図の閲覧窓口
業務の軽減

（施工者等）
⚫ 申請資料への活用により

請願工事の資料作成不付
加を軽減

⚫ 同左（継続）
✓ 管理運営
✓ 道路基盤地図情報

の公開システムの
改良

⚫民間のアプリ
ケーションの開
発促進による道
路の維持管理の
更なる効率化・
高度化

②
道路測点(KP)の
位置座標情報

点検データ

【全国道路施設点検DB】
起点側座標を施設IDとして
施設の点検データを保存

地図との重ね合わせができる
が、一般的な地形図だけでは
施設の特定が難しい

工事記録

地物別にレイヤの分かれた
道路基盤地図等と重ねるこ
とで、容易に施設を特定：土工情報の位置

点検データと工事記録
等が地図上で一元的
に表示し比較分析可能

【道路基盤地図情報】
道路の詳細情報として、
①1：500の詳細平面図
②道路測点(KP)の位置座標
をオープン化

工事区間・通報記録等を地図表示

①詳細平面図

▼

工事区間の起終点
や通報のあった位置

をKPで記録

点検・工事・通報等
の記録を表などで
突合わせ

通報記録

道路に関する新技術の活用
http://www.mlit.go.jp/road/tech/index.html P

令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

道路分野にお
けるデータプ
ラットフォームの
構築と多方面
への活用

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

3-20 道路分野におけるデータプラットフォームの構築と多方面への活用

⚫道路に関連する様々なデータを一元的に集約した道路データプラット
フォームを構築し、データ利活用による道路の調査・整備・維持管
理・防災等の効率化・高度化を推進

⚫データのオープン化による民間利活用・オープンイノベーション等を
促進

概要

⚫ 道路関係の各データ
✓ データ化の推進
✓ 公開の開始

⚫ 道路データプラット
フォームの構築

✓ 本格構築

⚫ データの利活用
✓ 公開済データを利

用したアプリ開発

⚫ 同左
✓ さらなるデータ化

の推進・公開

⚫ 同左
✓ アプリ開発・利用
✓ オープンイノベー

ションの促進

（管理者）
⚫ アプリの導入・データの活用による

道路管理の効率化・高度化

⚫ 民間でのデータ
利活用

⚫ 同左
✓ さらなるデータ化

の推進・公開

⚫ データの利活用
✓ アプリ開発・利用
✓ オープンイノベー

ションの促進

⚫ データ利活用
による道路の
調査・整備・
維持管理・防
災等の効率
化・高度化

⚫ 民間利活用・
オープンイノ
ベーション

⚫ データの多方
面への活用に
よる国民生活
や経済活動の
生産性の向上

⚫ データの公開
✓ 道路施設点検データ
✓ 3次元点群(MMS)データ
✓ 道路基盤地図情報
✓ 交通量

⚫ 同左
✓ ETC2.0デー

タ試行公開

⚫ 同左

Before After

• 情報を各分野で
バラバラに管理

• 連携して使用する
環境がない

• 道路データプラットフォームの構築による
円滑なデータの利活用を実現
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

サイバーポー
ト３分野一体
運用による港
湾業務の効率
化

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

3-21 サイバーポート３分野一体運用による港湾業務の効率化

Before After

⚫ 港湾物流・施設利用等の各種手続、港湾施設の情報等を電子化するこ
とにより、業務の効率化、遠隔・非接触化を推進する。

⚫ 各種データの連携を更に推進することにより、港湾全体の適切なア
セットマネジメントや災害対応力の向上を実現。

概要

紙などによる手続、データ管理
• 紙による手続ではデータの再入力や書類作成の作業が発生
• 情報ソース間での重複・不整合が存在

手続・データを電子化し、利活用
• 手続の効率化、遠隔・非接触による業務を推進
• データの一元化と連携により各分野の情報利活用を推進し、
• 効率的なアセットマネジメントや災害対応力の向上を実現

港湾台帳

断面図

※プラットフォーム

管理者

事業者

事業者 事業者 事業者

管理者

手続情報

インフラ情報

事業者

物流分野 管理分野

インフラ分野

区域情報
港湾計画（将来計画）

地盤・海洋情報

港湾施設情報
名称 種類 構造など

空間情報

現況の施設配置情報

港湾施設情報

港湾施設情報

防災情報

他のPF※

サイバーポート進捗管理WG（港湾管理分野）、（港湾インフラ分野）
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr5_000073.html

◆システムの稼働・
NACCSとの連携機能
構築＜物流分野＞

⚫ 港湾行政手続電子化、
調査・統計システム
の全国展開＜管理分
野＞

⚫ システムの稼働、防
災情報サブシステム
の構築＜インフラ分
野＞

⚫ ３分野連携機能構築

⚫ TradeWaltz等他シ
ステムとのデータ連
携＜物流分野＞

⚫ システムの機能改善
＜管理分野＞

⚫ システムの対象港湾
を全港湾へ拡大・防
災情報サブシステム
の機能改善＜インフ
ラ分野＞

⚫ 機能改善・利用促
進

⚫民間事業者・港
湾管理者におけ
る手続の効率
化・非接触化、
国・港湾管理者
による適切なア
セットマネジメ
ントの実現や災
害対応力の向上

（港湾管理者）
⚫ 施設利用手続き（申請・許可）の電子化によ

る業務時間の削減

⚫ 港湾物流手続き、施設利用手続き（申請・許
可）の電子化（オンライン化）による手続き
の待ち時間短縮・迅速化、統計業務の効率化

（国、港湾管理者）
⚫ 効果的･効率的なアセットマネジメント実現

等によるタイムリーな更新投資、物流の効
率化、維持管理業務の生産性向上

⚫ 迅速な災害対応
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

港湾整備
BIM/CIMク
ラウドの構築

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

3-22 港湾整備BIM/CIMクラウドの構築

⚫ 情報プラット
フォーム「港
湾整備
BIM/CIMクラ
ウド」を構築
し、3次元デー
タをベースと
した受発注者
間の情報共有
を実現

⚫ 試験運用
⚫ クラウド上で3次

元データをシーム
レスに引継ぎ

（受発注者）
⚫ 受発注者間で３次元デー

タのリアルタイム共有
⚫ 施工データ、点検データ

の現地入力
⚫ 監督・検査の遠隔化・効

率化

Before After

クラウド上で3次元データを共有、統合して表示
➢ データ形式の標準化により3次元データを統合して表示
➢ クラウド上で3次元データをシームレスに引継ぎ
➢ 遠隔での3次元モデルを活用した監督・検査

調査

測量結果
地盤調査結果

設計

設計モデル

施工

施工記録
出来形情報

維持管理

×

×

×

×

補修履歴
点検履歴

港湾整備BIM/CIMクラウド調査

測量結果
地盤調査結果

設計

設計モデル

施工

施工記録
出来形情報

維持管理

補修履歴
点検履歴

形式の異なるデータを個々に受け渡し
➢ 共有すべき3次元データの形式が標準化されていない
➢ プロセス間、受発注者間、事業者間でのデータ共有に手間と

時間を要する
➢ 書類や現場での接触型の監督・検査

港湾におけるi-Construction
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr5_000061.html

⚫調査、設計、施工、維持管理までの3次元データを、各事業者や受発注
者間においてクラウド上で共有するとともに、データ形式を標準化す
ることで、３次元データを統合して表示する。

⚫工程管理や品質・出来形管理に必要なデータを抽出し、監督・検査の
遠隔化や効率化を実現する。

概要

⚫ 同左（継続）
⚫ 本格運用

◆ クラウドの構築・
改良、他工種への
拡張、基準・ガイ
ドライン等の整備

◆ 調査・設計・施
工・維持管理での
データ連携等を検
討
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

DXデータセ
ンターの構築

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

3-23 DXデータセンターの構築

⚫ BIM/CIMの３次元モデルや、点群データ等の３次元データを保管し、
受発注者が測量・調査・設計・施工・維持管理の建設生産プロセスで、
円滑に共有するためのシステムとして「DXデータセンター」を構築

⚫共同研究のスキームを活用して、市販の有償ソフトウェア等をVDI
サーバーに搭載し、３次元データの閲覧・編集・作成等が可能

概要

◆ 3次元データの利用
環境構築に関する
実証実験

⚫ 同左（予定）

⚫ 次期システム構築・
運用開始（予定）

（事業者）
⚫ 公共事業における

3次元データの閲
覧・編集・共有等
の利活用を加速化

⚫ 3次元データを活
用した情報共有の
促進による業務の
効率化
（令和4年度～）

⚫ 同左（継続）

⚫ 実証実験のまとめ

⚫ 3次元データを
リモートで閲
覧・編集・共
有等できる環
境を提供し、3
次元データの
利活用の促進
による建設産
業の生産性向
上を実現

◆ DXデータセンター
の運用開始

（実施済）

Before After

BIM/CIMを共有した
WEB会議システム

リモート環境で
3次元データを閲覧・編集

・3次元データはサイズが大き
いため、データ送信やダウン
ロードによる情報共有が困
難

・高機能な端末機器や高価な
ソフトウェアが必要なため、
小規模な施工業者では活用
が困難

3次元モデル

3D河川管内図

点群データ

・リモート環境で、汎用の端末
からも閲覧・編集が可能

・3次元データがDXデータセ
ンターに蓄積・保管されるた
め、情報共有が容易

DXデータセンター 利用者
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

公共工事執行
情報の管理・
活用のための
プラット
フォーム構築
に係る調査研
究

目指す姿令和７～8年度令和６年度

3-24 公共工事執行情報の管理・活用のためのﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ構築に係る調査研究

⚫ 公共工事執行
プロセスに関
係する技術や
社会情勢の変
化が早急かつ
正確に感知さ
れ、発注手法
が改善される
ことにより職
員の作業効率
化・生産性向
上を実現

（発注者）
⚫ 積算作業におけ

る入力ミス等の
軽減

⚫ 公共工事発注行
政の企画立案に
資する分析の時
間短縮・手間の
縮減

（令和7年度～）

Before After

電子入札
システム

現行土木工事
積算システム

工期設定支援
システム

契約管理
システム

工事日報入力
システム

工事実績情報
システム

• データ連携とクラウドデータ管理により、積算条件、工事費、応
札率等に関する分析が迅速かつ低コストで実施でき、有効な
不調・不落対策が可能となる

公共工事執行における作業の効率化・生産性向上！！

各システムで付与しているデータ連携等を強化各種データが、別々のシステムにより運用・管理

• 公共工事の執行に関する各種データが独立して整備され
ており、入札不調対策等の施策を検討するためのデータ
分析に、時間、職員の作業、コストを要している。

電子入札
システム

契約管理
システム

次期土木工事
積算システム

工期設定支援
システム

工事日報入力
システム

工事実績情報
システム

⚫積算基準等の公共工事執行プロセス間のデータ分析等を効率化するた
めの要求事項を整理する。

⚫次期土木工事積算システム等の整備において、データ連携や関係デー
タの一元管理を行う機能を構築。

概要

◆ 積算基準等の分析
に関する課題抽出
と要求事項の整理
等

◆ 公共工事執行実績
のデータ分析を行
う機能についてプ
ロトタイプを作成

◆ 土木工事積算シス
テムの要件定義書
の作成

⚫ 土木工事積算シス
テムの構築

⚫ 土木工事積算シス
テムの設計

⚫ システムの試験運
用

⚫ 活用した分析の推
進

これまで～令和５年度
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

目指す姿

3-25 バーチャル現場見学会による効果的・効率的な広報

Before After

工事現場のLIVE中継

デジタル技術による遠隔地のバーチャル現場見学会工事現場における現場見学会

パネルによる現場説明

⚫ＢＩＭ/ＣＩＭモデル等の３Ｄデータやウェアラブルデバイス等の活用
により、わかりやすく事業の必要性や完成イメージを伝える広報を実
現。

概要

成瀬ダムバーチャル見学会
https://www.thr.mlit.go.jp/narusedam/visit_virtual.html

工程表

バーチャル現
場見学会によ
る効果的・効
率的な広報

令和７～８年度令和６年度これまで～令和5年度

⚫ ３Dデータ等を加工し、
バーチャル見学会用
データを整備

3Dバーチャル見学ツアー ドローン空撮映像の公開

⚫国土交通省の働
き方を変革する

⚫建設業の働き方
を変革する

⚫社会資本や公共
サービスを変革
する

⚫安全・安心で豊
かな生活（ＱＯ
Ｌの向上）を実
現する

【業務の効率化】
受発注者による事業説明に関する業務の効率性、安全性、持続
可能性が高まる

【伝わる広報】
事業の役割・効果、完成形や整備進捗が伝わる

⚫ 同左 ⚫ 同左

⚫ バーチャル見学会の実
施

・バーチャル見学ツアー動
画、ドローン空撮動画の
公開

・工事現場でAR技術を活
用した現地説明

・Web会議システムを使
用したオンライン説明
など
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

水害リスクデ
ジタルデータ
（浸水想定区
域図データ、
水害リスク
マップデー
タ）の拡充・
オープン化

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

3-26 水害リスク情報の拡充と3次元表示の推進

想定最大規模降雨を想定した洪水浸水想定区域図に加え、発生頻度が高い降雨規模を想定し
た水害リスクマップ等の水害リスク情報を新たに整備し、オープンデータ化を推進するとと
もに、水害リスク情報等の３次元表示手法の検討など、様々な手段によるわかりやすい水害
リスク情報の提供及び民間活用を推進する。

概要

⚫ 3D都市モデル
（PLATEAU）の整備
及び防災政策への活用
の全国展開

⚫ 地理院地図の動向を踏
まえたリスク情報の
3D表示手法の検討

⚫ 水害リスク情報のオー
プンデータ化

✔加工・分析可能なGISデー
タとして提供

◆ 国管理河川の外水氾濫を対
象とした水害リスクマップ
等の整備（実施済）

Before After

・洪水浸水想定区域図は、避難計画や避難
行動に用いる場合は有効
・一方、まちづくりや住まい方の工夫、企業の
立地選択等には使いにくく、また、地図上に
示している浸水深等のイメージが十分伝わ
りにくい

想定最大規模の浸水範囲を
浸水深毎に色分け

0.5m未満の区域

0.5m～3.0m未満の区域

3.0m～5.0m未満の区域

5.0m～10.0m未満の区域

10.0m～20.0m未満の区域

凡 例

水害リスクマップポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/

ryuiki_pro/risk_map.html

洪水浸水想定区域図

・発生頻度が高い降雨規模を想定した水害リスクマップの作成
・３D都市モデル（PLATEAU/ﾌﾟﾗﾄｰ）との連携によるリスク情
報提供
・地理院地図の動向を踏まえたリスク情報の3D表示手法検討
・オープンデータ化による民間活用の促進

PLATEAUの３D都市モデルと
連携した３D浸水リスク表示
（例：荒川下流河川事務所）

水局・都市局が連携し、3D都市モデルの整備と併せて
浸水想定区域図等の三次元データ化を促進。

国土数値情報やG空間情報センター等で災害リスク情
報を公開（オープンデータ化）

発生頻度が高い降雨（1/10）
による浸水範囲

浸水深0.5m（床上浸水相当）以上の
浸水が想定される範囲を表示

水害リスクマップ（浸水頻度図）

凡 例

高頻度 （1/10）

中高頻度 （1/30）

中頻度 （1/50）

中低頻度 （1/100）

想定最大規模

荒川３Ｄ洪水浸水想定区域図（下流域） ～３Ｄ洪水ハザードマップ～
https://www.ktr.mlit.go.jp/arage/arage01043.html

うちGIS

https://experience.arcgis.com/experience/a14b9a7cee8943889b

abc2096f5a5fe7/

GIS→

三次元情報を基に都市の災
害リスクや河川整備の効果を
分析。事業推進、住民説明、
防災政策立案等の幅広い分
野で活用。
（例：茂原市）

⚫ 約17,000河川の洪水
浸水想定区域図の整備
により、適切な避難行
動の確保が可能（令和
4年度～）

⚫ 水害リスクマップ等を
活用した防災まちづく
り、企業活動等が可能
（令和4年度～）

⚫ 防災まちづくりや住ま
い方の工夫による防
災・減災の促進

⚫ 水害リスク情報を活用
した新たな民間サービ
スの創出

⚫ 企業活動（立地、BCP、
TCFD、SDGs等）の充
実

⚫ 内外水統合の水害リス
クマップ等を活用した
防災まちづくり、企業
活動等が可能（令和５
年度～）

⚫ ３D都市モデルと３D災害リスク情報を用いた防災WSやマイ・タイムライン作成
の普及により、災害リスクを「わかりやすく」把握

⚫ 三次元的解析に基づく精緻な災害リスク分析やこれに基づく防災計画・避難経路
検討の普及により、地域の防災力を向上

⚫ ３Dの地形情報（地理院地図）と重合せて浸水想定区域図の確認が可能

⚫ 防災まちづくりや
住まい方の工夫に
よる防災・減災の
促進

⚫ 水害リスク情報を
3次元をリアルに
認識できるリスク
情報提供の実現

⚫ 水害リスク情報を
活用した新たな民
間サービスが創出
され、防災・減災
が促進

⚫ 企業活動（立地、
BCP、TCFD、
SDGs等）の充実

⚫ 水害リスク情報の
拡充による住民の
円滑かつ迅速な避
難行動の確保

⚫ 水害リスク情報の拡充
✔洪水浸水想定区域図の整備
✔内外水統合の水害リスク
マップ等の整備

⚫ 3D都市モデルの整備
拡大及び防災政策への
活用

⚫ 水害リスク情報のオー
プンデータ化

✔加工・分析可能なGISデー
タとして提供
✔GISデータの更新頻度を増
加

⚫ 水害リスク情報の拡充
✔住宅等の防護対象のある全
ての一級・二級河川（約
17,000河川）の洪水浸水想
定区域図）の整備を完了
✔全国109の一級水系の内外
水統合の水害リスクマップ等
の整備を完了

⚫ 3D都市モデルの整備
拡大及び防災政策への
活用

⚫ 水害リスク情報のオー
プンデータ化
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

洪水予測の高
度化による災
害対応や避難
行動等の支援

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

3-27 洪水予測の高度化による災害対応や避難行動等の支援

（自治体・住民等）
⚫ 氾濫危険情報の遅れを

防止し、避難指示の発
令の判断を支援
（令和4年度～）

（自治体・住民等）
⚫ より広い地域で災害対

応や避難等に洪水の予
測情報が活用可能
（令和5年度～）

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

⚫ 同左（継続）

⚫ 長時間予測の災害対応
や避難への活用

（自治体・住民等）
⚫ 大規模な広域避難が必

要となるゼロメートル
地帯等の避難判断の参
考情報の充実
（令和7年度～）

⚫ 同左（継続）

⚫ 水位予測情報の提供可
能な河川の拡大

⚫ 水位予測情報の提供可
能な河川の拡大や洪水
予測の更なる精度向上
の実現

⚫ 同左（継続）

⚫洪水予測の高度
化により、河川
の増水・氾濫の
際の災害対応や
避難行動等を支
援

◆ 国の洪水予報で予測
情報の更なる活用開
始（氾濫危険情報
（実施済）

◆ 二級水系での活用を
想定した中小河川洪
水予測モデルの開発
およびマニュアルの
作成（実施済）

⚫ 全ての一級水系で国が
中心となり本川・支川
が一体となった洪水予
測の推進

⚫ 一級水系の主要河川で
3日程度先までの予測
モデルの構築

⚫ 令和３年出水期から、国管理の洪水予報河川すべてで、洪水予報の発表の際に６時
間先までの水位予測情報の提供を開始。

⚫ 一級水系では、国が中心となり本川・支川が一体となった洪水予測による精度向上
や、これに伴う新たな支川等の予測情報の提供に取り組むとともに、主要な河川に
おいて、３日程度先までの幅をもった水位予測情報の提供に向けて取り組むことで、
河川の増水・氾濫の際の災害対応や住民避難を促進。

概要

洪水予報では、3時間先まで
の水位予測情報を提供

国管理の洪水予報河川では、
洪水予報の発表の際に、３時
間先までの水位予測情報を提

供しているところ。

令和３年の出水期から、すべての国
管理の洪水予報河川で、水位予測に観
測水位を同化させ精度の向上を図った
予測モデルに基づき、６時間先までの
水位予測情報を提供。

洪水予報で6時間先までの
水位予測情報を提供

数日先の氾濫の可能性の提供
（長時間先の水位予測）

現在、６時間先まで提供している水位予
測情報について、不確実性の高い長時間
先の水位予測を複数のケースにより幅を
もって示すことで、３日程度先までの氾濫の
可能性の情報を提供し、防災対応の準備
のほか、特にリードタイムが必要となる広域
避難等の判断を支援。

６時間先までの水位予測情報の提供（イメージ）３時間先までの水位予測情報の提供（イメージ）

実績 予測
氾濫危険水位

実績 予測

氾濫危険水位超過をより早期に察知

氾濫危険水位

幅をもって氾濫の
可能性を予測

現在

６時間先 数日先

本川・支川が一体となった
洪水予測情報の提供

一級水系では国が中心となり、本川・支川が
一体となった洪水予測を行うことで、予測精度
の向上のほか、新たに支川等の予測情報を提供
することで防災対応や避難を支援。

３時間後までの予測では、氾濫危険水
位の超過が見通せないケース。

実装済

本支川一体で予測

氾濫警戒情報【警戒レベル３相当】の発表を早めることで、
高齢者等の避難のリードタイムをさらに確保！

Before After
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

官民連携によ
る流域の浸水
状況把握・解
消

目指す姿

3-28 官民連携による流域の浸水状況把握・解消

⚫ 小型、低コストか
つ長寿命な浸水セ
ンサを、国や自治
体、民間企業が連
携し、地域に多数
設置することで、
被害状況の把握と
発災後の迅速な対
応を実現

⚫ 実証実験・検証と
りまとめ、社会実
装

⚫ 実証実験の拡大◆モデル自治体におい
て、浸水センサ・マス
プロダクツ型排水ポン
プを用いた実証実験

⚫ 流域全体の網羅的な浸
水状況の履歴データの
活用による被害の確認
や、保険金の受け取り
の迅速化

⚫ コストやリダンダ
ンシーに優れたマ
スプロダクツ型排
水ポンプを設置し、
浸水被害を早期に
解消

⚫ リアルタイムに浸水情
報を把握し、道路の通
行止め、浸水解消のた
めのマスプロダクツ型
排水ポンプの整備運用
やポンプ車の効率配備
など、迅速な災害対応
を実現

⚫小型、低コストかつ長寿命な浸水センサを、国や自治体、民間企業が
連携し、地域に多数設置することで、被害状況の把握と発災後の迅速
な対応を可能とし、リダンダンシー、コストに優れたマスプロダクツ
型排水ポンプの設置により早期の浸水解消を可能とする。

概要

・悪天候時、夜間時にはヘリコプターによる調査ができず、広域な浸
水域把握ができない。

・専門の技術者が現地に向かい調査を行うため、多数の人材の確保が
必要であり、迅速な調査ができない。

・また、排水ポンプによる早期の浸水解消が求められるもののポンプ
設備は高価であり、故障時の対応に時間を要する。

天候回復後の昼間にヘリによる調査 技術者が洪水痕跡を現地で調査

・天候や昼夜によらず、浸水域をリアルタイムに把握し、速やかな道路
の通行止めや、浸水解消のためのポンプ車の効率的な配置など、迅速
な災害対応を実現。

・流域全体の網羅的な浸水状況の履歴データの活用により、罹災証明発
行の簡素化・迅速化や、速やかな保険金の受け取りを目指す。

・リダンダンシー、コストに優れたマスプロダクツ型排水ポンプを導入

リアルタイム浸水把握・早期解消が困難 浸水をリアルタイムに把握、早期解消

ワンコイン浸水センサの設置(イメージ)
マスプロダクツ型排水ポンプ設置例
（福岡県福智町）

Before After

マスプロダクツ型排水ポンプの開発・導入
https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sos

ei_constplan_tk_000040.html

ワンコイン浸水センサ実証実験
https://www.mlit.go.jp/river/gijutsu/

wankoinsensa/index.html

実証実験に用いている
６種類の浸水センサ

令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

マスプロダクツ型
排水ポンプ

吐出管

114

https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000040.html
https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000040.html
https://www.mlit.go.jp/river/gijutsu/wankoinsensa/index.html
https://www.mlit.go.jp/river/gijutsu/wankoinsensa/index.html


上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

マイ・タイム
ラインとス
マートフォン
などデジタル
技術の融合に
よる避難行動
支援

3-29 マイ・タイムラインとスマートフォンなどデジタル技術の融合による避難行動支援

⚫ 水害などの危険
が迫った際、自
らが決めた避難
のトリガー情報
のプッシュ通知
により、確実な
避難行動を後押
しし、逃げ遅れ
ゼロを実現

⚫ 自治体と連携し、
全国のマイ・タイ
ムラインワーク
ショップで活用

⚫ 民間事業者による
アプリ開発促進・
アプリ機能の更な
る充実

⚫ マイ・タイムラインのど
の段階か確認し、避難の
タイミングになった際、
プッシュ型で情報を受信。
リアルタイムの防災情報
をアプリやサービスを通
じて、確認可能

⚫ デジタル・マイ・タイムラインに必要なリスク情報の検
討や、河川関連情報の品質を確保する仕組みを構築し、
正確で利便性の高いデータを提供

⚫台風の接近時などに、「いつ」・「何をするのか」を住民一人ひとり
に合わせて、あらかじめ時系列で整理した「マイ・タイムライン」を
スマートフォンで作成・登録し、水害などの危険が迫った際には、自
ら決めた避難のトリガー情報がプッシュで通知されることで、確実な
避難行動を行う。

概要

・いざという時に紙で作成した「マイ・タイムライン」を探したり、
確認するまでに時間を要する。

・避難のタイミングなどを判断するためには、テレビ、ラジオ、ウェ
ブサイトなどから必要な情報を自ら探す必要がある。

作成したマイ・タイムラインを捜索

・マイ・タイムラインをスマホで作成／登録し、大雨の時は、マイ・タ
イムラインのどの段階かをスマホで確認、避難のタイミングになった
際は、プッシュ型で情報を受信。

・地域のワークショップを通じて、マイ・タイムラインの検討やスマホ
アプリの使い方を説明し、取組を広めるとともに、支援が必要な方の
マイ・タイムラインを共有など、アプリ機能の充実を進める。

状況確認・情報収集が困難 避難のタイミングを自動通知

ワークショップで
デジタル・マイ・タイムラインの作成

デジタル・マイ・タイムライン
（イメージ）

自ら様々なメディアから情報を収集

Before After

⚫ 自治体と連携し、全
国のマイ・タイムラ
インワークショップ
で活用

⚫ 民間事業者によるア
プリ開発促進・アプ
リ機能の更なる充実

◆９箇所の自治体で、
ワークショップや講
習会を実施
（実施済）

⚫ 「デジタル・マイ・
タイムライン」手引
きの見直し・公表

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度
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上記の取り組
みにより、利
用者目線で実
現されるもの

工程表

ワンストップ
ツールによる
迅速かつ効率
的な火山緊急
減災対策

目指す姿令和７～８年度令和６年度これまで～令和５年度

3-30 ワンストップツールによる迅速かつ効率的な火山噴火緊急減災対策

⚫火山噴火時に、降灰範囲等を把握した後に、警戒避難支援、二次災害防
止対策の迅速かつ効率的な着手が求められている。

⚫噴火に起因する土砂災害に対し、監視カメラ、ブロック設置等の緊急ソ
フト・ハードの対策メニューを選定するワンストップツールを構築する。

概要

Before After

⚫ ワンストップツール
検討

⚫ モデル火山でのワン
ストップツール実装

⚫ 支援により、市町村長等による
避難指示等の警戒避難の円滑な
実施

⚫ 対策実施により、早期の日常生
活の回復、避難解除、緩和

⚫ モデル火山でのDB
化整備

⚫ ワンストップツール
検討

⚫迅速かつ効率的
な市町村長等が
実施する警戒避
難体制への支援、
及び国等の二次
災害防止対策の
着手を目指す。

⚫ 火山噴火緊急減災
対策砂防計画の策
定

ワンストップツールによる対策メニューの選定

・噴火の火口位置、規模等に
より、対策メニューの選定に
時間を要する。
・また噴火災害の経験値によ
り、対応に時間差が生じる。

観測情報の集約・配信

衛星等による
降灰状況把握

監視カメラ等の
監視機器の整備

土砂法に基づく緊急調査等
（降灰後土石流の
氾濫範囲の把握）

緊急ハード対策
（ブロック、ネット設置等）

ワンストップ
ツールの構築【噴火発生】

対策選定～着手までの時間ロス

【噴火発生】

監視体制の選定

対策案の選定

迅
速
・
効
率
化
が
急
務 迅速かつ効率的な二次災害防止対策等の着手を目指す！
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１．インフラの作り方の変革

索引

No. 個別施策名 担当部局 頁

1-1 三次元河道設計による多自然川づくり 水管理・国土保全局 29

1-2 BIM/CIM活用による建設生産システムの効率化・高度化 官房技術調査課 30

1-3 官庁営繕事業におけるBIM活用 官庁営繕部 31

1-4 三次元設計データを活用したICT河川工事 水管理・国土保全局 32

1-5 三次元モデルを徹底活用したダム本体工事 水管理・国土保全局 33

1-6 BIM/CIMを活用したICT砂防工事 水管理・国土保全局 34

1-7 BIM/CIMを活用した地すべり対策 水管理・国土保全局 35

1-8
建設事業各段階のDXによる抜本的な労働生産性向上に関する
技術開発

国土技術政策総合
研究所

36

1-9 建設施工における自動化、遠隔化の促進 官房技術調査課 37

1-10 人間拡張技術による建設現場作業のＤＸ 官房技術調査課 38

1-11 ICT施工StageⅡ 作業の効率化から工事全体の効率化へ 官房技術調査課 39

1-12 デジタルデータを活用した配筋確認の省力化 官房技術調査課 40

1-13
高速通信技術等を活用した無人化施工による砂防工事の迅速
化

水管理・国土保全局 41

1-14 四次元モデルを活用したダム事業監理 水管理・国土保全局 42

1-15 携帯不感地帯のダム現場における遠隔臨場 水管理・国土保全局 43

1-16 砂防事業における携帯電話通信圏外エリアでの遠隔臨場 水管理・国土保全局 44

1-17
衛星測位を活用した高精度の遠隔操作・自動化水中施工シス
テムの開発

港湾局 45

1-18 マルチビームデータクラウド処理システムの構築 港湾局 46

1-19 ICT施工に対応した新たな出来形管理基準の検討 港湾局 47



２．インフラの使い方の変革（１－２５）

No. 個別施策名 担当部局 頁

2-1 河川用ゲート設備の遠隔監視・操作の信頼性向上 官房技術調査課 49

2-2 AIを活用したダム運用の高度化 水管理・国土保全局 50

2-3 下水道のデジタルトランスフォーメーション 水管理・国土保全局 51

2-4 河川管理者とダム管理者との情報網整備の推進 水管理・国土保全局 52

2-5 次世代のITSの推進 道路局 53

2-6 自動運転実現に向けた取り組み 道路局 54

2-7 高速道路等の利便性向上 道路局 55

2-8
ITやセンシング技術等を活用したホーム転落防止技術等の活
用促進

鉄道局 56

2-9 鉄道における自動運転技術の検討 鉄道局 57

2-10 地上支援業務の自動化・省力化 航空局 58

2-11 空港における草刈工の自動化施工 航空局 59

2-12 空港除雪の省力化・自動化 航空局 60

2-13 除雪現場の生産性・安全性向上「i-Snow」 北海道局 61

2-14 堤防除草の自動化~SMART-Grass~ 北海道局 62

2-15 人工衛星の活用による土砂災害の早期把握 水管理・国土保全局 63

2-16 デジタル技術を活用した災害復旧事業の迅速化 水管理・国土保全局 64

2-17 情報集約の高度化による災害対応の迅速化 水管理・国土保全局 65

2-18 早期運転再開判断に向けた鉄道沿線地震動把握手法の開発 鉄道局 66

2-19 港湾における災害情報収集等に関する対策 港湾局 67

2-20 高精度な３次元データを活用した土砂災害対応の技術支援 土木研究所 68

2-21 ICTを活用した出来形管理による工事書類のデジタル化 官房技術調査課 69

2-22 電子入札システムの改良 官房技術調査課 70

2-23 建設業許可等申請手続きの電子化による行政手続きの効率化 不動産・建設経済局 71

2-24
河川の利用等に関する手続きのデジタル化による国民の利便
性向上

水管理・国土保全局 72

2-25 物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度等 道路局 73



２．インフラの使い方の変革（２６－３７）

No. 個別施策名 担当部局 頁

2-26 道路台帳の電子閲覧 道路局 74

2-27 地方自治体におけるインフラメンテナンスの新技術導入支援
総合政策局公共事
業企画整理課

75

2-28
河川、砂防、海岸分野における施設維持管理・操作の高度化・
効率化（砂防）

水管理・国土保全局 76

2-29 タブレット等を活用したダムの巡視・点検 水管理・国土保全局 77

2-30
河川、砂防、海岸分野における施設維持管理・操作の高度化・
効率化（河川）

水管理・国土保全局 78

2-31
河川、砂防、海岸分野における施設維持管理・操作の高度化・
効率化（海岸）

水管理・国土保全局 79

2-32 AI・ ICTの導入による道路巡視・舗装点検の効率化・高度化 道路局 80

2-33 xROADを活用した次世代の舗装マネジメント 道路局 81

2-34 パトロール車の車載カメラ映像の共有化 道路局 82

2-35 3次元点群データを用いた鉄道施設点検システムの開発 鉄道局 83

2-36
NORTH-AI/Eye ～官学連携したAIの活用によるインフラ管理
のイノベーション～

北海道局 84

2-37
施設の維持管理及び行政事務データの管理効率化に関する調
査

国土技術政策総合
研究所

85

３．データの活かし方の変革（１－１０）
No. 個別施策名 担当部局 頁

3-1 人流データの利活用拡大のための流通環境整備 不動産・建設経済局 87

3-2 流域のデジタルデータフォーマットの標準化 水管理・国土保全局 88

3-3 ダムのデジタルフォーマットの標準化 水管理・国土保全局 89

3-4 使いやすい河川情報データの拡充・オープン化 水管理・国土保全局 90

3-5
デジタル化・リモート化のための位置情報の共通ルール（国家
座標）の推進 国土地理院 91

3-6 スタートアップ、大学等との技術研究開発の促進 官房技術調査課 92

3-7 インフラDXネットワークの整備 官房技術調査課 93

3-8 建設DX実験フィールドを活用した基準整備・研究開発の促進
国土技術政策総合
研究所

94

3-9 自律施工技術基盤の整備 土木研究所 95

3-10 国土交通データプラットフォームの構築 官房技術調査課 96



３．データの活かし方の変革（１１－３０）

No. 個別施策名 担当部局 頁

3-11 電子納品保管管理システムの機能向上 官房技術調査課 97

3-12 センサーネットワークによる迅速な情報共有 官房技術調査課 98

3-13 建築・都市のDXの推進
都市局、住宅局、不
動産・建設経済局

99

3-14
3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化の推進（Project 
PLATEAU）

都市局 100

3-15 リアルタイム波浪うちあげ高観測機器の整備 水管理・国土保全局 101

3-16
サイバー空間上の実証実験基盤（流域治水デジタルテストベッ
ド）の整備

水管理・国土保全局 102

3-17 三次元データと連携した河川環境情報デジタル基盤の整備 水管理・国土保全局 103

3-18 砂防分野のデジタル調査・管理 水管理・国土保全局 104

3-19 道路基盤地図情報の整備・公開 道路局 105

3-20
道路分野におけるデータプラットフォームの構築と多方面への
活用

道路局 106

3-21 サイバーポート３分野一体運用による港湾業務の効率化 港湾局 107

3-22 港湾整備BIM/CIMクラウドの構築 港湾局 108

3-23 DXデータセンターの構築
国土技術政策総合
研究所

109

3-24
公共工事執行情報の管理・活用のためのプラットフォーム構築
に係る調査研究

国土技術政策総合
研究所

110

3-25 バーチャル現場見学会による効果的・効率的な広報
道路局、水管理・国
土保全局等

111

3-26 水害リスク情報の拡充と3次元表示の推進 水管理・国土保全局 112

3-27 洪水予測の高度化による災害対応や避難行動等の支援 水管理・国土保全局 113

3-28 官民連携による流域の浸水状況把握・解消 水管理・国土保全局 114

3-29
マイ・タイムラインとスマートフォンなどデジタル技術の融合によ
る避難行動支援

水管理・国土保全局 115

3-30
ワンストップツールによる迅速かつ効率的な火山噴火緊急減災
対策

水管理・国土保全局 116
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